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（午前９時30分 開議）

○議長（森下伸吾君）おはようございます。

ただ今の出席議員は18人で全員であります。

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（森下伸吾君）日程第１ 会議録署名

議員の指名 を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、３番 岡本君、

17番 石橋君の２人を指名いたします。

日程第２ 一般質問

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。

今回の一般質問の通告者は15人であります。

質問は会議規則第62条の規定により、別紙

の順序により発言を許します。

順番１、４番 梅本君。

〔４番（梅本知江君）登壇〕

○４番（梅本知江君）皆さん、おはようござ

います。

今回、一般質問、１番ということで少し緊

張しておりますが、どうぞよろしくお願いい

たします。

まず、先日の「まっせ・はしもと」の開催、

本当にありがとうございました。約２万人の

方にお越しいただいたとお聞きしました。私

もお店を出店させていただきましたが、たく

さんの笑顔を見ることができました。担当課

の皆さま、出店された皆さま、ご来場いただ

いた皆さま、本当にありがとうございました。

では、早速ですが、一般質問に入らせてい

ただきます。

発言事項１、議会の一般質問について職員

の方々はどれだけ周知されていますか。

要旨。議会で行われている一般質問は、議

会が市民の皆さまの声をお届けしたり、より

よい橋本市にするために日頃の議員活動から

気づいたことを発言しています。

各課にお話に行った際、部長や課長以外の

職員の方々は一般質問の内容を知らない方が

多いです。橋本市の今の状況を職員の皆さま

全員で把握し、共有化して各課で連携して一

つになって歩んでいかなければ、橋本市の発

展はないと思います。

本市のお考えをお聞かせください。

１、一般質問を把握する必要性や内容を職

員の皆さまにどれだけ周知されていますか。

２、部長や課長の皆さまは一般質問の内容

などを職員の方々に報告されていますか。さ

れているのであれば、どのような方法でお伝

えされていますか。

以上、答弁のほどよろしくお願いいたしま
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す。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の質問、

議会の一般質問について職員に周知されてい

ますかに対する答弁を求めます。

総合政策部長。

〔総合政策部長（井上稔章君）登壇〕

○総合政策部長（井上稔章君）皆さん、おは

ようございます。

議会の一般質問について職員に周知されて

いるかについてお答えします。

一点目の一般質問を把握する必要性や内容

を職員にどれだけ周知しているかについてで

すが、ご質問の答弁に関わる部署となる部長

や課長、直接の担当者などの職員は質問の内

容を把握する必要があり、当然のことながら、

その内容についても周知されています。

他の職員についても、橋本市議会のユーチ

ューブチャンネルで動画配信されている一般

質問の様子や市ホームページに掲載される議

事録などを職員が職場でも閲覧できるように

なっています。

また、各部署には市議会だよりが配布され

るため、各部署内で回覧することで一般質問

などの議会の内容を知ることができます。

二点目の部長や課長は一般質問の内容など

を職員に報告しているか、その場合どのよう

な方法で伝えているかについては、ご質問い

ただいた答弁の内容によって、市として何ら

かの措置を講じなければならない場合は、所

管する部長や所属長から担当する関係職員に

対し、必要な指示命令を通じて組織的な対応

をしています。

また、全庁的に対応が必要となる場合には、

部長連絡調整会議の場や全職員向けの文書通

知などにより職員に周知しています。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君、再質問

ありますか。

４番 梅本君。

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

います。

一つ目なんですけれども、ユーチューブや、

市議会だよりなどを回覧させたり、あとはホ

ームページでということなんですけれども、

知ることができている環境はつくられている

と思うんです。でも、どれだけの方が周知さ

れているかということがすごく私は気になり

ます。

職員の方に私も知り合いが多くいてますけ

れども、この質問をしたときに、やっぱりユ

ーチューブは見てないし議会だよりもなかな

か見れてないし、今、一般質問でどういうこ

とが行われているかというのをやっぱり知ら

ない職員の方が多いんです。その辺でどれだ

け周知されているかということをお聞きした

いんですが、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）議員の皆さん

からの一般質問につきましては、現在、市が

直面している課題ですとか市の今後の在り方

について市民を代表した意見であることから、

非常に重要だという認識はしております。

しかしながら、全ての職員が一般質問の内

容を把握して、職員全員が市民の質問に一貫

した答えを提供できるようになるというのが

一番、行政の透明性ですとか説明責任がはっ

きりするということでいいことだとは思いま

すが、一般質問の内容につきましては、行政

の運営ですとか政策に関する専門的な知識が

求められるものですとか、個別の部署で扱う

べき内容も含まれております。

全ての職員が詳細に知ることというのは、

逆に情報過多となることで、業務量が増大す

ることで本来の業務での効率性が低下される

おそれがあるというふうにも考えております。

また、ある部門に関連する質問が他の部門

までに共有されることになりますと、担当者
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が介入することで、情報を受けた市民の方が

混乱したり本来の対応が遅れるという可能性

もございます。

こういったことから詳しく周知するという

ところには至ってはおりませんが、一般質問

の内容を閲覧、それから確認できる環境とい

うのはつくっておるというところであります。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。

○４番（梅本知江君）ご答弁ありがとうござ

います。

本当に業務もたくさんあられる中、皆さん

一生懸命していただいているんですけれども、

ユーチューブとかで議会の、例えば３日間の

内容を全て皆さんに周知していただきたいと

いう思いではないんです。今、橋本市で議員

の一般質問を聞くことで、どういう問題が起

こっていて、どういうことを市民の方が求め

ていて、どういう方向に行けばいいかという

のを、やっぱり職員お一人お一人というのは、

私たちもそうですけど、市民の皆さまの本当

に大切な中から預かった税金で私たちはお仕

事をさせていただいています。

そんな中でも、お忙しいのは分かるんです

けれども、細かい内容ではなくて、せめて議

会だよりで、問い、答えというのが、毎回議

会だよりを製作していただいていますが、そ

こに載っていると思います。それぐらいは全

職員の方が周知しておくのは私は当たり前じ

ゃないかなという考え方なんです。

でも、先日からのすり合わせのときにいろ

いろご意見、当局のご意見を頂いたんですけ

れども、当局はその課題に対して、その担当

の人の分だけ、担当課のところだけが知って

いればいいという考え方。でも、私はせめて

議会だよりにあるような問い、答えぐらいは

職員の方がみんな知っていていただきたいと

いう、ちょっとそこのずれを感じたんですが。

例えば、今、橋本の駅前どうなっているん

ですかと私もよく聞かれます。給食の無償化

どうなっているんですかということもよく聞

かれます。そのときに、例えばです、一職員

が「どうなっているか分からへんわ」と、そ

ういうふうではちょっと困ると思います。も

し自分が一市民だったら、「えっ、どうして市

役所の人なのにそれを知らないの」と思って

しまうと思います。

もちろん詳しいことは分からないと思いま

す。でも、議会だよりの問い、答えぐらいを

見ていたら、「今こういう方向で進んでいま

す」「今こういう状況です」ということぐらい

はお伝えできるんじゃないかなと考えている

んですが、その辺いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）今、議会で話

題になっておる内容というところを理解する

というのは職員として非常に大事なことだと

いうのは先ほどもご答弁させてもらったとこ

ろでありますが、繰り返しになりますけれど

も、情報の混乱ですとか、担当者が不在の中

で答えるといったことですとか、責任の所在

が不明確になる、いわゆるその内容、自分の

部署の内容ではないことに対して踏み込んだ

答えをしてしまうと混乱してしまうというよ

うなこともございます。

ですので、内容を知っておくというところ

は一定必要かとは思いますが、それに対して

詳しいお答えをさせていただくというところ

まではなかなか難しいのではないかなという

ふうに考えております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。

詳しくまでは本当に各課でないと分からな

いと思うので、でも、ある程度やっぱり、職

員の皆さまが今どういうご意見があってとい

う一般質問のことを理解し、ある程度お答え
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できる状況にしていただいて、細かいところ

はまた「各課にちょっとお聞き願えませんか」

というふうになっていただけたらいいんじゃ

ないかなというふうに感じています。

今までも何度か私も一般質問させていただ

きまして、私の一番メインとしているのが元

気なまちづくりというところなんです。それ

で、２度目だったかな、一般質問であいさつ

のことをすごくお話というか一般質問をさせ

ていただきました。

いまだに、どこの課とは言えませんが、全

てではありませんが、本当にごあいさつがな

いんです。とても不思議です。子どもたちに

は「おはようございます」「こんにちは」「お

やすみなさい」「ありがとうございます」と、

そういうあいさつの教育をしなければならな

い立場の大人の私たちが、ましてや市役所の

窓口で本当にあいさつがないんです。

でも、接客は本当に丁寧にしていただいて

いると感じています。でも、どうして例えば、

例えばですけど、窓口で「はい、３番の方」

と言って行きます。「こうこうで、こういう書

類です」「はい、分かりました」と。どうして

そこで一言、「おはようございます」であった

り「こんにちは」であったりないのかなと。

一言あいさつすることで、すごく、何とい

うんでしょう、市民の方の気持ちも違います

でしょうし、細かいことかもしれませんが、

私は人間関係、コミュニケーションであいさ

つというのが一番大切だと感じています。で

も、そういうのも全然、結局はこの議会で言

っても伝わっていないからそうなるんじゃな

いかなと。

そして、一番最初の質問でも言わせていた

だいたんですけれども、窓口にいろんなこと

で市民の方の声をちょっとご相談に行ったと

きに、本当にいろんな流れをご存じないんで

す。それも私、「えっ」とかと思うことがあっ

たり。

一つの課の問題をそこの課でずっとやった

らいいというのも一つだと思うんですけれど

も、なので、何というんですか、縦割りで横

の関係ができていないというのも、何か皆さ

ん、職員の方たちが大まかに分かっていない

から隣同士の連携もなかなか取れないんじゃ

ないかなということも感じたりしています。

なので、皆さん一生懸命業務はしていただ

いているので、もっとお一人お一人が、何と

いうですか、本当に今の市民の方々はどんな

ことを求めて、どんなことを考えていて、ど

うあってほしいと思っていて、どんなところ

に問題があってというのを、私はしつこいよ

うですが、ぜひ本当に、一般質問の問い、答

えでいいので、分かっておいていただきたい

というふうに思います。

もちろん強制はできないと思いますが、そ

れはお一人お一人の職員の方々のやっぱり意

識、その一つひとつが一つになって大きくな

って、また、良い橋本市をつくれるんじゃな

いかなというふうに感じています。

議会だよりぐらいは皆さんできっちり周知

していただくということはしていただけます

でしょうか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）議会だよりに

関しては各所属を通じまして各職員に回覧し

ているところですので、それをしっかり見て

おくようにという指示はしておきます。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君。

○４番（梅本知江君）ありがとうございます。

ぜひ、皆さんお忙しいと思いますが、今、橋

本市全体で起こっていることということで、

一般質問の問い、答えぐらいは皆さんで把握

して、業務にまた力を入れていただけたらと

思います。

こう言いながらも、でも、一つちょっとう
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れしいことがありました。それちょっとご報

告というか聞いてもらいたいです。

以前、一般質問で元気なまちづくりという

ことをテーマにお話をさせていただきました。

すごく今、「この世界を柿色に染めたい」とい

うポスターがあります。オレンジ色のすてき

なのを作っていただいているんですけど、ま

ずは、そういうテーマがあるならば、あまり

経費のかからないということで、皆さんの、

職員の方のストラップをオレンジ色にされた

らどうですかというようなお話をさせていた

だいたことがあります。

その後、ある職員の方が来られまして、「実

は私、ユーチューブを見ました。そして、議

員が言っていたことを、本当そうだなと思っ

てオレンジ色のストラップに換えたんです

よ」と言って、わざわざ見せに来ていただい

たんです。

私はとてもうれしくて、ぜひ、何か、皆さ

んお忙しいと思うんですけど、一般質問を見

て何か必要だなと感じたことを一人ひとりの

職員の方が意識して変革していただくことで、

よりよい橋本市を共につくっていけたらと思

っております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）４番 梅本君の一般質

問は終わりました。

順番２、６番 髙本君。

〔６番（髙本勝次君）登壇〕

○６番（髙本勝次君）皆さん、おはようござ

います。

一言だけ申し上げたら、朝晩寒くなってき

ました。私も含めて、お互いに風邪引かない

ように気をつけましょう。少なくともこの議

会が終わるまでは、よろしくお願いします。

そうしたら、通告に従いまして一般質問を

行います。

二点ありまして、大きな項目一つ目は、認

知症施策推進基本法に基づく施策についてで

あります。

急速な高齢化の進展に伴い、認知症の人の

数は増加しています。令和４年の認知症の高

齢者数は約443万人、軽度認知障がいの高齢者

は約559万人と推計されており、その合計は

1,000万人を超え、高齢者の3.6人に１人が認

知症またはその予備軍と言える状況にありま

す。

政府は2024年９月に認知症施策推進基本計

画案を公表しました。本市においては今後ど

のように取り組まれていくのか、具体的にご

答弁をお願いしたいと思います。

まず、一つ、国の認知症施策推進基本計画

案は、従来の認知症施策を根本的に見直し、

新しい認知症観というのがあります。認知症

になったら何もできなくなるのではなく、住

み慣れた地域で自分らしく暮らし続けること

ができるという考え方を指します。こういっ

たことに立って、当事者の参加を中心にした

内容となっています。

認知症のわたしたちと家族の会である「み

かんの会」の活動と市行政との関係において、

積極的な面と見直しが必要となる課題もある

かと思います。この点についてどのように認

識されているのか、お伺いしたいと思います。

次、二点目に申し上げると、橋本市の場合、

2017年以降、行政とみかんの会などが中心と

なって活動が展開されており、進んだ経験が

積み重ねられています。今後もこの経験を生

かし、行政の認知症施策の柱として位置づけ、

当事者の活動を積極的に支援していただきた

いと思います。

みかんの会の当事者から出されている要望

なんですが、地域に当事者が集える会場の確

保、また、移動に必要な交通費の補助などが

あります。会場の確保、移動に必要な交通費

の補助ということがあるんですが、国の推進
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基本計画案には当事者の要望に応えるように

となっていることから、これらの要望も本市

の推進計画に入るのか、見解をお尋ねしたい

と思います。

次、三つ目ですが、本市の認知症施策推進

計画案をつくる場合において要望ですが、当

事者も検討委員会の中に参加できるようにし

ていただきたい。そして、素案をつくる段階

から当事者が参加できるようにしていただき

たいことと、傍聴席から当事者の声を聞く形

ではなく、検討委員として発言させていただ

きたいということで、次回の認知症支援推進

検討会の協議から、当事者の代表を数名検討

委員として参加できるようにしていただきた

いということで、見解をお聞きします。

次に、認知症当事者を対象にした学習的な

講座を毎年開催していただきたいということ

で、みかんの会はこれまでに３回、和歌山県

立医科大学付属病院紀北分院の認知症疾患医

療センターの協力を得て開催されてきました。

本市でもみかんの会や紀北分院の協力を得て、

講座の開催を検討していただけないでしょう

か。

五つ目に、橋本市の市民ボランティア登録

者に認知症カフェへの世話人としてご協力い

ただけるようにできるでしょうかということ

です。

六つ目に言いますと、認知症地域支援推進

員というのがありますが、この推進員の増員

と認知症サポーターを養成する認知症キャラ

バンメイトの増員が必要です。それぞれの増

員計画はあるでしょうか。

七つ目に、橋本市における認知症施策推進

計画を新たにこれから推進するにあたって、

予算を計上されるようになっておるか、お尋

ねしたいと思います。

八つ目に、軽度の認知障がい、いわゆる認

知症予備軍を含めた認知症疾患者は、以前、

私が質問したときには推計で2,000人ぐらい

ということでございました。認知症予備軍は

早期に発見すれば進行を遅らせることができ

ると言われています。早期発見の手だてとし

てチェックリストでの検査が一般的ですが、

集団の中で記入するには抵抗があるかと思い

ます。

そこで、「広報はしもと」の記事の中にチェ

ックリスト用紙を入れてはどうでしょうか。

家族の中で活用できるように、ぜひとも実施

していただけるように提案したいと思います。

九つ目に、認知症全国研究集会が本年10月

20日に和歌山市で開催され、橋本市の認知症

当事者が活動報告をしました。地域での取組

みを推進していくためには、軽度の認知症疾

患の方も参加されているふれあいサロンやげ

んきらり～、第２層協議体でも認知症講座等

の開催を進めていくことが必要ではないでし

ょうか。

認知症について正しく理解していただける

ように、市民に広く啓発していく取組みをこ

れまで以上に進めていただきたいと思います。

工夫して手短にできる認知症講座の開催を推

進していったらどうでしょうかということで

お聞きしたいと思います。

それと、大きな項目二つ目なんですが、本

庁舎を含めた公共施設内通路に手すりの設置

をということで、高齢者や障がい者の皆さん

がつえを持って庁舎内や公共施設の通路を歩

行するときに、手すりがないところがまだ多

く見受けられます。大変困っておられます。

また、施設の会議室内にも手すりがありませ

ん。

本庁舎や市民が多く利用される公共施設内

の通路や会議室内には、計画的に手すりの設

置を進めていただきたい。公共施設のバリア

フリー化を進める一助になると思います。

私の知り合いの方でこんなご意見があった
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ので、一応お聞きしたいなということで質問

させていただきました。見解をお聞きしたい

と思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の質問項

目１、認知症施策推進基本法に基づく施策に

対する答弁を求めます。

健康福祉部長。

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕

○健康福祉部長（久保雅裕君）本市の認知症

施策推進基本法に基づく施策についてお答え

します。

一点目の認知症のわたしたちと家族の会で

ある「みかんの会」の活動についてですが、

設立当初よりいきいき健康課が事務局業務を

担い、みかんの会と共に活動しており、今後

もこれまで同様に取り組んでいきます。

課題となっていることとして、会の中心メ

ンバーの高齢化に伴い、後継者となる新たな

担い手の参画・育成に取り組む必要があると

考えていますので、引き続き課題解決に向け

協議を重ねてまいります。

二点目の市の認知症施策推進計画に当事者

の要望が入るのかについてですが、みかんの

会とも定期的に協議を重ねており、当事者の

要望を反映できるよう取り組みます。

三点目の認知症施策推進計画案策定にあた

っての要望についてですが、令和７年度から

橋本市認知症支援推進検討会において計画を

策定する予定であり、認知症当事者やその家

族の方々にも検討会委員として参画いただき、

意見を頂きながら計画を策定していきたいと

考えています。

四点目の学習会の開催についてですが、認

知症を正しく理解するとともに、認知症当事

者の思いなどを伝えることを目的としている

ため、みかんの会、認知症キャラバンメイト、

和歌山県立医科大学紀北分院とも調整し開催

します。

五点目の橋本市の市民ボランティア登録者

に認知症カフェへの世話人としてご協力をお

願いできないかとのおただしですが、募集チ

ラシを配布するなど、橋本市市民活動サポー

トセンターを通してボランティア登録者や来

訪者に対し周知することは可能です。

六点目の認知症地域支援推進員の増員につ

いてですが、毎年和歌山県が募集する受講枠

に限りがあるため、市独自に受講枠の確保を

検討しています。また、認知症キャラバンメ

イトの増員については現在137名の方が登録

されており、認知症サポーター養成講座の運

営に協力を頂いていますが、活動できる方が

限られているのが現状です。現在も研修受講

の呼びかけを行っており、今後も継続的に受

講者確保に努めます。

七点目の認知症施策推進計画策定における

予算についてですが、よりよい計画となるた

めの必要な予算を計上いたします。

八点目の認知症チェックリストの「広報は

しもと」への掲載についてですが、令和５年

９月の広報はしもと「きらり」において認知

症チェックリストを掲載しています。また、

地域で開催する認知症講座等でも配布して活

用しているところです。今後も適宜掲載して

まいります。

九点目の認知症講座の開催についてですが、

地域ふれあいサロン、げんきらり～自主運営

などの地域の介護予防事業や老人クラブから

の依頼で介護予防教室を実施しており、その

中で認知症に関する講座を実施しています。

こうした認知症を正しく理解していただく

ための啓発は重要であると考えており、今後

も引き続き開催していきます。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君、再質問

ありますか。

６番 髙本君。
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○６番（髙本勝次君）一点目にお聞きします。

本市には軽度の認知障がいを含めると約

2,000人の認知症疾患者がいると推計されて

おりますが、認知症当事者と家族の会が各地

域につくられていくことが今後必要になって

くると思います。

それを推進していくためには、答弁でもあ

りましたように、担い手の育成がどうしても

必要になってきます。認知症当事者と家族の

会が各地域につくられていくためには、専任

でその役割を果たす担当者が必要だと思いま

すが、この辺の取組みについてどう考えてい

るか、お尋ねしたいと思います。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。

日頃でも本市におきましては、みかんの会

に保健師が常に会議の中には参画させていた

だいており、認知症カフェの中でも保健師が

数名そこに参加させていただいております。

また、そういった会議の中にはキャラバン

メイトの方々も入っていただいて会のサポー

トをさせていただいておりますので、引き続

きこういった状況で市の職員、それからキャ

ラバンメイトの皆さんと共に、カフェを、認

知症の当事者の会を支援していきたいと思っ

ております。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そうしたら、次にお聞

きします。認知症当事者と家族の皆さんが集

いの会場まで歩いて行けるところというのを

希望されておるんです。歩いて行けるような

集いの会場。地域での取組みがそういったこ

とでやっていけばどんどん広がっていくと思

うんですが、地域ごとに会場の確保がどうし

ても必要になってきます。そういう意味で、

どのように今後の取組みを考えているかをお

聞きしたいと思います。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）今のご質問は

当事者の皆さんからも同じような意見を頂戴

しております。現在、具体的に認知症カフェ

への支援は行っていないところですけれども、

例えば、今、高齢者のサロンとかの要項もご

ざいます。こういったサロンの要項を認知症

のカフェにも規則を改正して、カフェの支援

につなげていきたいと思っています。

ただ、具体的に、例えば今おっしゃってい

ただいておる輸送支援、これにつきましては、

例えばサロンのほうもしておりませんので、

そういった輸送支援に直接資金を出すという

のは今のところ考えておりませんけれども、

カフェの支援につきましては、サロンの要項

を適用しながら、その会の支援をしていきた

いというふうに考えています。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）ぜひよろしくお願いい

たします。

そうしたら、認知症カフェの世話人として

協力をお願いするサポーターの募集のチラシ

を、さっき答弁ありましたようなところに配

布していただいているということで助かるん

ですが、いろんな市のイベントの取組みが何

度か年間通じてあるかと思うんです。そうい

ったイベントのときでもこういった認知症カ

フェの世話人、協力していただけませんかと

いうチラシを配布していただけたら、また広

がるんじゃないかと思いますが、いかがでし

ょうか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）ボランティア

の方の募集につきましては、これまでも例え

ば文化センターだよりとか、それから公民館

だよりなどでも、９月のアルツハイマー月間

にちなみまして、募集しておりますよという

広報はさせていただいています。
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今後もそういった募集につきましては、イ

ベント等でもそういったチラシを配布するな

ど、できるだけ機会を見つけて募集のほうを

進めていきたいと思っていますので、よろし

くお願いします。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そうしたら、その募集

チラシのことなんですが、認知症サポーター

養成講座の開催のときとか関係する機関の窓

口、本庁とかいろいろ、また、公民館の窓口

にも、そういった世話人を募集していますよ

というチラシをぜひとも設置していただけた

ら、また広がっていくと思うんですが、でき

ますでしょうか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）市の窓口につ

きましては担当部局と調整しまして、チラシ

のほうは置いていきたいなというふうに考え

ています。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）ぜひよろしくお願いを

いたします。

そして、もう一つお聞きしたいんですが、

キャラバンメイトのことなんですが、認知症

地域支援推進員とか認知症キャラバンメイト

の受講者確保に今取り組んでいただいておる

ところでありますが、具体的に増員する計画

は持っておられるんでしょうか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）まず、一点目

の地域支援推進員の増員につきましては、こ

れまで県の枠が非常に少なくてというお話を

ずっとさせていただいておりました。議員か

らの質問を受けて、現在、県を通じてではな

くて、市と講習主催者であるところと直接、

契約というか受講できないかというところで

一定のめどが立っております。

新年度予算につきまして、こういった受講

の機会を、３名程度といいますか、受講枠も

限りがありますけれども、一定の枠を確保し

ていきたいと。併せて県のほうにも手を上げ

ていきたいということで、年間３人ぐらいの

増員を図っていきたいと思っています。

また、キャラバンメイトにつきましては、

例えば老人クラブとか、それから、様々なと

ころから出張出前講座というのがございまし

て、そこで認知症サポーター養成講座を受け

ていただいて、その中から、キャラバンメイ

トになっていただけませんかということで、

一本釣りといいますか、直接お声かけをさせ

ていただいて、興味のある方については入っ

てもらっておるというところです。

引き続きこういった出張講座を利用しまし

て、キャラバンメイトの確保、それから、先

ほど言った講習会とか研修会を通じてキャラ

バンメイトの存在を知っていただいて、入っ

ていただく方を広く募集していきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いします。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）ぜひ、なかなか協力し

ていただける方は少ないようですが、これを

どんどん広げていかなかったら認知症、地域

のそういう認知していくために、認知症のそ

ういう、市民的に認知していただいて周知が

広がるようにしていただきたいと思いますの

で、ぜひよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。

そして、次に申し上げたいんですが、今後

もそういった認知症チェックリストという用

紙を「広報はしもと」、現在、入れていただい

たことが昨年一度あったようなんですが、関

係機関の窓口というか、先ほどもお聞きしま

したが、目につくところに設置していただく

というようなこともいろいろ検討していただ

いて、ここではどうか、ここでは設置できな

いかとか、公民館、いろいろなところ、先ほ
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どもお聞きしましたが、幅広くそういったと

ころ、目につくところに置いていただきたい

と思うんですが、先ほども答弁いただきまし

たが、ぜひともこれを進めていただきたいと

思いますが、繰り返しますが、よろしくお願

いいたします。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）チェックリス

トにつきましては、広報で過度な、再三の広

報はちょっとできませんので、適宜させてい

ただきますということで先ほどもご答弁させ

ていただきました。

例えば、サポーターの養成講座に出張出前

講座で行ったときも皆さんに配付して、チェ

ックリストをセルフでやっていただいている

ということで、例えば昨年でありますと、10

箇所で259名の方にそのチェックリストも一

緒にお渡しさせていただいて、持って帰って

いただいて、家族でやっていただくなり近所

の人に周知するなりということはさせていた

だいています。

ご提案にありましたように、市の関係する

公民館等でのチラシの配布につきましては、

どれぐらい広報効果があるか、ちょっと見極

めも必要ですが、一旦、置けるように課のほ

うでも検討してみたいと思っています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）すごくこのチェックリ

スト、やっぱり初期診断というか早期発見に

つながることになりますので、いろんなとこ

に、目につくところに置けばということで申

し上げたんですが、公民館は比較的、市民の

方がたくさん出入りされるので、ちょっと手

に取ってみようということになりますので、

ぜひとも、少なくとも公民館のとこには置い

ていただきたいと思いますので、ぜひともそ

れをやっていただくようにお願いしたいと思

います。

そうしたら、私の今回の質問のことなんで

すが、認知症施策推進基本法に基づいて行わ

れているところで、厚生労働省のほうで認知

症施策推進大綱というのがございまして、そ

れについて幾つかお聞きしたいと思います。

もうこの推進大綱ではこのように書いてお

りまして、「認知症の人が生き生きと活動して

いる姿は、認知症に関する社会の見方を変え

るきっかけともなり、また、多くの認知症の

人に希望を与えるものでもあると考えられ

る」。そして、「地域で暮らす認知症の本人と

ともに普及啓発を進め、認知症の本人が自ら

の言葉で語り、認知症になっても希望を持っ

て前を向いて暮らすことができる姿等を積極

的に発信していく」とうたっています。

そこで、ちょっと聞きたいんですが、まず

一つは、厚生労働省はチームオレンジという

取組みを推進しております。チームオレンジ

とは、心理面、また、生活面の早期からの支

援として、市町村がコーディネーターを配置

し、地域において把握した認知症の方の悩み

や身近な生活支援ニーズ等と認知症サポータ

ーを中心とした支援者をつなぐ仕組みという

ことで言われています。

ここで言っている認知症サポーターはこう

いうことであります。「認知症サポーター養成

講座に加えて、ステップアップ講座を受講し

た者を言います」ということなんです。だか

ら、認知症サポーター養成講座だけではなく

て、それからその後にステップアップの講座

を受けていただいて、認知症サポーターとい

う活動をしていただくための取組みなんです。

それで、認知症サポーター活動促進地域づ

くり推進事業として、地域支援事業交付金が

出ております。認知症施策推進大綱では、全

市町村で、本人、家族のニーズと認知症サポ

ーターを中心とした支援をつなぐ仕組みがチ
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ームオレンジということで、これを整備する

ように言われています。チームオレンジの取

組みと地域支援事業交付金の活用についてど

のようにされているのか、お尋ねしたいと思

います。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。

認知症施策推進大綱につきましては、かな

り、ちょっと前に閣議決定されて、それに基

づき、例えば認知症の基本法とか今回の施策

推進計画とかにつながってくるものかなとい

うふうに思っております。

チームオレンジの今後の活躍といいますか、

そこにつきましては、まず、情報的には地域

包括支援センターが一番、認知症に関する悩

みについての集約ができる場所かなと思って

います。それにつきましては、例えば医療機

関だとか、それから介護施設だとか、あらゆ

る社会資源の方からの報告というか通報が、

通報といいますか、相談に行ってねという話

で、たくさんの方が相談に来られます。

当然、家族の方も心配して来られる場合も

あるんですけれども、そういった中で、情報

の把握はいきいき健康課の地域包括支援セン

ターが総合的に担っておるというところです。

そういったところで、チームオレンジのス

テップアップ講座とか、それから新たな交付

金の活用につきましては、今後さらなる認知

症の方が増えるということでありますので、

有効活用させていただいて、認知症の方の社

会的な活躍につなげるように、その交付金と

か支援体制を充実できるように、交付金のほ

うを活用しながら努めていきたいというふう

に考えています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そうしたら、今の答弁

ですと、これまで認知症の取組みにあたって、

地域支援事業交付金というのは以前からあっ

たんですが、これまで活用していなかったと

いうことですか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）そこにつきま

しては、これまでは認知症施策については市

の単独事業でやっていたと思いますので、そ

の交付金については充てておりません。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）今言いましたように、

地域支援事業交付金、これが以前から、少し

前から交付されている補助金なんですが、財

政が厳しいということで言われている中で、

いや、私もうてっきり以前からこれを活用し

ておられると思ったんですが、せっかくの、

いろいろなことに、認知症の関係のことに使

える交付金なので、やっぱり積極的に使って

いただいて、認知症のニーズに生かしていけ

るようにしていただきたいと思いますので、

くれぐれも欲張って交付金を申請していただ

いて、広めていただけるようにお願いしたい

と思います。

そうしたら、こんなことがありまして、先

進的に認知症サポーターの活動促進に取り組

んでいる自治体では、チームを組んだ認知症

サポーターによる活動として最も多いのがオ

レンジカフェの開催、そしてまた、見守りや

外出支援などを行っていることで、地域のニ

ーズに応じた多様な活動が展開されていると

いうことであります。

認知症地域支援推進員以外にも認知症サポ

ーターを養成していくことによって、チーム

オレンジの取組みが推進されていくのではな

いでしょうか。そんなことで、認知症サポー

ターの養成について、これは養成講座とちょ

っとややこしいんですけど、養成講座に新た

に追加的講習を受けて終わられた人を認知症
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サポーターと位置づけていて、その認知症サ

ポーターの養成について、ちょっと見解をお

尋ねいたします。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）現在の認知症

サポーターになられる皆さんは、基本的には

認知症サポーター養成講座を受けた方で、そ

の中から協力していただいている方について

募っておるというところでございますので、

サポーター養成講座は基本的に必須だという

ふうに思っています。

さらなる研修につきましては、市の職員と

共にそういった、何といいますか、知識の普

及といいますか習得といいますか、そういっ

たところをしていただいて、市の職員と共に、

例えば認知症サポーター養成講座の、一緒に

地域のほうへ赴いていただいて協力していた

だくというような形で今進めておるところで

す。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）私がお聞きしたかった

のは、認知症サポーター養成講座はもうたく

さん、回数、学校や地域やそれぞれのところ

でされておるのは知っておるんですが、それ

に加えてステップアップ講座ということです

から、さらに進んだ講座をしていただいて、

認知症サポーターという形の活動をしていた

だける人をどんどんつくっていこうというこ

とが言われておるんですが、そのステップア

ップさせるステップアップ講座をして、さら

にその講座を受けた人、サポーター養成講座

にさらに加えてステップアップの講座を受け

ていただいて認知症サポーターという人たち

を組織していこうということなんですが、そ

れは現在されていないんですね。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）例えば、キャ

ラバンメイトの方の中には介護や医療の専門

職という方もいらっしゃいますし、それから

一般の方で、例えば、いきいきシニアリーダ

ーカレッジの認知症支援学科というのが年間

20回の講座を受講するということで、キャラ

バンメイトの皆さんは相当な認知症に対する

理解と、それから普及啓発の能力を持った方

だというふうに思っておりますので、こうい

った研修会を通じた方がサポーターとして活

躍していただいているというところです。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そういったやり方で、

そういった人たちを中心に活躍していただけ

たらと思います。

それでちょっとお聞きしたいんですが、も

う一つお聞きしたいんですが、令和２年度に

厚生労働省において、全国７人の認知症の人

が自らの希望を語って、地域の中でそれを実

際にかなえながら生き生きと過ごしている姿

を伝えている動画が厚生労働省では作られて

おります。本市でこの動画を活用した取組み

をされているのか、お聞きしたいと思います。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）現在その動画

につきましては活用しておりません。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）今おっしゃっていただ

いたように、活用していませんということで、

これかなりいろいろ、認知症に対する理解を

広めていくために、活用が今、各自治体で使

われているようなので、これちょっと使って

いただいて、いろんなところに、それを見て

いただく形とかホームページとか、いろいろ

活用できるようでしたら活用していただいて、

せっかくなので、こういう厚生労働省が作っ

た、認知症を理解して周知していただく、そ

ういうことにつなげていくために動画を作っ

たものですので、今後それをいろいろなとこ

ろに活用する形で進めていただけるんでしょ
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うか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）動画の活用に

つきましては、その動画の長さとかいろいろ

ありますので、皆さんに披露する場というの

はその都度その都度のケース・バイ・ケース

になってこようかと思います。活用につきま

しては、一旦見させていただいた上で広げて

いきたいと思っています。

それから、市のホームページにつきまして

は、リンクできるように努めていきたいとい

うふうに思っています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そうしたら、お聞きし

たいんですが、認知症施策推進大綱では、若

年性認知症支援コーディネーターの充実によ

って若年性認知症の人への支援や相談に応じ

るようにするとともに、企業や、また、ハロ

ーワーク等と連携した就労継続の支援を行う

となっています。

この若年性認知症支援ということで、この

支援活動にも地域支援事業交付金が活用でき

るとなっております。本市では若年性認知症

支援の取組みについて何か取り組まれている

のか、お聞きいたします。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）若年性の認知

症の方については、なかなか掘り起こしとい

いますか発見ができない状況に今ございます。

そういった中で、分かった範囲の中では支援

に努めているところですけれども、ただ今あ

りましたように、やはり若い方につきまして

は就労、最終的には活躍の場というのが必要

になってきますので、そういったところ、ハ

ローワークと連携しながら就業につながるよ

うに努めていきたいというふうに考えていま

す。

そこら辺につきましては、まだまだ始まっ

たばかりというか、これから始めるようなと

ころでございますので、その交付金等を活用

しながら進めていきたいと思っていますし、

これにつきましては次回の計画の中にも織り

込んでいく必要がございますので、そこら辺

につきましても皆さんと共に考えていきたい

というふうに考えています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）私、今回この認知症の

件について、年４回あります議会で３回、今

日を含めて３回質問させていただいたんです

が、いろいろやっぱり私の知り合いの方でも

こういったことをどんどん取り上げてほしい

ということで、取り上げれば関係する人たち

から「言ってくれたね」ということでお聞き

することが多いです。

それでちょっと、今いろいろ、先ほどから

ずっと質問させていただいたんですが、橋本

市としてこういう認知症問題について本当に

本格的に腰を据えて取り組んでいただきたい

し、来年度から新たに当事者や家族を含めた

検討委員会にも当事者を入れていただけると。

これまで傍聴席からご意見ありますかとい

う形でされていたようなんですが、直接、検

討委員として自ら当事者としてご意見を出し

ていただく機会が頂けるということになって

おりますので、くれぐれも、これからそんな

形で直接生の声を検討委員会の中で、当事者

を入れた検討委員として発言させていただけ

ることになると思いますので、ぜひそういっ

た形で、本当に当事者を含めて、当事者や家

族を含めた声を推進計画の中に入れていただ

けたら、すごくこれから運動が進んでいくと

思いますので、ぜひともそれをお願いしたい

と思います。来年度からの検討委員会の中に

入れていただけるということなので、うれし
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く思いますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

そして、今ちょっと、一つ最後に申し上げ

たいのは、やっぱりこういった橋本市でこの

認証支援についていろいろこれから取り組ん

で、質問の中でも言いましたが、取り組んで

いくことになっておりますが、本当にこれは

市を挙げていろいろ本格的に取り組んでいた

だきたいと思いますので、その辺で、急なこ

とで申し訳ないですが、市長のほうから認知

症の対応についてちょっとご意見を聞かせて

いただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○議長（森下伸吾君）市長。

○市長（平木哲朗君）髙本議員の質問にお答

えをします。

認知症についての取組みは必要やというふ

うには考えています。ただ、役所の中でもマ

ンパワーがかなり限られている。今、子ども

の伴走支援であったり高齢者の伴走支援であ

ったり、非常に職員的にも厳しい部分も出て

きていまして、国は伴走支援、伴走支援ばっ

かり言うとったらいいんですけど、うちはや

っぱり人をどうやって確保していくかという

ふうなことを考えないといけないので、そこ

で、例えばヘスティアのような、高齢者の皆

さんとの対応をしていくためにも、例えば市

民の人たちがそういう集団を組んでいただい

て、そこで行政と市民団体と認知症の方々と

一緒になってこういう問題を解決していくと

いうところを、やっぱり計画作成の中でも入

れていかないと、全て、やれ、やれ、やれば

っかりではなかなか取り組んでいけないし、

認知症の方だけではないので、高齢者の皆さ

んというのは、やっぱり身体障がい者、精神

障がい者、障がいを持った方もたくさんおら

れます。その中で、やはり平等に取り組んで

いくということも必要ではないかなというふ

うにも思っています。

その中でどういう取組みが今後できていく

のかというのは、まず推進計画を策定してい

ただいて、その中でどの方法を取っていくか

というところを、行政内でもやっぱり吟味し

ていく必要があるのかなというふうには思い

ます。

大変重要な問題とは思いますし、市の施策

の中でも、住み慣れた地域で末永く健康で暮

らしていただけるというのを目標にしており

ますので、行政でできるところ、民間団体で

できるところ、そして、当事者の皆さんと一

緒にできるというところをうまく形づくって

いかないといけないのかなというふうにも思

います。

ただ、本当に今、未来の課題というのは、

今やっている人たちがいなくなったら、その

次につないでいける人がいてない。ふれあい

サロンであっても、げんきらり～体操でも、

今やっている人の後というのがなかなか今、

皆さん70歳ぐらいまで働いたりすることがあ

るので、やっぱりなかなかそこのマンパワー

をこれからどう確保していくのか。

今、移動支援、買物支援もやっていますけ

ど、ここの次の段階の人たちがなかなかいな

いというところも大きな問題かなというふう

にも思います。やっぱりマンパワーがこれか

らの時代なくなってくる中でどういう対応を

していくかというのも今、逆に未来への大き

な課題かなというふうに全ての分野で考えて

いますので、できるだけ市民協働という施策

の中で一緒になって取り組んでいけたらなと

いうふうに思っていますので、できるだけ推

進計画をしっかりつくってもらって、それに

対する対策をどうつなげていくのかというの

を精査をしっかりとしていきたいと思ってお

りますので、ご理解よろしくお願いします。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。
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○６番（髙本勝次君）それでは、一つ目の質

問はこれで終わりたいと思います。

次の質問をお願いします。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、本

庁舎を含めた公共施設内通路に手すりの設置

をに対する答弁を求めます。

総務部長。

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕

○総務部長（中岡勝則君）本庁舎内を含めた

公共施設内通路に手すりの設置をについてお

答えします。

本庁舎は建設後67年が経過した施設であり、

施設内通路や会議室内に手すりを計画的に設

置することは構造上困難です。ただし、次期

庁舎建設に際しましては十分検討してまいり

ます。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君、再質問

ありますか。

６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）そうしたら、本庁の建

て替えがありますので、おっしゃるような答

弁で、次期建て替え時にはそういった、通路

に手すりをつけて、病院みたいにあっちもこ

っちも手すりじゃなくても、私、相談を受け

たんですが、やっぱりつえを持っておられる

方、片手に手すりがあったらすごく歩きやす

いということなので、本庁舎建て替えのとき

にはくれぐれも設計の中に入れていただきた

いと思います。

それで、ちょっとお聞きしたいんですが、

アザレアなんですが、産業文化会館や公民館

などにも、そういった廊下のところに手すり

が現状ございません。今後そういったところ

にもぜひ手すりを設置していただきたいんで

すが、そんな御託な質問ですが、今のお考え

をお聞きしたいと思います。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

橋本市サカイキャニング産業文化会館や公

民館におきまして、現段階で施設内の通路や

会議室内に手すりを設置する予定はありませ

んが、今後、内部改修や大規模改修等を考え

る場合に、設計時に検討したいと考えており

ます。

以上です。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君。

○６番（髙本勝次君）ぜひともお願いしたい

と思います。私もこれ、公民館やそういうい

ろんな公共施設のところに手すりがないとご

本人からいろいろ相談を聞いたとき、全然、

私自身も意識していなかった。あ、なるほど、

要るんだなとすごく思いました。

実際にほかの自治体でそんなんやっている

のかというたら、恐らくあんまりないかと思

うんです。これを機会にぜひとも、今すぐは

設置が難しいところでございますが、これか

らの改修時とかそういったところにぜひとも

ちょっと含めていただいて、手すりをつけて

いただいて、本当に橋本市、高齢者、障がい

者を含めてそういった人たち皆さんが本当に

橋本市って親切だな、住みよいまちづくりを

やってくれているなというようなことで喜ば

れると思いますので、そういった環境、バリ

アフリー化をどんどん進めていくことの一環

になりますので、ぜひとも、くれぐれも次の

設計時には、改修時にはそれをやっていくと

いうことでぜひともお願いしたいと思います。

くれぐれもよろしくお願いします。

以上で終わります。

○議長（森下伸吾君）６番 髙本君の一般質

問は終わりました。

この際、10時55分まで休憩いたします。

（午前10時37分 休憩）

（午前10時56分 再開）

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会
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議を開きます。

当局より発言の申出があります。

健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）先ほどの髙本

議員の、認知症の施策の中で国の交付金を活

用しているかというところのご質問でござい

ますが、訂正させていただきます。

認知症の総合支援事業に要する経費として、

例えば令和６年度では全体的な予算として53

万9,000円が充てられております。この中で国

庫支出金は11万1,000円、さらに県費支出金で

５万5,000円の経費を充てておりますので、先

ほど私が市の単独事業で行っておりますとい

うところは間違いであり、改めて訂正させて

いただき、おわびさせていただきます。

以上です。

○議長（森下伸吾君）髙本議員、了承いただ

けますか。

○６番（髙本勝次君）はい。

○議長（森下伸吾君）日程に従い、一般質問

を行います。

順番３、５番 阪本君。

〔５番（阪本久代君）登壇〕

○５番（阪本久代君）通告に従いまして、一

般質問を行います。今回は３項目です。

まず、第一点目、可燃ごみの収集を週１回

から２回に。

可燃ごみの収集はほとんどの地区で週１回

となっていますが、週２回に戻してほしいと

いう声は根強くあります。暮らしやすい橋本

市にするために、希望する地区は週２回に戻

してください。

２項目めです。学校等給食費を無償に。

学校給食費無償化を求める声とともに、保

育所もかつらぎ町のように給食費を無償にし

てほしいという声があります。物価高騰が続

く中で子育て支援策の充実は欠かせません。

１項目め。和歌山県は紀州っ子いっぱいサ

ポート事業で食材料費助成を行っていますが、

橋本市は実施をしていません。県の事業も使

って、認可保育園、認定こども園、たんぽぽ

園、つくしんぼ園の給食費を無料にすること

を求めます。

二つ目。小・中学校の学校給食費無償化に

ついて来年度も続けるかどうか、来年度の予

算編成にあたっての市長の見解を問う。

三つ目です。投票する権利の保障を。

高齢化が進む中で、投票に行きたくても行

けないという声があります。郵便等による不

在者投票の制度はありますが、対象が厳し過

ぎます。参政権を保障するのが行政の仕事で

はないでしょうか。移動投票所を含めて、期

日前投票の会場を増やして投票する権利を保

障することはできませんか。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の質問項

目１、可燃ごみの収集を週１回から２回にに

対する答弁を求めます。

総務部長。

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕

○総務部長（中岡勝則君）可燃ごみの収集を

週１回から２回にについてお答えします。

本市では、以前から市民の皆さまや区・自

治会などの協力の下、ごみの減量及び分別の

推進に積極的に取り組んでいるところです。

可燃ごみの収集については、平成17年度か

ら順に、各地域ごとで週１回収集を実施し、

令和４年度以降は中高層マンションを除く市

内全域で週１回収集を実施しています。

週２回収集に戻してほしいという声がある

ことは認識していますが、週１回の収集に移

行した中で、市民の皆さまの様々な取組みや

工夫によりごみの減量化が進んでいること、

また、収集車両の稼働台数削減による経費削

減についても継続できていることから、現在、

可燃ごみを週２回収集とすることは考えてい
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ません。

なお、減量化が困難な紙おむつの出る世帯

への戸別収集の実施、臭気対策用可燃ごみ袋

の給付、生ごみ処理機購入補助金や生ごみ堆

肥化容器等の無料配布の実施など、臭気対策

としては今後も手だてを講じてまいりますの

で、引き続きご理解、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。

５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）今のご答弁で、収集車

両の稼働台数削減による経費削減についても

継続できているということです。でも、本当

に経費が削減できているのでしょうか。令和

３年と５年のごみの収集、処理にかかってい

る費用、また、いろいろと取り組まれている

生ごみ処理機購入補助金、その他もろもろ含

めて教えてください。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）ただ今おただしあ

りました令和３年度と５年度ということでの

比較で申し上げますと、令和３年度が収集運

搬に係る経費が約8,410万円、支援策の経費と

いうのが約1,390万円で合計約9,800万円。令

和５年度が収集運搬に係る経費が8,480万円、

支援策経費が約600万円ということで約9,080

万円となっております。よって、その差は約

720万円の減という形でなっております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）支援策の面で減ってい

るということなんですけど、令和３年度と令

和５年度の決算書を見て比べてみたんです。

そうしましたら、今、ごみ収集の委託、さっ

きの金額は可燃ごみだけだったのかもしれま

せん。決算書によりますと、ごみ収集委託料

は、令和３年度は約１億4,400万円、令和５年

度は約１億7,400万円で、3,000万円増えてお

ります。また、橋本周辺広域市町村圏組合の

負担金も約７億7,000万円から７億7,600万円

に約600万円増えております。一方、生ごみ堆

肥化・減量化集団実施奨励金、これ、だから、

令和３年度までは出ていたんですけれども、

これが約660万円減っています。

先ほどのいろんな施策で1,390万円から600

万円に減ったというのはこのことなのか、ま

た、ほかのことも含まれているのか、この辺

は分からないんですけれども、本当に、先ほ

どのお話でしたらば720万円経費が削減でき

たというご答弁でしたけれども、決算書で見

る限り本当に、何というか、経費が削減でき

たというふうには言えないと思うんですけど

も、その辺はいかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）先ほどの比較が令

和３年度と令和５年度ということでのもので

したので、なかなかそこの数字というのは見

えにくい部分があるかと思います。今現在、

週１回ということで、かかる費用というのが

可燃分の台数が５台で行っておるということ

で、実際この週１回収集が始まった平成17年

というのを基準に考えたときに、こちらも委

託の可燃台数は５台となっておりますので、

変わっておりません。

何が変わったかといいますと、当時、直営

で職員が約14名が可燃の作業にあたっておっ

たということからすると、この14名の職員が

今は可燃にあたっている直営の職員がゼロと

いうことになりますので、そういった面でい

うと、この人件費、今で換算すると約8,000

万円から8,500万円ぐらいの間になるんです

が、この経費が週１回になったことによって

減額ということになっているというふうにこ

ちらでは認識しておりますので、ご理解よろ

しくお願いします。
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○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）今まで何回かこの質問

をしてきましたけれども、何というか、今ま

でとまた違う答弁が返ってきたといいますか、

確かに平成17年と令和５年を比べたらという

ことはあるかもしれませんけれども、ただ、

その頃からずっと減量化を進めてきて、確か

に分別も進め、地元のほうから週１回でもい

いですよということで週１回のところが増え

てきたということは認識をしております。

また、可燃ごみの中でも生ごみを堆肥化し

たりすることによってカラスの被害とかそう

いうのも減ってきているのではないかなと思

うので、別に分別とか減量することを否定す

るものではないんですけれども、そのことに

よって経費が削減されているとかというのは、

本当はどうなのかなというのが実際に思うと

ころです。

前にパブリックコメントを募集されていて、

そのときの答弁書を見ても、やっぱりどっち

かいうたら経費削減のことを書かれていて、

でも、実際にごみの量そのものでいえば、１

軒の家から出るごみの量って総量はあんまり

変わらないと思うんです。分別することによ

って可燃ごみが減ることはあっても全体の総

量は変わらないのではないかと思うし、むし

ろ週１回にすることによって各家庭に負担を

強いているだけではないかなという実感を持

っております。

実際に、令和３年度はまだ夏場週２回のと

ころが残っておりました。令和４年度から夏

場の週２回もなくなって、中高層のマンショ

ン以外は全部週１回になったんですけれども、

それでいいましたら、令和３年度と５年度で

いえば、そんなに大きな経費の削減の変化は

ないと。

全部のところを週２回にというよりも、や

っぱりいろんなところで、年間通して週１回

にしてほしいという声もありますけれども、

夏場だけでも週１回にしてほしいという声も

ありますし、地域によったら、もう今のまま

週１回でいいですよという。

週２回か。何かごちゃごちゃになっていま

すね。すみません。夏場だけでも週２回にし

てほしいというところもありますし、地域に

よっては、もう週１回のままでいいですとい

うところもあると思うので、その辺は一律と

いうんじゃなくて、柔軟に対応すべきではな

いかなと思うんですけど、その辺はいかがで

すか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）柔軟にということ

ですが、これまでいろんな経緯を経て今の週

１回の状態になってきたというふうに認識し

ています。その中ではもちろん、市民の皆さ

まのご協力と、あと衛生自治会の方の活動に

よって進めてきていただいたという現状がこ

の今だと思っております。

今後につきましては、今、週１回というこ

とになったことによるごみの減量というのは

一定、１回になったことで減らそうという意

識が働いてくれているというのは認識してお

るんですけども、今後どういう形がいいのか

というところについては、今は市としては週

１回を続けていくというのが実情なんですけ

ども、今後、一般廃棄物の処理の計画の見直

しとかでアンケート等も実施いたしますので、

そういったところで何かお困り事の対策とか

がもしできるようであれば、そういったこと

を利用しながら検討していきたいなというふ

うに思っております。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）今、週１回になったこ

とで減量の意識が上がってきているのではな

いかということなんですけれども、令和４年

９月議会でも質問しました。そのときのご答
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弁で、令和３年度の生活系可燃ごみの総排出

量は8,732トン、一人当たりの排出日量は393

グラムということでした。先ほども言いまし

たけど、令和３年度はまだ夏場は週２回のと

ころがあったときです。

資料がなかったので、令和５年度はどうな

っているか、教えてください。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）令和５年度の生活

系可燃ごみの総排出量は8,183トンとなって

いまして、一人当たりの排出日量が378グラム

となっています。ですので、令和３年度と比

べても減量化は一定進んでいるというふうに

見ています。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。

あと、先ほどから、紙おむつとかは戸別収

集もされているとか、あと福祉収集とかいろ

いろな取組みも行われています。ただ、紙お

むつの戸別収集も週１回なので、１週間のう

ち１回は紙おむつ、１回は可燃ごみという形

になっています。紙おむつ、臭い対策のごみ

袋ありますけれども、一般のごみ袋だったら

ば１枚ざっと50円だけれども、臭気対策して

いたら１枚60円という形で少し高くなってい

ます。

そういう形になっていることを考えたら、

個別に収集する手間とかも考えたら、そもそ

も週２回可燃ごみにすれば普通のごみ袋を使

ってでもいけるのではないかなと思うんです

けど、その辺はいかがですか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）先ほども最初の答

弁で申し上げましたように、週１回にするこ

とで臭いの対策ということで、臭気対策のご

み袋を２歳までのお子さんがいらっしゃると

ころには無料で配布したりとか、いろいろそ

ういう政策をさせてもらっています。

ですので、今はもう市として週１回という

ことを定着させていただいています中で、何

かほかで対策できるものはないかというよう

に考えた中で取り組んでいる施策、事業であ

りますので、これからも一定そういったとこ

ろは皆さんの声を聞きながら、できる範囲で

していきたいということでありますので、か

かる経費に対して週２回に戻してというご意

見もあるかもしれませんが、今のところは考

えておりませんので、ご理解よろしくお願い

します。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）あと、なかなか先ほど、

令和３年と令和５年と比べてもそんな経費の

大きな差はないんですけども、市民の方から

こういう声を頂いたんです。可燃ごみは全て

の世帯が堆肥化したり生ごみの処理機を使っ

ているわけではないと思うんです。だから、

生ごみそのものを捨てている家庭もある、そ

っちのほうが多いのではないかなと思うんで

すけれども、衛生面から考えても可燃ごみを

週２回に戻す、その代わりに、置いておいて

も臭いとかもない、別に、何というか、臭い

とかもないその他プラスチックの容器包装、

これも週１回になっているんですけれども、

週１回たまるかというたら、そうそうたまら

ないものだと思うんです。こちらの回数を減

らして可燃ごみの収集を増やすことはできな

いだろうかという声を頂きました。その辺は

いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）その他プラスチッ

ク容器の包装ということなんですけども、令

和４年４月にプラスチックに係る資源循環の

促進等に関する法律というのが施行されまし

て、容器包装以外のプラスチックについても

リサイクルを促進する時代となってきていま

す。そんな中、本市においてもその動向を注
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視しているところです。

今後、法に基づいてプラスチックの分別品

目を増やすなどの検討も必要となって求めら

れてくるということになりますので、プラご

み回収頻度を減らすということは、まだ今の

ところ時期早尚ではないかというふうに考え

ています。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）確かにプラのマークが

ついているのだけを今はプラのごみ袋に入れ

ているので、マークがついているかついてい

ないかで、分けるときにも本当に迷うことは

あります。

それが迷わずに何でもかんでもプラの袋に

入れることができるようになれば、それはそ

れですごく、分けるほうも楽にはなると思う

んですけれども、その代わりに、それを収集

した先のほうで、その先どうなるのか分かり

ませんけれども、だから、プラマークがつい

ているものはまた売ることができる、プラマ

ークがついていないものは、その先どうなる

のかちょっと私分かりませんけれども、それ

で分けていくということになったら、そこは

そこでまた分ける手間というか、人を増やし

たりとかということにもなるのではないかな

と思うんですけど、ただ、法律に従って収集

方法を変えなければならないということはあ

るかもしれませんけれども、その辺はどうで

しょうか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）国が示す方向性と

かを確認しながら、それに沿った選別である

とか、そういった取組みを進めていきたいと

思いますので、今すぐにこうしますというこ

とはちょっと言えないんですけども、ご理解

よろしくお願いします。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）何というかな、やっぱ

り、週２回にしてほしいという声は市内のあ

っちこっちで、言うたら、くすぶっていると

いいますか、いろんなところで機会があれば

声が出てくるというか、そういうところはあ

ります。

実際に、やっぱり、ごみの総量が減るとい

うのが本当にいいことかどうかといったら、

言うたら経済活動にも関わってくると思うん

です。高齢化が進めばそれだけ買う物も減っ

てくるし、そうすればごみも減ってくるしと

いうこともありますし、やっぱり、何という

かな、環境に優しい市だということをアピー

ルするのも大事かもしれませんけれども、一

方では、ごみの収集が１回ということで、市

民サービスの悪い市だなというイメージも周

りに、何というか、言っているような感じも

しますので、次の計画のときに本当にいろん

な意見を集めて、もう絶対に週２回には戻し

ませんではなくて、その辺は今後の見直しの

ときには考えていただきたいと思います。

以上で１番を終わります。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、学

校等給食費を無償にに対する答弁を求めます。

健康福祉部長。

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕

○健康福祉部長（久保雅裕君）学校等給食費

を無償にについてお答えします。

一点目の和歌山県の事業を使って保育園、

認定こども園、たんぽぽ園及びつくしんぼ園

の給食費を無償化にすることについてですが、

県では紀州っ子いっぱいサポート事業として、

第２子以降に係る保育料及び食材料費助成事

業を実施しています。市ではこのうち保育料

に係る助成を現在実施しているところですが、

食材料費の助成については、この制度が弁当

の持参に対応したものではないことから在園

児間で整合性が図れないこともあり、現在は

実施していません。
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しかしながら、紀見こども園の開園により、

現在、幼稚園に通っている１号認定の子ども

についても給食を実施するようになることも

あり、来年度から食材料費の助成も開始する

よう考えています。対象は、認定こども園及

び保育所、児童発達支援センター等、認可外

保育施設とするよう検討しており、２人以上

の子どもを育てている家庭の経済的負担の軽

減を図る考えです。

なお、給食費を完全に無償化することにつ

いては、財源を確保する必要もあることから、

現在のところ考えていません。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕

○教育部長（岡 一行君）二点目の小・中学

校の学校給食費無償化を来年度も続けるかど

うかについてお答えします。

これまでの一般質問でも答弁させていただ

いたとおり、県による補助制度が本年度に引

き続き令和７年度も実施され、財源が確保で

きるのであれば継続していきます。

市としても、国には学校給食費の無償化に

ついての制度化を、県には補助事業の継続実

施について、それぞれ要望を行っていきます。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。

５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）紀州っ子いっぱいサポ

ート事業は来年度から開始を考えているとい

うご答弁で、一歩前進だと思います。

しかし、紀州っ子いっぱいサポート事業の

対象は２人以上を育てている世帯であること、

第２子については所得制限があるなど条件が

あります。対象は何人くらいで、予算はどの

ぐらいですか。また、全員を対象としたとき

の予算はどのぐらいになりますか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）ただ今のご質

問にお答えします。

まず、一点目の紀州っ子いっぱいサポート

サービスを実施した場合の予算の質問につき

ましては、紀州っ子いっぱいサポートの食材

料費の助成に必要な予算は年間で720万円と

見込んでいます。県の２分の１の補助がある

ために、市の負担は360万円と見込んでいると

ころです。

二点目の完全に皆さんが無償化した場合と

いうことの予算につきましての質問ですが、

昨年度に実施した３か月間の給食費無償化に

伴う実績が約1,730万円であったことから、年

間では6,930万円程度必要になるというふう

に見込んでおります。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。

まなびの日に議会のほうもブースを開いて、

その中にいろいろご意見を書いていただきま

した。その中でもやっぱり、さっきのごみ週

２回にしてほしいというのもいっぱい書いて

あったんですけど、物価がかなり上がってい

る中、保育園の給食費を無償化してほしいと

か、保育園・学校の給食無償化という声が確

かにありました。

また、つくしんぼ園にこの間、大運動実行

委員会で訪問したときに、近隣でいえばほか

のところは給食費が無料になっているので、

橋本市も給食費を無償化してくださいという

要望書を毎年出しているということを伺いま

した。

全体で言えば約7,000万円ぐらいの予算が

要るかなということですけれども、やっぱり

今、物価高騰の中で子育て世帯は一番やっぱ

り経済面での援助を必要としていると思うん

です。それで、全員の無償化ということをぜ

ひ検討していただきたいと思うんですけども、

いかがでしょうか。
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○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）担当課のとこ

ろでも給食費の無償化につきましては常日頃、

検討材料にはしているところです。ただ、市

の予算の中ではやっぱり限られた予算をどう

分配していくか、それから、こども家庭庁が

できて、新たな子育て施策によって様々な支

援施策のメニューが出てきておりますので、

これに別途、市のほうでもついていく必要が

あります。

こういった施策の中には残念ながら、食材

料費の無償化につきましては現在メニューに

はないところですので、国のほうへも要望活

動をしていっているところでございます。

最終的にやっぱり財源をどこに振り分ける

かというところがネックになってきますので、

こども課としましても引き続き検討を進め、

将来的には国の制度の中でしていただくのが

ベストかなというふうに思っております。

また、県のほうとかにも紀州っ子いっぱい

サポートのさらなる充実とかその辺も要望し

つつ、新たな財源の確保に向けて取り組みた

いというふうに思っております。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）よろしくお願いします。

小・中学校の給食の無償化です。９月の議

会でも質問をして、同じご答弁だったんです

けれども、今の時点というのはまだ県のほう

からもはっきりと予算が示されていない、一

番微妙なときではあると思うんですけれども、

先ほども言いましたが、やっぱり今の物価高

騰の中で子育て世代が望んでいるのは、やっ

ぱり経済面での援助だと思うんです。

その辺で、市の施策の中で何を優先するか、

何に使うのかというところで、先ほど高齢者

の話もあったし、次の３番、私また高齢者の

話になってくるんですけれども、いろいろ振

り分けというのは難しいとは思うんですが、

やっぱり若い世帯を増やしていく、やっぱり

自治体にとって若い世帯を増やしていくとい

うこともすごく重要な課題だと思います。

その辺でやっぱり、国に要望していく、県

に要望していくというのもすごく大事なこと

ではあるんだけれども、橋本市でも今の子育

て支援の在り方でいいのかどうかというのも

問われているのではないかと思うんです。そ

の辺では、市長、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）市長。

○市長（平木哲朗君）阪本議員の質問にお答

えをします。

９月議会でもお話ししたと思うんですけど、

僕はお金をばらまくことが子育て支援ではな

いと思っています。やっぱり、いいとこへど

んどんそういう人たちが移っていくでしょう

し、やっぱり子育て支援の中身をどれだけ充

実するかということだと思います。

小・中学校、学校給食についても、これは

今、国会議員、この衆議院選のときの公約で

何か結構、学校給食無償化という話がたくさ

ん出てきていましたので、それはもう国政政

党がしっかり頑張って予算を取ってもらうと

いうのが本来の筋かなとは思います。

やっぱり、私らが心配しているのは、結局

は本当に財源をどれだけ確保できるのかとい

うところなんです。歳入なんて限られていま

すから、歳入が増えればそこへ回すお金も出

てくると思いますけども、今、今年はふるさ

と納税が苦戦しています。柿の不作によって

大きく減る可能性もある中で、やっぱりそう

いう、歳入がどの程度あるか、どういうこと

で歳出に振り分けていけるか、今大きな問題

になっている103万円の壁というのは逆に地

方税収に大きな影響を与える可能性もあって、

ただ、そこは維持されたとしても交付税の関

係の予算が減額されてしまうと何やってるの

か分からんという、結局は地方へ入ってくる
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お金が減ってくるというところをやっぱりよ

く見て判断していかないといけないのかなと。

完全無償化の一番危ういのは、今、物価高

騰で結局は給食の内容を落とさなあかんとい

う状況が出てくるかもしれません。昨日、紀

の川市の娘が来とって言うんですけど、もう

パン給食は紀の川市はやめになります。全て

米になる。そういう現状がやはり小麦の高騰

によって、限られた給食費の中でパンを出す

ことはできないというふうな問題も実際に出

てきていく中で、逆に県の補助がこれだけや

と決まったときに、給食費の増えた分につい

てはまた市の単費で持たなあかんという。給

食を落とすつもりはないので、その半分以上

を市が持つようなケースもこれから十分考え

られます。

物価高騰というのは本当に市にも影響を与

えていますけど、そういう辺のことをよく見

ていかないと、逆に、十分な財源ができなく

て給食の質が落ちるようなことのないように

も私たちは考えていく。食育という意味でも

そういうことが必要かなというふうに思って

います。

小・中学校の給食については、県は恐らく

今回予算をつけてくると思います。それには

必ず予算を確保して予算をつけていきますけ

ど、やっぱり内容をどう子どもたちのために

守ってあげるかという課題は常にできると思

います。

私は思うんですけど、文部科学省に何ぼ、

文部科学省の予算で５兆5,000億円やったと

思うんですけど、そのうち学校給食費は5,000

億円がなくなってしまうと、逆にほかの学校

の施設整備とかができないようになるので、

本当はこども家庭庁７兆5,000億円あるので、

逆に給食費というのはこども家庭庁から出し

てもらうというのが本来一番いいのかなとい

うふうにも思います。

来年の予算につきましては県についていき

ますので、それは心配していただかなくても

結構です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）今の知事は多分、在任

中は学校給食費の無償化をしたいというふう

に考えておられると思います。ただ、そこに、

県のほうも財政があるから、ずっと続けられ

るかどうかというのはまた別問題にはなって

きますけれども、とにかく来年度は恐らく無

償化できるであろうというご答弁であったと

思いますので、よろしくお願いします。

終わります。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、投

票する権利の保障をに対する答弁を求めます。

選挙管理委員会事務局長。

〔選挙管理委員会事務局長（辻本昌

亮君）登壇〕

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）投

票する権利の保障をについてお答えします。

郵便等による不在者投票制度は、公職選挙

法施行令第59条の２に対象となる選挙人が規

定されています。

郵便投票の対象が厳しくなっているのは、

戦後、自宅で本人の代わりに記載する不正投

票が横行したため自宅投票制度が廃止され、

それを受けて現在の郵便投票制度の基礎がで

きており、これが重度の障がいのある選挙人

に限定された一因となっています。

次に、期日前投票所の会場を増やすことに

ついては、現在設置している会場が市民会館

ギャラリーであり橋本市のほぼ中央部の立地

であること及び選挙人の減少が続く現状では

考えておりません。

本年10月の衆議院議員総選挙では、選挙人

の減少により廃止となった須河と谷奥深の両

地区で、選挙人の投票の機会の確保と利便性

の向上を目的に、旧の投票所施設等を巡回す
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る方法で移動期日前投票所を開設しました。

今後も地域の意見を聞きながら、より効率

的で投票しやすい投票所施設の在り方を検討

してまいります。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君、再質問

ありますか。

５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）本年10月の衆議院選挙

では須河と谷奥深の両地区で移動期日前投票

所を開設したというご答弁でした。どういう

形で開設されたのでしょうか。

○議長（森下伸吾君）選挙管理委員会事務局

長。

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。

須河と谷奥深の両地区を、今回の選挙では

10月19日の土曜日に１日のうちで巡回してお

ります。答弁でも申し上げましたとおり、旧

の投票所施設等ということで、須河につきま

しては元第28投票所であった須河集会所、そ

れと、谷奥深につきましては旧の第29投票所

である谷奥深集会所及び約300メートル標高

を上がったところにあります行者集会所とい

う施設、計３箇所を各１時間ごとの開設で巡

回し、投票していただいております。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。

３年前の衆議院選挙と今回は投票率はちょ

っと違うんですけれども、３年前の衆議院選

挙のときは、須河集会所の投票所では21人中

18人、谷奥深のほうは21人中17人が投票され

ました。これ最終のだから、期日前も全部含

めてになると思います。

今回はこの２箇所の投票所が廃止になって、

恋野地区公民館に変わりました。先ほどの移

動投票所の取組みもすごく大事だと思うんで

すけど、各１時間ということで、周知はして

あるから、そのとき来られる人は来られてい

るとは思うんですけれども、本当にそれで投

票の機会を保障できたのかどうかというとこ

ろで、今回の取組みでそれぞれの投票率とい

うのはどうなったのか、教えてください。

○議長（森下伸吾君）選挙管理委員会事務局

長。

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。

今回の衆議院議員総選挙で移動期日前投票

所を開設したことに伴う影響なんですけれど

も、投票日当日の投票と、それと従来からの

市民会館による期日前投票と、それと、当日

と期日前と移動期日前、それと不在者投票、

施設等に入所・入院されている方の投票とい

うことから全体の投票者がなっております。

その中で、移動期日前投票の実施がどんな

具合であったかと申しますと、須河の分につ

きましては、利用された投票者が当日有権者

全体15人のうち７人、それと、谷奥深につき

ましては当日有権者17人のうち９人の利用が

ありました。

それで、当日投票所につきましては、須河

につきましては統廃合の結果、恋野地区公民

館での投票に変わっておりますが、恋野地区

公民館に投票日当日出向いて投票された方は

３名、それと、谷奥深の選挙人が投票日当日、

恋野地区公民館に投票へ行かれたかといいま

すと、その利用はゼロでした。

それと、投票率のお話がありましたが、須

河地区の選挙人に限りますと、今回は15名中

13人の投票があったため86.67％、また、谷奥

深の選挙人に限りますと、当日有権者数が17

人で、投票者につきましては当日ゼロ、市民

会館の期日前につきましては４人、移動期日

前が９人、それと施設等での不在者投票の利

用が１人ございましたので計14人、なので、

投票率にしますと82.35％となっており、投票

所の統廃合による大きな影響、著しい変化と
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いうものは認められていないところでござい

ます。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）ありがとうございます。

投票所をなくす、話合いの中でこういう形

にするということになったというふうにはお

聞きしているんですけども、今後もこういう

形で期日前投票を行っていくということでし

ょうか。これは須河と谷奥深に関してですけ

れども。

○議長（森下伸吾君）選挙管理委員会事務局

長。

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）ご

質問にお答えします。

今回、移動期日前投票所を設置することが

できましたのは、もう約１年前にこの移動期

日前投票所の設置と、それと投票所の統廃合

ということが確定しておりませんでした。そ

こで、地元との協議の中で、では、次の選挙

から移動期日前をやってみようかということ

で同意を頂いたところでありました。

それで、今後につきましてはまだ当該地域

と話合いの場は持っておりませんが、統廃合

という大きな出来事を経て実施しております

ので、その関係でいいますと、引き続き実施

していきたいなというふうに事務局では考え

ております。

しかし、巡回の仕方や時間のボリュームの

是非等、実施方法についてはいろいろ意見が

あるかもわかりませんので、その辺は地元の

意見も聞きながら、今後につなげていきたい

と考えております。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）今回この質問をしたの

は、高齢化が進む中で、今までは投票に行っ

ていたんだけれども、もう足が動かなくなっ

たからもう今回は行かれへんよとか、もう家

の外を歩くことはできへんからもうよう行か

んよとかという声をよく聞いたことがきっか

けなんです。

それと、事故の後遺症で行けなくなって、

選挙管理委員会に問合せをしたら、こういう

言い方をしたかどうかは別なんですけど、問

合せをしたら、今回は諦めてくださいという

ようなことを言われたというふうなことも聞

いたんです。これでは投票する権利が保障さ

れていないと思うんです。

なかなか移動投票所を一人ひとりのところ

まで持っていくということは難しいとは思う

んですけれども、投票に行きたいけど自分で

は行けないという人を投票所まで連れていく、

そういう仕組みというものができないもので

しょうか。

○議長（森下伸吾君）選挙管理委員会事務局

長。

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）た

だ今のご質問にお答えします。

期日前投票に行きたくても行くことができ

ない人を送迎するために何らかの手段をとい

うことですけれども、私どものほうとしまし

ては、心配しておるのは、例えば、事前申込

みをしていた場合、そのニーズ全てに応えて

いくことができるのかどうか。

それと、仮に申込みのあった方の自宅前に

まで乗り入れたとするような場合に、そこに

多数の方が投票を希望されると、そういうよ

うな形になりますと、システム的に、現在、

二重投票の防止措置というのは、移動期日前

の場合はアナログ的な方法で投票済みかどう

かの確認をしておるところですので、まずそ

こがすごくネックになってきます。

それと、申込者が多数というふうになりま

すと、当然、バスで行く場合、バスが乗り入

れられるのかどうかとか、駐車できる場所が、

公道であってはいけませんので、そういうも
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のの確保であるとか、様々な問題が考えられ

ますので、今のところ、それの実現というの

はなかなか難しいものではないかと考えてお

ります。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）どういう形が一番いい

のかということはあるんですけれども、やっ

ぱり投票する意思のある方、その投票する権

利を保障するということはすごく大事なこと

だと思うので、何らかの方法を検討していた

だけたらなというふうに思います。

それともう一つ、期日前投票所の会場を増

やすことについてということで、前々から高

野口地区にも期日前投票所が欲しいという声

はあったと思うんです。そのときは何か、結

構、システムのことを理由にできませんとい

うことをご答弁されていたと思うんですが、

今回でいえば、市民会館のギャラリーがほぼ

中央の立地であるということでご答弁いただ

いたので、反対に言えば、もうシステム的な

ことは要するに解決したということでよろし

いでしょうか。

○議長（森下伸吾君）選挙管理委員会事務局

長。

○選挙管理委員会事務局長（辻本昌亮君）た

だ今のご質問にお答えします。

仮の話なんですけれども、高野口にという

増設の話をされますと、まず想定されるのが

高野口地区公民館だと思います。高野口地区

公民館の中にそのような期日前投票所を設置

するとなりますと、工事費についてはそんな

莫大なものにはならないというふうに聞いて

おります。これは過去の答弁と少し違います。

ただ、市民会館のギャラリーに引き続きそ

こに設置するというのは、先ほどの答弁でも

申し上げましたとおり、市内全体の立地の状

況からしたらどうかということ以外に、ギャ

ラリーに続く第２の期日前投票所を設置する

ということになりますと、それこそ、いかな

る選挙があっても一定の期間、安定して会場

を確保していくということがついて回ります

が、恐らく今回の衆議院選挙であれば確保と

いうのは無理であったであろうし、その辺り

の問題がついて回るというふうに思います。

それと、期日前投票所につきましては、市

民会館もそうですけれども、多数の選挙人の

利用があります。それで期間中、様々な問題

や問合せが発生して、私どもも会場に走って

飛んでいくというシーンが多々ございます。

そういう中で、選管職員が常駐していないよ

うなところで、そういうまとまった期間、期

日前投票所を設置していくというのは運営の

面からして、これも困難なものと考えざるを

得ないと思っております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君。

○５番（阪本久代君）橋本市も高野口町と橋

本市が合併したわけですけれども、ほかの合

併した自治体でいえば、やっぱり合併前の自

治体ごとに期日前投票所を設けているところ

ってかなりあると思うんです。そういうとこ

ろはできているけれども、橋本市では難しい

ということになります。

その辺でいえば、理由はいろいろあるとい

うことではありますけれども、やっぱり地域

住民の方の声というのはすごく大事にするべ

きではないかなと思います。とにかくできま

せんという、増やすことはできませんという

ご答弁ではあるんですけれども、さっきと同

じですけれども、投票する権利を保障すると

いうことはやっぱり大事だと思いますので、

今後とも検討のほどよろしくお願いします。

終わります。

○議長（森下伸吾君）５番 阪本君の一般質

問は終わりました。



－34－

この際、午後１時まで休憩をいたします。

（午前11時50分 休憩）

（午後１時00分 再開）

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。

日程に従い、一般質問を行います。

順番４、３番 岡本君。

〔３番（岡本喜好君）登壇〕

○３番（岡本喜好君）皆さん、こんにちは。

よろしくお願いいたします。

では、通告に従い質問させていただきます。

１項目め、橋本市の教育について。

①９月の教育委員会定例会において全国学

力・学習状況調査の報告がなされ、特に中学

校の学力について委員から懸念が示されまし

た。小・中学校の全国学力・学習状況調査の

結果と分析及び目標の修正、今後の指導の重

点・対策について伺います。

９月議会において、学級数が児童生徒の学

力向上に及ぼす影響があると答弁をされまし

たが、結果として、１学年１学級しかないク

ラスが多い小学校の学力はほぼ全国平均、一

方、１学年３学級を維持している中学校は全

国平均を下回る結果となったことについて、

答弁と整合しない結果になっていると考えま

すが、見解を伺います。

二つ目。定例会の中で、授業における緊張

感のなさ、生徒のモチベーションの低さが指

摘されています。教師、生徒のモチベーショ

ンを上げるための施策について伺います。

三つ目。教育委員会事務の点検と評価にお

ける重点的な取組みのうち、「児童生徒の学力

向上を図るとともに、能動的な学びを推進し

ます」とあります。能動的な学びのためには

基礎学力が必要です。現在、学力調査結果、

つまり、基礎学力を測る調査は指標になって

おりません。具体的・計数的指標である全国

学力調査の結果を指標管理目標に入れるべき

と考えますが、見解を伺います。

二つ目。ＧＩＧＡスクール構想によりタブ

レットを導入していますが、その成果をどの

ように評価していますか。期待された主体

的・対話的で深い学びを実現するアクティブ

ラーニングにより読解力は向上しましたでし

ょうか。児童生徒の学力向上及び教師の負担

軽減の増減の観点から伺います。

２項目め、新型コロナワクチン定期接種に

おける情報提供について。

本年10月１日から来年３月31日まで行われ

ている新型コロナワクチン接種について、橋

本市では接種可能な医療機関の情報提供を行

っていますが、医療機関の所在地と連絡先の

みであり、５種類あるワクチンの種類の情報

提供がなされていません。

新型コロナワクチンは従来のワクチンとは

異なる製法で作られたメッセンジャーＲＮＡ

型ワクチンであり、今回からはそのメッセン

ジャーＲＮＡワクチンの中でも、レプリコン

ワクチンという新しいワクチンが採用された

り、また、組換えタンパクワクチン型のワク

チンも新しく承認を受けています。

厚生労働省の定期接種リーフレットには、

頻度は不明で重大な副反応として、メッセン

ジャーＲＮＡワクチンでは、ショック、アナ

フィラキシー、心筋炎、心膜炎、組替えタン

パクワクチンについては、ショック、アナフ

ィラキシーが見られることが明記をされてい

ます。

国では予防接種健康被害救済制度が設けら

れていますが、2024年７月29日発表分、これ

は2024年４月21日報告分でございますが、副

反応報告者３万7,091人、うち重篤者9,014名、

コロナワクチン接種後死亡者2,204人が報告

され、橋本市においても１名死亡を含む５名

の方が認定をされています。
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また、国の令和５年度、被害者救済予算が

当初予算で３億6,000万円から補正予算で394

億円に増額をされ、当初予算の110倍に予算が

膨れ上がっています。

以上のように、安全性が十分担保されてい

ないと考えるワクチン接種に対しては慎重で

あるべきであり、また、製薬会社だけでなく

製造方法も違うワクチンを接種することにな

る新型コロナワクチン接種について、住民の

福祉を増進すべき地方自治体として、そのリ

スクや差異を市民に対し十分周知するととも

に、各医療機関で接種できるワクチンの種類

を調査し、積極的に情報提供することが市民

の安全・安心な生活につながると考えますが、

見解を伺います。

３項目め、レンタサイクル事業について。

橋本駅前でレンタサイクル事業が本年４月

から開始されました。自転車購入時の議案審

議においては目標値もなく、今年度の予算に

おいては歳入予測も1,000円。600万円の市民

の税金を投入するにはあまりにもずさんな計

画ではなかったでしょうか。

サービス開始から８か月がたちましたが、

平均利用台数は月10台、月のレンタルキャパ

シティー260台の26分の１です。これまでの実

績と成果・評価、課題認識について伺います。

１番、アクセスの利便性向上について。

現在のレンタル場所は橋本駅前観光案内所

のみですが、車で来られた場合、駅前の有料

駐車場に駐車せざるを得ず、全日レンタルし

た場合、自転車レンタル料3,500円、市営駐車

場７時間分2,730円、計6,230円がかかります。

自家用車でアクセスする方の利便性を向上

するため、駅前にレンタサイクル専用無料駐

車場の整備またはレンタサイクル利用時の市

営駐車場無料割引券制度等の導入、二つ目、

市役所・中央公民館、図書館等無料駐車場が

あり休日も開庁している公共施設でレンタル

の窓口を設置する、このことを検討すべきで

はと考えますが、見解を伺います。

二つ目、利用時間の利便性向上について。

全日利用される方は、できれば朝早くから利

用したい方がおられると聞きました。九度山

町のシェアレンタルサイクルＣＯＧＩＣＯＧ

Ｉでは、12時間、24時間、48時間での料金設

定となっており、前日から借りられることで

利用者の利便性が高くなっていると考えます。

料金プランを工夫することで利用回数が増え

る余地があると考えますが、見解を伺います。

三つ目、アクセスや利用時間の利便性を向

上させた上で、さらに利用が低迷する場合は、

利用促進のため、利用料金を現状の３分の１

程度、全日で1,000円、半日800円程度まで引

き下げることを提案いたします。仮に料金を

下げたことで利用者が３倍になった場合、実

質収入は変わらず効果は３倍になるものであ

り、検討の価値はあると考えますが、いかが

でしょうか。

また、年間パス制度の創設等により利用率

を上げることも可能と考えますが、いかがで

しょうか。

以上三点、答弁よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君の質問項

目１、橋本市の教育に対する答弁を求めます。

教育長。

〔教育長（今田 実君）登壇〕

○教育長（今田 実君）橋本市の教育につい

て、一点目の全国学力・学習状況調査関連に

おいてお答えします。

一つ目の小・中学校の全国学力・学習状況

調査の結果と分析及び目標の修正、今後の指

導の重点・対策についてですが、令和６年度

全国学力・学習状況調査の結果から、市内公

立中学校の国語及び数学において、記述式の

問題形式において課題があることが明らかと

なりました。
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学力・学習状況調査の目的は、義務教育の

機会均等とその水準維持向上の観点から、児

童生徒の学力・学習状況を把握・分析し、教

育施策の成果と課題を検証し、その改善を図

ることです。

教育委員会としては、今回の調査結果を真

摯に受け止め、今後の授業改善とその指導に

生かすために各校長からのヒアリングを実施

し、各校の授業において、要約、説明、論述、

話合い等の言語活動を充実させ、表現する力

を身につけさせる対話的な学びを重点化して

いるところです。

また、当該学力・学習状況調査における１

学級の小学校の結果が全国平均であるのに対

して、複数学級ある中学校で全国平均を下回

る結果になったことについては、様々な要因

があり、学級数の違いによる結果と捉えるこ

とはできないと考えております。

二つ目の教師、児童のモチベーションを上

げるための施策についてですが、全国学力・

学習状況調査の結果概要において、主体的に

学習に取り組む生徒ほど各教科の正答率が高

いことが明らかとなっております。

教育委員会ではこの調査結果を基に、教職

員が課題意識と危機感を持ち、生徒の興味・

関心を高められるよう、引き続き授業改善を

指導していきます。併せて、学びを通して自

分の将来像を描ける生徒の育成にも取り組ん

でいきたいと考えています。

三つ目の指標管理目標に基礎学力を測るた

めの児童生徒の全国学力・学習状況調査の結

果を入れるべきについてですが、当該調査結

果を指標管理目標にはしていませんが、教育

施策の成果と課題を検証し、その改善を行っ

ています。

具体的な項目として、互いを認め合える学

習集団の育成、学習者の能動的な学びを実現

するための授業の質の向上、家庭学習に係る

学習課題の充実と学習習慣の定着に向けた指

導の充実等が挙げられます。

また、この調査では、学習指導要領で育成

をめざす知識及び技能や思考力、判断力、表

現力等を問う問題が出題されており、主体

的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

の手だてとしています。

議員おただしのとおり、基礎学力は重要な

要素であると考えております。今後も学校と

家庭が協力し、基礎学力の定着を図れるよう、

教育委員会も支援してまいります。

次に、二点目のＧＩＧＡスクールによるタ

ブレット導入の成果への評価とアクティブラ

ーニングによる児童生徒の学力向上等につい

てですが、ＧＩＧＡスクール構想における端

末導入の目的として、本市では、ＩＣＴを効

果的に活用した学習の実現、校務の効率化を

掲げています。

導入当初は、学習効果のみを追求するので

はなく、失敗を恐れずトライ・アンド・エラ

ーを繰り返しながら活用場面を増やすことに

主眼を置いてきました。現在はより効果的な

活用について知見を蓄え、教育ＤＸ推進アド

バイザーと共に授業づくりを進めているとこ

ろです。また、１人１台端末以外にも指導者

用デジタル教科書、電子黒板を導入し、授業

においてその活用を広げているところです。

教員に行ったアンケート結果や指導主事が

授業を参観したことから児童生徒に見られた

変化の一例として、児童生徒が学習に興味を

持ち、積極的に授業に参加し、発表の機会が

増えていることが挙げられています。ＧＩＧ

Ａスクール構想により学習環境を整えたこと

で児童生徒がより主体的に活動できるよう、

今後も支援してまいります。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。

３番 岡本君。
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○３番（岡本喜好君）まず、一点目の学力状

況調査結果に関して伺います。

まず、教育というのは、私は子どもが社会

に出たときに、しっかり自分の力で世の中を

渡っていけるように、そのための準備期間、

そのための自信を持たせる知識とか技術とか、

そういうものを持たせるための準備期間であ

って、これは子どもに対しての最大の福祉だ

と思っているんです。ここが充実して初めて

すばらしい人材が育って、社会に出ていく。

そのために基礎学力が必要であって、別に、

だから学力至上主義ではないとは思うんです。

だから、それだけを望んでいるものではな

いんですけども、少なくともこの10年間、中

学生の学力状況調査の点数が全国に比して低

く出続けているということ、そして、各委員

会で、毎年全てではないかもしれないですけ

ども、度々低いということが課題になってい

るんです。なぜこれを改善しないのかという

ことが最大の私の疑問なんです。

特に中学校って３年間しか通わないわけで

す。これが過去10年間の評価を見ると、10年

前も全国に比して、平成28年度かな、点数が

低いことが課題だと言っていて、去年の令和

５年も同じことを書いているんです。生徒は

全部入れ替わっているんですよ。何でやねん

という話です。

ここに対して本気で教育委員会として取り

組む必要あるんちゃいますかということを私

はまず言いたいです。これ何か構造的な問題

が隠れていませんか。そこの点について見解

をお願いします。

○議長（森下伸吾君）教育長。

○教育長（今田 実君）中学校の結果がずっ

と低い状況が続いている、その中には構造的

な問題が隠れていないかということなんです

が、子どもたちは、毎年毎年その調査を受け

る子どもたちは変わっていきます。その中で

どういった結果が出て、それに対してどうい

った課題があるのかということについては毎

年検証しているところです。

その中で、小学生については以前よりもよ

くなっているところがあったり改善してきて

いる傾向はあるんです。けれども、小学生の

中でも課題と私たちが捉えているところは何

かというと、記述式。

これは国語だけではなくて、最近の問題に

ついては、やっぱりしっかりその状況を読み

取った上で、例えば算数の問題であったら、

その状況を読み取った上で必要なデータを取

り出して、そして計算などをすることができ

るというところまで求められます。

ですから、いわゆる読解力、そして、それ

をどう答えていくかというような説明する記

述をする、そういったところが求められてい

ます。ここのところは、やはり一定の成果は

ありつつも課題があるなと、そんなふうに捉

えております。

こういった問い方は、中学校においても以

前にも増してレベルが高いところを問われる

ような問題が出てきていると思っております。

これはやっぱり中学校だけではなくて、小学

校のうちから、今も取り組んでいる、こうい

ったことに対してきちっと状況を捉えて、自

分の考えを持って答えていくというような子

どもを育成していく取組みというのがやはり

求められる。ここのところが、構造的にとい

うふうに言われるのであれば、ここのことに

対しての取組みが弱いと、そんなふうに言わ

ざるを得ないのかなと私自身は思っておると

ころです。

それに対して今どういったことをやってい

るのかということについては、それぞれの学

校がどういった分析をして、自分とこの学校

についてはどういった取組みがいいのかとい

うことを、１校１校ヒアリングする中で取組
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みを充実してもらう、していっていただける

ように行うとともに、私たちはそれの支援を

していく、それが今、私自身は思っていると

ころです。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）現状の認識なんですけ

ども、要は、小学校のときは全国平均で、そ

の中で記述式のところの問題については、課

題はあるんだけども、ただ、点数としては顕

在化していないから平均は取れていますよと。

ただ、中学校になると問題が難しくなって、

それが如実に点数として表れてくるので、中

学校が点数低くなってくるんだということな

んですけども、日本全国、生徒の質というの

は同じだと仮定した場合に、そして、賢い子

はみんな進学校に行く、それも同じですよね。

とした場合に、その結果が毎年毎年低くな

って出てくるということは、一般論的にとい

うか普通に客観的に考えると、橋本市の教育

の質というのは全国に比して低くなっている、

この可能性があるんじゃないかと思うんです

けども、その件に関してはいかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）教育長。

○教育長（今田 実君）橋本市の主に中学校

を指摘されていると思うんですが、質が低い

のではないかというおただしですが、私自身

はそうは捉えておりません。各学校において

自分の学校の状況をきちっと分析して、その

中で児童生徒理解と学習指導、学習状況の改

善に生かしていっていると思っております。

一つはいわゆる学習面でのこと、それと学

習する取り巻きの環境のこと、その二点のと

ころがやっぱり、しっかり分析して取組みを

進めております。その質的なことは私自身は

低いとは捉えていません。ただ、結果は低い

状況にはあるんですけれども、質が低いとは

捉えてないというふうに思っていただきたい

と思います。

そして、調査の結果から、もしも低い状況

があったとしたら学校はそれを、学力・学習

状況調査ですから、その結果を捉えて、課題

があった部分について放っておくのではなく

て、先生方はそれに対して、子どもに対して

その力をつけていくような日々の取組みに生

かしていったり、個別に取り出して、その生

徒に対して指導を行ったりしながら、その学

校の子どもたち全員の力を高めようとしてい

ってくれていると思っております。これは真

摯な取組みであるかなと、そんなふうに思っ

ております。

学習状況についても、先ほど学習を取り巻

く環境の面の話をしましたけれども、学校生

活とか学びに向かう意欲、そういったことに

ついても把握して改善するように生かしてい

っているところです。

平均正答率で判断するということは、大き

な傾向を見ていく上ではすごく大切なことだ

し、橋本市の教育がどうなっているかという

ことを語る上では使っていかなければならな

い数値であると、そんなふうには捉えている

んですけれども、児童一人ひとりの学習定着

度、質問紙調査から見える学習状況に向き合

いながら、学年または学級での取組みと、先

ほども申しましたような少人数や個別の取組

みを併せて、義務教育の水準維持向上と学習

指導の充実や学習状況の改善に努めているこ

とから、私は決して低いとは、そんなふうに

は思っておりません。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）そうですよね。これを

フォローするには少人数とか個別の教育のほ

うがいいと言うてるんですよね。今言われた

んですけども。だから、少人数教育のほうが

きめ細やかな指導ができるからええやないで

すかということを最終的に僕は言いたいんで

すけど。
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そもそも、適正規模・適正配置、前回どう

いう説明をされたか、説明に回られたかとい

うと、学級数が増えれば主体的で深い学びに

より学力向上につながるという趣旨で学校を

統廃合しますという話だったわけです。でも、

今、答弁のとおり、学力を上げるには個別的

で少人数で取り組まないと上がらへんと言う

てはるんですよね、今。

これ僕、答弁を前に頂いたときに、よう分

からへんなと思って。だから、学校は大きく

したほうがいいのか小さいクラスで教えたほ

うがいいのか、どっちやねんという話になっ

てくるんです。

別に学力至上主義じゃないのでいいんです

けども、もし基礎学力を上げて、結果として

深い学びをするためには基礎学力が必要、基

礎学力が上がったら自動的に調査結果は上が

るはずなんですよね。でも、今まで低く出続

けている。だから、上げるためにはというと、

少人数をやらなくちゃいけない。

ということは、少人数の学校を維持してい

って個別具体的な個別最適な教育をやったほ

うがいいんじゃないかという話に基づくと、

学校再編の議論は振出しに戻っちゃうんです

けども、学級数の数が生徒の学力向上に決定

的な要因を及ぼすのか及ぼさないのか、これ

もう一度確認したいんですけども、見解をお

願いします。

○議長（森下伸吾君）教育長。

○教育長（今田 実君）決定的な要因を及ぼ

すのかという答弁の前に、その前段の部分の

ところをちょっと話をさせていただきたいと

思います。

私自身は先ほど個別の対応もしていかなけ

ればならないという話はしました。けれども、

個別の対応をすることによってその一人ひと

りの学習状況を上げてあげる、力をつけてあ

げる取組みとしては必要なんですよね。けれ

ども、全体的なものとして、例えば１学級よ

りも２学級、一定の、少ない人数よりも規模

があったほうが学びはいろんな選択ができて

いって、対話できる環境とかそんなのをつく

ることができます。それが少なければ、いろ

んな面で制約があるということを言いたいん

です。

でも、その中での学びにおいてでも子ども

に力をつけていくことはしていく必要がある

し、それで力をつけていくことができると思

っていますが、個別にも絶対対応していかな

あかんのですよね。そういった意味で先ほど

は言わせてもらったというふうに捉えていた

だきたいと、そんなふうに思っております。

ですから、今、適正規模・適正配置の中で

２学級の話とか一定規模の人数であるだとか

という話をしていますが、それは制約をあま

り受けないような環境をつくった中で、対話

的な授業ができるような環境をつくるという

ことが大前提にありつつ、一方で、丁寧な対

応ができるような体制もつくっていくという

ことを抱き合わせていくことが自分は大事だ

と、そんなふうに思っていると捉えていただ

きたいと思っております。

その中でいいますと、決定的な要因になる

かというと、やっぱりいろんな、個別の対応

もしながらやっていかないことには、やっぱ

り子どもたちの力をつけていくことにならな

いと思いますので、私は両面が必要だと、そ

んなふうに考えております。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）分かったような分から

んようなんですけど、僕からすると、学力が

少ない、統合したほうが学力が上がるんだっ

たら、統合すべきは小学校じゃなくて中学校

を統合して学力を上げてもらったほうが、子

どもたちの将来のためにつながるんじゃない

かなという話に私は思っています。これは別
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に中学校を統合してくださいという話をして

いるわけじゃないので、いいです。

では、次へ行きます。二つ目の教師、生徒

のモチベーションを上げる施策について伺い

ます。

授業改善するという答弁なんですけども、

教員の能力を上げて、生徒の教育意欲を振起、

やる気を出させて学びたい気持ちを上げると

いうことだと思います。

私は３人の小学生の親で、授業参観に行か

せていただきました。現場の先生、本当に一

生懸命やってくれているなという、もうそこ

は私も、教育委員会もやっているというのは

よく存じ上げております。

どんな授業をしていたかというと、小学校

４年生の社会の授業で、伏せ越しといって、

小田井堰でもあるような逆サイフォン式の、

要は水が低いところから高いところに流れる

仕組みを使って、那須塩原のほうの干拓事業

をやりましたみたいな社会の授業なんです。

でも、みんな、そんなん分かってないです

よね、原理、子ども。そうしたら、先生が何

をし出すかというと、社会の授業やのにスト

ローをいっぱい持ち出して、この伏せ越しを

作るんだと言って作り始めたんです、生徒と

一緒になって。いや、これ面白かったですよ。

ほんなら、大失敗ですわ。ストローから水

が漏れて教室中びしょびしょ。でも、生徒い

きいきしてましたよ。うちの子が帰ってきて、

僕たまたまフリー参観で見に行かせてもらっ

たんですけど、うちの子は帰ってきたら、あ

れもう一回ほんまにできるかやりたいと、家

に帰ってまた作っているんです。そんなこと

を先生やってはるんですよね。いい授業して

はるなと思って感心しました。

それは、各現場の先生は一生懸命、自分の

やり方で、教育意欲の振起をして、生徒に自

分の勉強をやってもらうのはいいんですけど

も、今回私が言いたいのは、ちょっと今回は

中学生、特に結果として点数が低く出てしま

った中学生に対して、行政から何か支援をし

てあげられないかということなんです。現場

の先生はもう頑張っている。

例えば、特に何が問題になっているかとい

うと、家庭教育の充実で結果が得られていな

いというようなお話が報告にもあったんです

けども、例えば塾の費用を助成してあげる、

中学生の人に対して。そうすると、学校でも

勉強する、そして、塾にも通ってもう一度反

復練習をする。そういうことで学力が向上し

たり、その生徒の、あ、俺、やったらできる

やんみたいな自信が向上すると。

そういったことができないかとか、あとは、

学力・学習状況調査の結果がいい学校に少し

報奨金というか、よく頑張ったねというよう

なことで、文化祭で好きなように使いやみた

いな感じでちょっと予算をつけてあげるとか、

そういうことで、あ、ほんなら、うちの学校、

頑張ろうぜみたいな、生徒会で取り組んで頑

張ろうみたいな気分になるとか、何か我々サ

イドから、行政サイドから何か生徒たちがや

る気になるような、そんな政策が考えられな

いかなと思いますけれども、授業改善指導以

外に何か考えませんか。

○議長（森下伸吾君）教育長。

○教育長（今田 実君）モチベーションを上

げるというのは学びにおいて最も大事なこと

だと私は思います。ただ、今ご提案いただい

たことについては、私自身、今やろうとは、

それは思っておりません。けれども、同じよ

うな思いではいます。

例えば、学校の学びの中で、子どもたちが

地域の人らに話を聞いていたら、地域にこん

な課題があるみたいやと。ほな、それ、どう

にか学びの中で解決していって、みんなでそ

れを手伝うようなことはできないかなと、そ
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んなことを子どもたちが発想したときには、

こんなことには私すごく応援してあげたいと

思うんです。それの意見を聞いた上で、そし

て、私たちとしてできること、それは精いっ

ぱい応援していってあげたいなと、そんなふ

うに思います。

ですから、今、総合的な学習の時間を中心

にして、そういったカリキュラムを学校で考

えつつ、子どもたちがいろんな課題を解決す

る、そして、それを地域の人たちから認めて

もらう、褒めてもらうというような経験を積

ませるような、そんな取組みを今行っている

ところです。

橋本市未来プロジェクトという名前をつけ

ているんですけれども、提案してくれる学校

については、市長、そして私が出向いて話を

聞き、子どもたちが考えたことですから稚拙

な面はあります。けれども、それを真剣に大

人が聞いて、どう答えてあげるか、そんな場

面をつくっていってあげたいなと、そんなふ

うに思います。

それと、先生方の研究に対してもしっかり

そこはサポートしていきたいと思っておりま

す。研究委託事業というのがあります。各校

がこういったことに対して研究したいという

ことに対して、満額の予算をつけることはで

きませんが、市から頂いている予算の枠の中

で、必要に応じた形で査定は入れますが、研

究の費用をつけて、それが実践できるように

していきたいと思っております。

そういった前向きな取組みもしていく中で、

子どもたちのモチベーション、先生方のモチ

ベーションが上がることにつながっていった

らいいなと、そんなふうに考えているところ

です。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

最終的には、生徒が自信を持って社会に出て

いくだけの技能・知識をつけていくという、

その結果、結果として学力・学習状況調査の

評価が上がっていくはずだという、そういう

仮説に基づいてやっていますので、そこを指

標にして、指標にせえへんと言うてるので、

参考にしながら、今後の橋本市の教育を担っ

ていっていただきたいと思います。

ちょっと時間があれなので、１問、再質問

は飛ばします。

タブレットの端末利用の成果のほうに行か

せていただきます。

ＧＩＧＡスクール最大の利点は、電子黒板

の導入とか黒板が画面になって児童の興味が

引けるようになったとか、僕はそういうとこ

ろじゃないと思っているんです。分かってお

られると思うんですけど。

要は、療養で学校に行けず自宅で離れてい

ても学べる、そして、自分で興味を持てば検

索機能で深掘りできる。自分で勝手に家に帰

ってできますよという話ですよね。英語とか、

あまり周りの大人もなじみがない、なじみが

ないといったら変なんですけど、正確な音声

が分からないとか教えられないものについて

はリスニング機能で勉強ができると。

あと、言うならば、今まで先生は板書で黒

板に書いていた、その時間が画面でスライド

でぽんぽんぽんとやるとどんどん進めるので、

その時間を何かに使うことができる、そうい

う時間の効率。そういう話で、正しく活用で

きれば追加のものが教えれるので、学力向上

するんじゃないかというのがこの利点なんじ

ゃないかなと思うんです。

ただ、一方でデメリット、これあるんじゃ

ないかと。同じ参観の話なんですけども、Ｄ

Ｘ推進して、へえ、こんなことやってんやと

思ったのが、今、ＡＩが教科書を読んでいる

んです。ご存じですかね。昔は「はい、誰々

君、読んで」みたいな話で、「はい」みたいな
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感じで読んでいた。もしくは、皆さんで一緒

一斉に読みましょうと、斉読、やっていまし

たよね。

たまたまかもしれないんですけど、ＡＩが

読んでいるのを学生が延々と文字を読むだけ。

声に出して読まないという、そういう状況が

ありました。これが結果としてどうなるかは

ちょっと分からないんですけども、学力が上

がるのかどうか、その辺はちょっと分からな

いので、そういう状況でしたということです。

あと、小学校低学年でタブレットを使用し

た授業、１年生でしたけども、「はい、タブレ

ットを皆さん取ってきてください。パスワー

ドの紙を取りにきてください。パソコンの電

源を入れて立ち上げてください。じゃ、パス

ワードの入力をしてください。ログインでき

ましたでしょうか。じゃ、アプリを立ち上げ

てください。このアプリですよ。この画面、

開きましたか」という一連の授業の準備にか

かる時間が約８分強。授業の５分の１です。

これで教育効果って上がっているのかなと。

教育、教えている時間は逆に短くなって、そ

の中で教える量って決まっているので、ここ

の話は教育効果は上がっているはずなんです。

でも、トータル、教えているものが一緒なん

やったら、教育効果って上がっていることに

ならないですよね。

これ低学年とかだと結構その影響って大き

いと思うんです。高学年だったら、もう昼休

み中に準備しといてとか休み中に準備してお

いてというので教育効果は上がると思うんで

すけども、こういった何かデメリット、これ

がないか、教えていただきたいと思います。

○議長（森下伸吾君）教育長。

○教育長（今田 実君）今言われました準備

に時間かかる、初めてタブレットに触れたと

きなんかは特にそんな状況があります。また

は、先生方が本当にまだ、若い先生方でなか

なかそういった授業をしていない先生方につ

いてもそういったことが起こってくるかわか

りません。

これについては、何度も何度もやる中で短

くしていくことができる部分と、このハード

的な問題の部分とというのは分けて考えない

といけないかなと思います。今の仕組みの中

で、立ち上がったときにアップデートを読み

に行ったりするというような状況があったり

します。そうなると本当に立ち上げたいもの

が立ち上がってくるのに時間がかかったりと

いうのがあります。

それをどう解決するかというのは、技術的

な問題があると思うんですけれども、これは

解決できるのではないかなと思っております

ので、学校からそういった状況があるという

のも聞かせてもらっていますので、そこのと

ころは対応していけたらと思っておるところ

です。

それと、最近、ＩＣＴを取り入れながら授

業をしていく中で言われ出しているのが、全

てそれで済ませていいのかと。やっぱりそれ

よりもアナログのペーパーでやっていったほ

うがいいのかという辺りのことが議論される

ような時代になってきています。

本当にタブレットを使ってやったほうが効

果が上がるもの、これも先生方は肌で感じつ

つ今進めてもらっていると思うので、そうで

はなくて、一方で、これタブレットを使うよ

りはノートを使ったほうがいい、教科書を使

ったほうがいいというのは、あえて今、今ま

では使うことを目的にしている部分が多かっ

たんですけれども、今後はそういったところ

を精査していくこと、そのデメリットと感じ

ている、先生方の感じているところを研究で

深掘りしていくというところが大事なことか

なと、そんなふうに思っているところです。

今、ＤＸ推進アドバイザーもついていただ
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いているので、各地の事例を取り入れながら、

その辺りは精査して、少しでも効果的な活用

ができるように進めていきたいと思っており

ます。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、新

型コロナワクチン定期接種における情報提供

に対する答弁を求めます。

健康福祉部長。

〔健康福祉部長（久保雅裕君）登壇〕

○健康福祉部長（久保雅裕君）新型コロナワ

クチン定期接種における情報提供についてお

答えします。

新型コロナウイルス感染症の予防接種は、

予防接種法に基づく定期の予防接種で65歳以

上の方及び60歳から64歳で重症化リスクの高

い方を対象として、令和６年10月１日から各

医療機関等で開始しています。接種には、厚

生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議

論を踏まえ、５社から供給されている新型コ

ロナワクチンを使用することとしています。

議員おただしのとおり、５社のワクチンに

ついては、レプリコンワクチンを含むメッセ

ンジャーＲＮＡワクチン、組換えタンパクワ

クチンと、分類によってワクチンの特性が異

なっています。

各医療機関においては、対象者にワクチン

の有効性、安全性の説明の際に、５社のワク

チンのうちいずれを用いて接種を行うのかを

含めて適切に説明を行っていただいておりま

すが、接種希望者の利便性を考え、各医療機

関で取扱いのあるワクチンについて、ホーム

ページにおいて情報提供を行ってまいります。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。

３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

もう再質問ではないんですけども、この件

については、ホームページを見ますと、打ち

たい方は各医療機関に問い合わせてください

と書いてあるんです。実際に全ての医療機関

に問い合わせると、「お答えできません」とい

う医療機関があったんです。そうしたときに

「あれっ」となるわけです。

そもそも５種類あって、全てものが同じで

あれば、これ情報提供する必要はないんです

けども、同じなので。作り方も違う、効果も

違う、副反応も違うというようなものに対し

て、各医療機関でその五つを選べるのであっ

たら、それはもう提供する必要ないですよね、

情報提供。

しかしながら、各医療機関、自分が打つも

のはこれですよというのがあるにもかかわら

ず、それを分からなかった、それは打ちたい

方が皆さんそれぞれ医療機関にみんな電話し

てくださいといったら、これどんだけの手間

なんだということから、役所のほうからホー

ムページに出してくれたら、それだけで終わ

るじゃないかというだけの話なので、それで

今回要望というか、させていただきました。

やっていただけますということなので、速

やかにその辺は対応していただきたいなと思

います。ありがとうございます。

第２問目を終わります。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、レ

ンタサイクル事業に対する答弁を求めます。

経済推進部長。

〔経済推進部長（三浦康広君）登壇〕

○経済推進部長（三浦康広君）レンタサイク

ル事業についてお答えします。

一点目のアクセスの利便性の向上について

ですが、本市では令和５年度にサイクルツー

リズムの推進を目的として10台のＥバイクを

購入しており、新たに令和６年４月よりＥバ

イクのレンタサイクルを開始しています。

本市に車で訪れ、レンタサイクルをご利用

される方は、有料の駅前周辺駐車場に自家用
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車を駐車するケースが多いと思われ、議員提

案の専用無料駐車場の整備や割引券制度の導

入は利用者の利便性の向上やＥバイクの利用

促進につながる一つの方策となり得るとは考

えますが、まずはしっかりと当事業をＰＲし、

定着させつつ、それでも利用率が伸びない場

合は抜本的な制度の改正が必要であると考え

ています。

また、市役所・中央公民館、図書館等には

無料駐車場があり、休日も開庁している公共

施設でレンタル窓口の設置を検討すべきでは

についてですが、レンタサイクルの受付窓口

を観光案内所内とすることで、利用者に対し

て観光スポットや飲食店情報などそれぞれの

ニーズに応じた情報を提供できることや、駅

前という立地が電車で訪れた観光客の利用も

望めることから現在の場所としており、他の

公共施設を受付窓口とすることは現在のとこ

ろ考えていません。

次に、二点目の利用時間の利便性向上につ

いてですが、現状の利用時間は観光案内所の

営業時間内としています。議員おただしのと

おり、12時間、24時間等の利用時間を設定し

た場合、早朝利用や長時間の利用が見込まれ

るだけでなく、利用回数が増えることも期待

できます。しかしながら、一方で、今以上の

窓口対応スタッフ体制の構築により人件費等

のコストが増加することに加え、夜間利用で

の盗難、車両損壊などのリスクが高まること

が懸念されます。

今後、利用者ニーズが見込める場合は、他

自治体などを参考にしつつ、本市に合った体

制の再構築を検討したいと思います。

最後に、三点目のアクセスや利用時間の利

便性を向上させた上で利用者が低迷する場合

のさらなる方策についてですが、レンタサイ

クル事業は本市観光施策の一環で行っており、

観光客などが市内飲食店等を利用いただくこ

とによる経済効果を狙って移動手段を確保す

る事業である性格上、できるだけ多くの方に

利用していただくことが重要だと考えます。

このことから、利用者が低迷する場合、利

用料金の引下げにより利用者の増加につなげ

ることも検討すべきであるとは考えますが、

まずは１年通して本事業を実施し、利用者に

実施しているアンケート調査なども参考にし

たいと考えています。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君、再質問

ありますか。

３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）ありがとうございます。

この１年間はＰＲして定着させますという

ことですので、聞くところによるとｌ年間の

貸出し台数は100台を目標にしているので、12

で割ると月８台ぐらいですか。8.3台やったと

思うんですけど、たしか、それを超えれば定

着しているという認識になるわけですかね。

そもそも月平均貸出し台数が10台、これが

適正かどうかという話が多分出てくると思う

んです。キャパシティーは10台掛ける、休館

日があるので４ぐらい引いたら、30から４を

引いて26日、ということは260台ぐらい全日で

貸せるわけです。このうち10台しか貸してい

ない実績が「定着している」のかどうか。

利用率にすると、これ３％です。８か月運

営した中で、この利用率３％という成果、私

は低いんじゃないかなと思いますが、どのよ

うにお考えでしょうか。

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。

１か月の最大キャパシティーを260台とし

た場合、現在の利用率３％は極めて低迷して

いるのではというご質問ですけども、数字的

な見え方からしますと３％は決して高いと言

える数字ではなく、サイクルツーリズムで経
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済効果を狙う本市としましては、これを伸ば

すために今まで以上の取組みが必要だと考え

ています。

ただ、目標値年間100台の設定につきまして

は他市町村のレンタルサイクル事業の実績を

参考にしていまして、少ないところで年間38

台、多いところで年間170台という数値から、

本市がレンタサイクル事業を始めるにあたり

まして100台と目標を設定したということに

なっております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）100台を１日3,500円で

貸したら35万円の収入ですか。600万円の自転

車を購入して30万円程度の売上げ。維持管理

費とか修理代を除いて、投下資本600万円を回

収するのに20年かかるわけです。これは事業

としてはどうなんだろうというところです。

別に、もう購入してしまっているので、整

備しているので、この事業をやめろという話

をしたいわけではなくて、そうじゃなくて、

もっと利用率を上げて、そして活用してもら

って市内の経済を循環させる、橋本市を楽し

んでもらえるようにしてほしいという意味な

ので、そこの部分のソフト部分を、もしくは

ハード面をもっと整備してほしいということ

です。

じゃ、いつこのＰＤＣＡサイクルを回すの

かということ。１年間やらせてくれと。１年

間やった実績を基に分析をして、仮説を立て

て、そして新たな政策を出して、値段をもし

変えるんだったら条例改正がありますよね。

そうしたら、２年越しぐらいになるんちゃう

かという話になるわけです。

だから、別にもうこれから冬シーズンでオ

フシーズンなってくるので、もうこの今の段

階で課題をしっかりまとめて、来年の頭ぐら

いには新しい体制、ソフトとかハード、ハー

ドはもうちょっと難しいかもしれないですけ

ど、ソフト面だけでも変えられるものを変え

て、例えば24時間貸出しやったら別に、24時

間後に返してねやから窓口の負担は変わらな

いでしょう。

12時間は変わりますよ。でも、24時間やっ

たら、いけるんちゃいますか。そういうとこ

ろで変えられるところはどんどん変えていき

ましょうよという提案なので、やってもらい

たいなと思っています。これ、いつこの見直

しというか、されますでしょうか。

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。

ただ今ありましたとおり、冬の時期という

のはレンタサイクル事業とかレンタサイクル

というのは少なく、だいたい12月ぐらいが精

いっぱいかなという状況になっています。と

いうことは、確かに議員おっしゃるとおり、

年明けぐらいからは検討できるんちゃうんか

ということ、これは確かにそうだと考えてお

ります。

あと、当然、事業の見直しというのは市に

おいて見直さなあかんというところ、市がや

っておる事業なので当然そうなんですけども、

一方で、サイクルツーリズムを含むレンタサ

イクル事業といいますのは、市内の自転車愛

好家の方とかにもご協力いただいてやってい

るところもありますので、その辺の意見も吸

い上げながら、目標としては令和７年度の第

１四半期をめどに対応したいと思いますので、

ご協力のほどよろしくお願いします。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君。

○３番（岡本喜好君）できたら、こういう質

問をしたいわけじゃなくて、すごくいいもの

を入れてもらいまして、ありがとうございま

すというような、もっと台数入れましょうよ

と言いたいなと思うので。あちこちに整備し
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ましょうよ、もっと道路いろんな整備しまし

ょうよと言えるようなものになるような、こ

れからつくり上げていってもらいたいなと思

います。

ただ、今までやってきた中で、去年この議

案審議にかけて、部長は、前部長でございま

すけれども、何か私はそのとき感じた懸念が

そのまま当たってるんじゃないかなと、今の

現状は。自分の上を行く成果というかはあん

まり感じないなと思っています。予想通りか

なと。

だから、やっぱり我々はどっちかというと、

皆さんがやっている、提案してくるものをそ

れいいじゃない、すごいいいアイデアじゃな

い、やろうよ、やろうよと、もうぜひ頑張っ

てくださいと言いたいわけですよ。そういう

ものをやっぱり担当課として専門部署として

練り上げて、そして議案に上げていただいて、

我々も一緒に後押ししてできるような、そう

いうレンタサイクル事業、こういうのをつく

り上げたいなと思いますので、これからもよ

ろしくお願いいたします。

以上で質問を終わります。

○議長（森下伸吾君）３番 岡本君の一般質

問は終わりました。

この際、２時10分まで休憩いたします。

（午後１時56分 休憩）

（午後２時10分 再開）

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。

日程に従い、一般質問を行います。

順番５、７番 岡君。

〔７番（岡 弘悟君）登壇〕

○７番（岡 弘悟君）皆さん、こんにちは。

お昼をまたいでちょっとしんどい時間帯で

すけども、少しお付き合いください。

最近なんですけど、ちょっとこれ本編と全

然関係ないんですけど、近辺で１時間以内で

回れるところで、うどんのおいしいところを

回っとるんですけども、ユーチューブとかい

ろんなので調べて回っているんですけど、最

近のはすごいですね。香川まで行かんでも十

分おいしいなと思いながら回っているんです

けど、特に、僕は橋本ももちろんうどん屋さ

ん好きでよく回るんですけど、堺方面のうど

ん屋さんがかなりおいしくなってきている。

余計な話なんですけども、カレーうどんの

有名なところとか、大阪の細うどんでもう本

当に透明なうどんを出すところとかいろいろ

できていて、そういうのも、ユーチューブで

海外の方が並んでいて、すごい、堺という何

とも言えん微妙な位置なんやけども観光客が

たくさん来られているという、そういったも

のもまた橋本市とかでもどんどん取り入れて

いければ観光客の誘致につながるのかなと思

いながら回って、どんどんどんどん体重が増

えていくので、そろそろやせなあかんかなと

思うとる私ですけども、一般質問をちゃんと

します。

今回の題材は一点です。ごみ削減の効果と

結果について。

ごみ削減の効果は年々数字に表れていると

言われていますが、どうなのでしょうか。様々

な施策により効果が上がっていると感じる点

も実際ありますが、基本的に店での商品包装

やネット販売の過剰包装は変わりなく、食べ

残しや食品の調理によるごみ排出はある程度

減らせるにしても、劇的に削減できるとは考

えられません。

私が思うところ、それは人口減少や高齢化

に関係しているのではないでしょうか。つま

り、人口減少や高齢化により消費が減った部

分の値を差し引いた値が真の施策の効果であ

り、その辺りを正確に把握されておるのか。

そして、ごみ削減により得られた予算は削減
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割合とイコールなのか、その点も含めて詳し

くお答えください。

この点については、もともとは前市長の木

下市長からこの削減の話が始まって、今も引

き継がれて現状に至っているんですけども、

長年やってきた上で、当時と人口も変わって

おりますし、あと施策の内容も少しずつ変わ

ってきて、そして、その施策が、ごみの減量

化できた予算を子どもの医療費無償化のほう

に回しているという、回しているというか、

それに充当しているというふうにもなってき

ていますので、その辺、詳しくまた教えてい

ただければと思います。

明確な答弁よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君の質問、ご

み削減の効果と結果に対する答弁を求めます。

総務部長。

〔総務部長（中岡勝則君）登壇〕

○総務部長（中岡勝則君）ごみ削減の効果と

結果についてお答えします。

生活系可燃ごみの排出量は、平成16年では

総排出量が１万3,120トン、一人当たりの排出

日量が510グラムだったのが、週１回収集地区

が特に増加した平成24年度では総排出量が

9,794トン、一人当たりの総排出量が402グラ

ムとなっています。

令和５年度では総排出量が8,183トン、一人

当たりの排出日量が378グラムとなっており、

20年間で一人当たりの排出日量は約25％の削

減効果として出ています。この結果は長年ご

みの減量及び分別の推進に取り組んでいただ

いた市民の皆さまのご協力のたまものである

と認識しています。

議員おただしの、人口減少や高齢化により

消費が減った部分の値についてですが、高齢

化による消費の減少があるとしても、紙おむ

つの利用者が増えてくる世代でもあるため、

高齢化が直接的にごみの減少につながるもの

とは考えにくいと認識しています。また、人

口減少に関しては、ごみの総排出量には影響

しますが、人口減少の影響がない一人当たり

の排出日量を用いてごみの削減量を比較して

います。

ごみ削減により得られた予算とごみ削減割

合の比較についてですが、可燃ごみに関する

収集運搬業務の経費が週１回収集による削減

効果として出ており、収集車両稼働台数を10

台から５台に減らすことができています。金

額にすると、現行契約では５台の契約総額が

年間約8,500万円であり、同額程度がごみ削減

により得られていると考えています。

ごみ削減割合の25％に対し、市民の皆さま

のご協力のおかげで予算の削減効果はそれ以

上のものと認識しています。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君、再質問あ

りますか。

７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

まあまあ、答弁はそうなんやろうけど、い

や、紙おむつの話は、５番議員がその話をさ

れていたから、それももちろんあると思うん

ですよ。紙おむつを使っているのでごみの総

量が増える世帯もあるんでしょうけど、基本

的に使っておられないところはどんどん減っ

ていくわけで、それが平均値に影響するかど

うかというの、統計取ってないでしょう。

にもかかわらず、そういうことを言うのは

やめようね。取って、それが原因やと言うん

やったら僕も「はい、そうですね」と理解は

するけど、そういうご家庭もあるという話で

すよね。

それを言い出すんやったら、ちょっと僕、

怒りにちょっと着火してしもうたので言うけ

ど、若者が減ってきて、じゃ、乳幼児世帯が

減ってきてるんやったら、ごみも減ってきま

すやんという話になってきますやん。若者は
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増えてないから違いますんという話にもなり

ますよ。まあまあ、そんなものやめとこう。

ちょっと分からん。話がそれてしまう。やめ

よう。

それはさておき、そうしたら、ごみの減量

化でそこまで減っているんですけど、じゃ、

例えば、ちょっともうずばっと行くけど、週

２回から週１回に変えて削減できた予算以外

で、ごみの減量化そのもので削減できている

予算というのはだいたい幾らなんですか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）週２回から週１回

にを除いたもので削減できているもの。削減

よりは、その削減に対して、臭気対策であっ

たりとか、そういう対策という形で実施して

いる事業があるので、その分でいうと増えて

いる、週１回化に対してのそれ以外の対策経

費というのは増えているというふうに認識し

ています。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）いや、ごみの減量化が

25％進んだんですよね。ほな、その25％でど

れぐらいの、ごみの減量化によって削減でき

た予算はあるんですかという質問なんやけど

も、その数字は出ないか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）委託経費で今は

8,500万円ほどかかっている、週１回でかかっ

ているというところで、例えば週２回にした

ときには、その倍ということになれば、8,500

万円かかるということでいうと、その分が削

減したもの。ただ、それについては倍という

ことなので、例えば、削減でいうと50％の削

減になると思うんです。10台から５台にした

ということであれば。

ごみの量は25％、先ほど壇上で述べさせて

もらったとおり、25％のごみの量に対して、

経費としては50％ほど削減させてもらったと

いうことに数字としてはなると思います。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）かみ合ってないのは分

かってるんやけど。いや、何でかみ合えへん

かは分かるんよ。ちゃんと話するよ。

それは、削減したから、ごみを25％に削減

できたから週１回になったわけじゃないでし

ょう。週２回を週１回にすることによって、

まあ言えば、ごみに対するアプローチを変え

たから削減できた予算なんですよね。でしょ

う。言うてること分かるか。

だから、そこがちょっとずれてるから話が

ちょっとずれてるんやけど、だから、本当を

言うと、ごみが削減できたから週１回にしま

すと言うんやったら多分答えられたと思うん

やけども、そうではなくて、週２回を１回に

したプロセスにおいてそれだけ削減できたと

いう話と僕の話がかみ合えへんのは当然やと

思う。わざと聞いたんやけど。ごめんね、い

けずやから。

ということは、結局は週２回、例えばです

よ、週２回ごみの収集をするということは、

１地区２回回らなあかんのやから、週６回動

いたとしたら３地区回れるということですよ、

単純に言うたらね。言うたら、例えば３地区

は最低回らなあかんという計算にするとする

でしょう。そうしたら、週１回にしたら６地

区回れるんやもんね、単純計算した場合に。

ということは、ピースを当てはめていって、

例えば、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区しか回られ

へんかったのを、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区、

Ｄ地区、Ｅ地区、Ｆ地区まで行ったら、それ

は１週間に１周回れるからパッカー車の数は

減るわね。だから、それは至極当たり前の話

なんよ。

だから、それはそれで構へんのやけど、だ

からいうて、ここで僕はなぜ今日この質問を

したかと言うたら、ごみの減量化によって得
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られた予算でという話をずっと僕らは議会で

聞いているわけですよね。ごみの減量化によ

って得られた予算ではなくて、ごみに対する

アプローチを変えた予算じゃないの、それ。

僕はふと、ちょっとこれ屁理屈に聞こえる

けど、ちゃんと聞いてね。ごみを減量して得

られた予算と、ごみの減量化に対するアプロ

ーチの仕方を変えて得られた予算というのは

全く違うわけなんよね。だって、言うたら、

最初に言うた、結果を伴ったものに対してこ

んだけ削減できましたという数字じゃなくて、

いや、週１回にすることによって、アプロー

チを変えたから、その分が浮きましたと。

何でこれ聞くかというと、じゃ、週２回か

ら週１回に変えたら、どれぐらいごみ減った

んですか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）先ほど壇上でお答

えした数字を用いさせてもらうしかないんで

すけど、平成16年度でお一人当たり排出日量

が510グラムだったのが、今現在、令和５年で

は日量が378グラムとなっており、というとこ

ろの数字しか今はございませんが、そこが影

響しているというか、該当する数値だと考え

ています。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）それが100％であったと

しても、じゃ、25％ということでしょう。で

すよね。でも、さっきの僕の考え方と、あと

５番議員も話してたけど、分別により減って

いる部分もあるんよね。ということは、最大

値で25％やけども、実は実質は25％ないとい

うことなんよ。普通に考えたらそうよね。最

大値が25％なんやからね。

その粗利の数字は僕ちょっと、ここで計算

も自分もしてないから言わへんけど、という

ことは、基本的に、ごみの減量化が週１回か

ら週１回になって行われて、20％前後の効果

があったという仮定をしたとしても、じゃ、

予算でそこまで減ってくるというのはちょっ

とすごい、どうなんやろう。サービスの低下

と、それと考えたときにどうなんやろなとい

うのは５番議員もおっしゃっていたから、僕

はもうそこまで突っ込まへんけど。

じゃ、もう一回、確認します。ごみで削減

できた予算は今、医療費、子どもの、乳幼児・

子ども医療費無償化のほうに使っていますよ

ね。そうしたら、ごみ袋って値上げしたじゃ

ないですか。しましたよね。ごみ袋、値上げ

になったですよね。その分で結構ほら、収益

が増えたじゃないですか。そのお金というの

はどこに使われているのかな。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）ごみ袋を買ってい

ただいて入ってくる収入というのは、広域の

ごみの焼却に関係する負担金のところに充て

させていただいているという形になります。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）そうしたら、今までそ

っちに一般財源から行ってた分はそれでだい

たい賄えているという。相応の負担は相応の。

僕さっき、昔のちょっと読ませてもろたんや

けど、ごみを出す相応の負担は相応の方が負

担すべきやからごみ袋は値上げしていくとい

う形なんで、それに使われている、それは理

解しました。だから、ここで聞きたいんよね。

じゃ、ごみ減量化したやつを医療費無償化

に、別はそれはもう僕が決めることじゃない

し構わないんやけど、そうしたら、今、ごみ

で削減できた予算で医療費のほうに使ってい

るとしますよね。そうしたら、ごみの減量化

によって残ったお金、全てそっちに行ってる

の。それとも幾らかストックできてるの。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）今、8,500万円が委

託料としてかかっているという話をさせてい
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ただきました。先ほど５番議員の質問の中で

も、平成17年当時、直営で回収にあたってい

た職員の削減というところも費用の削減額と

いうことでは見ています。それがだいたい約

8,000万円から8,500万円という数字を把握し

ておりますので、その分が約8,000万円の小学

生医療費に充てているというような形で、予

算の中では充当しているという形です。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）ということは残ってい

ないということでしょう。使っているという

ことやな。そうしたら、もし、もしというか、

これからごみの対策とかでも費用がかかって

くると僕は考えるんです。その場合は、では、

一般財源のほうから補填するということです

か。もしかかってきた場合に。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）かかる費用につい

ては、もちろん補助金とか起債とか有利なも

のを活用した上で、それに足りない部分は一

般財源を充てていくというのが基本的な事業

に対する財源の使い方という形になりますの

で、一般財源を使っていくという形になりま

す。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）そうしたら、そういう

場合、税の公平性から見たときに、まあ言え

ば、ごみが削減できているから別の政策がで

きているんですよと、納税者それはそれで構

わないかもしれんけど、いや、構わないとい

うか、それはそれで僕は納得できる一つの理

由なんやけど、でも、足らんなったからって

いうて、じゃ、別の財源から引っ張ってきま

すよと言うたら、今、もうはっきり言うて申

し訳ないんやけど、医療費無償化の部分で、

言うたら恩恵を受けてない方からしたら、ほ

かの財源を引っ張ってこられたら、それはち

ょっと待てよ、二重でしんどいよという話に

なりませんか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）お金の使い方とい

うところにはなると思うんですけど、予算を

組むときに款、項、目、款別、項別というこ

とで、それぞれ事業に応じて組んでいます。

本市では財政力指数がご存じのように0.45と

いうことで、財源にあまり潤沢な財源という

のはないような形になっておる中で、その中

で一般財源をやりくりしながら予算を組んで

おるというのが現状としてはあります。

そのやりくりの結果、削減した部分につい

ては、年度ごとに余剰ができれば財政調整基

金に積んだりとかということで、最終、一般

財源の残りというか、節約したり歳入があっ

たりしたところの分については財政調整基金

に積み上がっていっているというのが現状で

すので、そこを見て、今後も事業となれば、

一般財源を使う、イコール財政調整基金とい

う使い方ということになるかと思います。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）まあそうでしょうね。

でも、それってごみの削減化によって積み上

げた財政調整基金じゃないじゃないですか。

ほかのいろんな施策において、職員の報酬が

下がったりだとか、そういったことも踏まえ

て、みんなが努力して増えてきたお金じゃな

いですか。

僕は何を言いたいかというと、別に週１回、

２回の議論とか子ども・子育ての手当の話と

か、もうそこまでの話は僕には権限ないのか

なと思うから、そこまでどうかなとは思うん

やけど、ただ、ごみの財源で削減した分はご

みの財源にある程度使うべきやと僕は思うん

です。

だって、全市民が、言うたらサービスが低

下したわけじゃないですか。だから、その部

分全部を医療費の無償化に充てるのではなく
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て、今後のことも考えて、受益者が、まあ言

うたら、サービスを受けている側がサービス

が下がって、それによって得られたお金とい

うのはある程度そのサービスが低下したとこ

ろに還元すべきではないのかなと思って聞い

ているんですけども。

だから、ほかの金額で積み上がったお金を

充当するという話は僕にはちょっと理解でき

ないし、できたら、ごみで削減できた中で今

後のごみの、何というかな、アプローチの仕

方とか、先ほど５番議員もおっしゃったけど、

夏に２回やっていく方法だとか、そういった

金額をそこから捻出していってもいいんじゃ

ないかなと思って質問させてもらっているん

ですけども、それはどうでしょうか。

いや、ほかに予算ないと言うてるから言う

てるんやで。ごみの予算である程度賄ったら

どうですかと。なぜかというと、サービスの

低下を直接受けているのは住民であって、そ

の住民がサービスの低下を、今はそれで週１

回で受け入れてくれているからそれだけの予

算が余っているんやから、せめて２割でも３

割でもその分をまたごみのほうに返してもえ

えんちゃいますかという話をしているんです

けど。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）確かに、削減した

ところについては同じ項目でそれに充てるよ

うな施策、対策にすればいいというところに

はなるかと思うんですけど、一点、先ほど５

番議員からも質問でもありましたように、対

策費用としては充てておるんですが、それは

議員おっしゃるように、子ども医療費に充て

ておるという位置づけからいうと別から持っ

てきとるというような形にはなります。

ですので、議員おっしゃることについては

財政部局としてはすごくありがたいお話なん

ですけど、その部分でお金を持てればそこに

ためておいて、次にかかる費用に充てていく

ということにできれば一番、潤沢な予算があ

ればいいんですけど、今は限りある財源の中

でいろんな事業を削減、拡充しながらやりく

りをしておる中の一つという位置づけでいう

と、なかなか款別、項別に全て予算を持たせ

て、その中で削減した分を同じ事業に充てて

いくというのができないというところが答え

となりますので、ご理解よろしくお願いしま

す。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）すばらしい答弁です。

いや、それほんま、嫌みじゃない。ほんまに

そうやと思う。

ただ、何というんやろ、スクラップ・アン

ド・ビルドの話を僕よくさせてもらうけど、

これってほんまにスクラップ・アンド・ビル

ドやと思う。だから、さっきもここが一番の

肝ですよと言うたのは、ごみが減ることによ

って削減できたのではなくて、言葉はちょっ

と悪いけど、もちろんそれは全部が僕、合う

てるか分からん、一番分かりやすく言うよ。

ごみに対するアプローチを変えたから得られ

た予算やから、その予算というのを。

何でこれを言うかというと、実際25％ごみ

が減ったとしますよね。でも、週１回にした

ら25％あぶれるやん。言うてること分かりま

すか。ごみ半分になったんやったら週１でも、

計算上はね、ええかなと思うけど、じゃ、25％

の分はあふれてるやんかという話になります

やん、正直な話。いや、数字上の話よ。

だから、その中でごみに対するアプローチ

を変えて、住民のサービスが下がったと。た

だ、下がったけども、それはスクラップであ

って、新たにそれを元に、それで得られた予

算を元に子どもの、乳幼児・子ども医療費無

償化をつくり上げたと。これもう完全にスク

ラップ・アンド・ビルドですよね。
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ここで僕は何でこの話を出したかというと、

じゃ、乳幼児・子ども医療費無償化と週２回

のごみの行政サービスとどっちが大事なんで

すかという議論は、これ絶対出てこなあかん

のですよね。スクラップする側とビルドする

側なんやから。さっきみたいにごみが減った

結果できたんやったら、それはないよ。そん

なんスクラップ・アンド・ビルドとは言わん

から。システムを変えてスクラップして予算

を組んだんやから、じゃ、どっちのサービス

のほうが大事なんですかという議論は絶対さ

れるべきなんよ、本当はね。

我々議員の立場としたら、そこに気づいた

ときに、じゃ。僕らもふと思ったんですよ、

医療費無償化、すごくええことやし、ごみ減

ってできてるんやと思うてた自分もおったけ

ど、いや、ちょっと待てよと。ごみは減って

るけども、一番、じゃ、予算の確保で大事な

ところは何かといったらシステムの変更。そ

れによって得られた、だから、それを僕は批

判しとん違うんやで、それ何回も言うけど。

どっちが大事なんかという議論はしていかな

あかんのやなというのを気づいたんで、今日

一般質問させてもらうてる。

今後に関してなんやけども、もちろんどっ

ちも大事な施策やから、これ前、実は、もう

今、市議会にはいらっしゃらへんけど、今、

県議のほうに行かれた元市議会議員の方も同

じ質問をされたので、昔のちょっと議事録を

読ませてもろうたんやけど、当時の部長は、

行政として大事なほうを取りましたときっち

り答えてはりましたわ。

それ聞いたら、僕の言うてることも、ああ、

ちゃんと、そのときと言うた筋は通ってるか

らええんやけども、ただ、やっぱり、今でも

そういう市民の声があるところというところ

に関してもやはり議論していくところもある

し、本市としては週１回を絶対していくんや

というスタンスは分かりましたけど、じゃ、

行政サービスをスクラップした中で、じゃ、

ごみで得られたものに対して、ごみで頑張っ

ている市民の皆さんにはどういうふうにある

程度の還元があるんですかという部分は欠け

ているわけでしょう。

何でこれを言うかというと、子どもを持た

れてる家庭も持たれてない家庭、いらっしゃ

らない家庭もそうやし、もう大きくなって巣

立った家庭もそうなんやけど、ごみに関して

はみんなが週１回じゃないですか。公平に週

１回になっているわけでしょう。乳幼児・子

ども医療費というのはその子どもがいらっし

ゃるところが得られる恩恵じゃないですか。

そこのギャップというのは、ある程度埋め

るには、やはりごみが削減できたものをごみ

である程度返していくというのも必要じゃな

いんかなと思うんですけども、いかがでしょ

うか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）木下前市長のとき

から、ごみの減量化ということからスタート

して、それをスタートしていく中で、ごみの

週１回化ということに結果なっています。で

すので、動きとしたらごみの減量を取り組み

ながら、施策としたら２回を１回にしたとい

う結果になっています。

ですので、ごみを週２回から週１回にする

ことで得られた財源は今、子ども医療費に、

小学生分に充てているということになってい

ます。もうこれが結果です。

あと、重要度というか、子ども医療費につ

きましては、今現在、長期総合計画・後期基

本計画の重点プロジェクトと位置づけまして、

まち全体で子どもを育むという中に位置づけ

て、子育て家庭の経済的負担の軽減という取

組みの中にうたって重点的に取り組むものと

して位置づけている形ですので、今この基本
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計画を実行していく中では、この施策を続け

ていくということには変わりありませんので、

ごみの減量化、週１回で皆さんのご協力は頂

きながら、子ども医療費、小学生医療の無償

化に充当させていただいているということで

すので、ご理解ください。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）答えにくいことを聞い

ている自分が悪いのか、答えてくれない行政

が悪いのか、それはちょっと分からないです

けど、ただ、何回も同じ話するつもりはない

ので、もうこの話もこれで、この部分はこれ

で終わるけど、子どもの医療費無償化の話は

すごくすばらしいと思うし、もちろん本市に

とっても重大な政策だと思う、それは。僕も

それは何の否定もしないです。

ただ、その中で、全員が全員、医療費を使

っているわけじゃないでしょう。でも、子ど

もを持たれているご家庭も持たれてないご家

庭も週１回というのは変わらないという話な

んです。これは紛れもなく、これは公平やと

思う。ある地区が２回と言うてるわけじゃな

いので。

でも、医療費の無償化というのは使うか使

えへんかもあるし、今、市長は上限を撤廃し

てくれたので、みんな使えるので、もちろん

公平性にしては担保できているのかなとは思

うんですけど、でも、実際使う人と使えへん

人がおる中で、週１回というのは必ず市民は

週１回なんやという部分で、ごみで削減でき

た分はある程度ごみで返還したったらいいん

じゃないんかなと思っているので、この一般

質問をしました。

先ほどの部長の答弁でいうたら、ほかで積

み立ててる部分で将来ごみの部分が出てきた

ら充当せざるを得ないよというお話は聞かせ

てもろてるんやけども、そうなってきたら、

それでごみ対策しても一緒ちゃうんという話

にもなってくるし、やっぱり僕、昔から言う

んやけど、教育で削ったお金は教育に戻した

らなあかんとずっと思っとるんです。

これ今、教育だけじゃないよ。ほかの部分

もそうやけども、そこで削った部分というの

は新たにそこの部分である程度のものはスク

ラップとビルドをしていかんと行政のバラン

スが悪くなるから。ただ、今回の医療費無償

化の話はもうかなり大きいプロジェクトで、

そこに関して僕が、トップの判断でやってい

る部分なので批判するとか批判せえへんとい

う話ではないんやけども、ただ、議員個人と

して思うのは、ある程度は受益者負担しても

らったらいいんじゃないかなという気はする。

無償化じゃなくても、例えば、ほかの議員

もおっしゃったけど、ワンコインもらうとか、

そういった部分である程度の受益者負担をし

てもらって、そのワンコインの分を、じゃ、

今度は逆にごみのほうに戻してもらうとか、

お互いの掛け合いというんかな、そういうふ

うにしてある程度の予算も確保できるのでは

ないかなと思ったので。

それの、何というんかな、これから考えて

いくべき問題やと思うので、自分自身の考え

が正しいとか間違ってるとか今の行政の対応

が間違ってる、いいじゃなくて、お互い市民、

ごみで我慢しているというか、ごみの週１回

を受け入れている市民と子ども医療費無償化

になってとても助かっている市民と、やはり

どっちも笑ってほしいじゃないですか。じゃ、

そのためにはどういうふうに考えていったら

いいんかなと思って今回一般質問させてもら

ったので、今後の課題として。

ついつい、これ僕、昔、話ちょっとしとっ

たときに、当時、木下市長もちょっとぽろっ

と言いはったんやけど、「ごみにお金かけるの

もったいないんや、岡さん」と言われたこと

がある。でも、生産して、購買して、消費し
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て最後に残るのがごみになってくる。これ、

普通の、言うたら、生活サイクルのうちで最

後の一点。ごみと名はついてるけど、最初か

らごみを買っている人はいないでしょう。必

要なものの中で余ったものがごみになってる

んですよね。

だから、ごみにお金をかけるのがもったい

ないですけど、それは必要なものが最終形態

ごみになったというだけで、やはりそこには

お金がかかるというのは事実やから、それは

行政サービスの中では一つの大事な目的の一

つやと思う。

何でこれを言うかというと、僕らも人間や

から、生き物やから、農家さんが生産したも

のを購買して食べて、最後、排せつするわけ

でしょう。じゃ、排せつにお金かけませんの。

かけてますやん。同じ話なんですよ、これ。

まるでごみにお金かけるのもったいないとい

うのはちょっと話が違うので、その辺も踏ま

えて、また部長、難しい話やけども、内部で

話をしていただけないでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総務部長。

○総務部長（中岡勝則君）ごみの問題である

とか、し尿の問題というのは、いろいろ、対

策として難しい面もございます。今回、議員

からもご提案いただいた、ご提起いただいた

ことに関しては、引き続きそういう、ごみ１

回収集、２回収集というお声も、先ほど５番

議員からもあったように、ずっと思いとして

は持たれている方のお話というのも聞かせて

いただくこともありますし、アンケート等に

よって聞かせていただく、ご意見を賜ること

もありますので、引き続き市としては、今の

ところ週１回というのを続けてやっていくと

いうことではございますが、いろんなご意見

に耳を傾けて、今後の検討とさせていただき

たいと思いますので、ご理解よろしくお願い

します。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君。

○７番（岡 弘悟君）ありがとうございます。

できたら週１回、２回の話だけじゃなくて、

例えばごみ袋の値段を上げている部分を、じ

ゃ、週１回にしたんやから元に戻そうかとか。

お金の話はあんまりせんほうがいいか。

ただ、そういった話も出てくるし、いろん

なやり方があると思うんです。いろんなやり

方。例えば、週１回を２回に戻せという話だ

けを言うとるというか、それを言うとるんじ

ゃなく、例えばさっきの福祉収集の話やけど、

その回数を増やしてあげるとか。例えばね。

あと、子どもがおる世帯のところにもそう

いうところを広げていってもええかなと思う

し、いろんなことをやるにあたってはお金が

要るので、それはできたらごみからスクラッ

プした分から少しでも出してあげてください

という話なので、その辺をまた、できる範囲

でいいので、また議論してください。

私の質問は以上です。

○議長（森下伸吾君）７番 岡君の一般質問

は終わりました。

この際、３時まで休憩をいたします。

（午後２時47分 休憩）

（午後３時00分 再開）

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。

日程に従い、一般質問を行います。

順番６、８番 田中君。

〔８番（田中博晃君）登壇〕

○８番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。

それでは、通告に従いまして一般質問を行

います。今回は２項目です。

まず、一つ目、部活動地域移行への一考察

ということで、まず前提として、現在、国が

進める部活動地域移行については、私個人の

意見としては議論の余地が多いなと感じてい
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ます。しかしながら、スポーツ庁と文化庁が

2022年12月に策定したガイドラインに基づき、

2025年度をめどに、公立中学校の休日の運動

部の部活動を優先して、段階的に地域移行し

ようとしています。

教員の負担軽減や団体競技での人数不足解

消等のメリットがある一方、お金や送迎とい

った個人負担の増大や指導の過熱化など懸念

点があります。

国が示している2025年まで改革期間が迫る

中、活動場所の確保や指導者の登録等につい

ては、達成時期は一律に設けず、市町村の実

情に応じていることは理解した上で、本市の

見解、考え方について、下記の答弁を求めま

す。

１、地域移行について、本市が2025年度に

向け行っている内容や予算要求はどのように

なっているか。

２、指導者や場所の確保、地域移行先が練

習や大会に参加できない場合、各学校の教員

の副業扱いについての規定や報酬はどのよう

になるのか。

３、大会の際、設営や運営など学校の協力

は得られるのか。

４、各家庭での送迎や自己負担額への問題

点は洗い出されているのか。

５、進学に対し、部活動を通じた推薦を希

望した場合の対応は。

６、県及び県教育委員会の協力体制につい

て。

２項目め、人口減少がもたらす影響、人口

ビジョンについて。

長期総合計画では、「目標人口に対しこのよ

うな施策を講じる」といった具合に事細かく

方策が示されているものの、それを上回るス

ピードで人口減少が進んでいる。人口減少が

地域にもたらす課題は、市の収入以外にも、

それらに付随した各サービスの縮小や学校の

再配置などだけではなく、まちづくり計画そ

のものの見直しなど課題は多岐にわたる。

本市総合計画の３次計画の策定準備が始ま

る前に、人口減少が地域にもたらす課題につ

いて洗い出し、本市という自治体が未来永劫

存在していくための一助となればと考え、以

下の質問を行う。

１、今日までの長期総合計画主要項目のＫ

ＰＩ進捗について。

２、本市人口予測について、国立社会保障・

人口問題研究所の統計を参考としているが、

人口予測の低位層を基準にし、計画を立てる

ことが望ましいと考えているが、本市の見解

は。

３、小・中学校の再配置について、統計学

上の下げ止まりはあるにせよ、地域性を考慮

せず現在の出生数だけを見ると、10年以内に

大きな統合をせざるを得ないと考えるがどう

か。

４、人口減少が起こると、公共サービスが

低下する。それらを見越して、タブレット等

を駆使した買物支援や移動投票所など移動型

モバイルサービスの導入やオンラインでの行

政サービス提供など、デジタル技術の活用に

ついての考え方は。

５、インフラの維持のために、ＩｏＴやＡ

Ｉを利用したインフラの管理について。

６、立地適正化計画の策定について。

以上、壇上からの質問を終わります。明確

な答弁よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の質問項

目１、部活動地域移行への一考察に対する答

弁を求めます。

教育部長。

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕

○教育部長（岡 一行君）部活動地域移行へ

の一考察についてお答えします。

学校部活動は、生徒同士や生徒と教師等と
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の好ましい人間関係の構築や自己肯定感の高

揚など、生徒の心身の成長と豊かな学校生活

の実現に大きな役割を果たしています。しか

しながら、少子化が進展する中、今後はこれ

までと同様の体制で学校部活動を運営するこ

とは、本市においても難しくなっているとこ

ろです。

令和４年12月にスポーツ庁・文化庁から「学

校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方

等に関する総合的なガイドライン」が発出さ

れ、令和６年２月には和歌山県教育委員会か

ら「和歌山県学校部活動及び地域クラブ活動

の在り方等に関する方針」が発出されました。

教育委員会では現在、部内関係課で部活動

地域移行検討会を立ち上げ、地域部活動の充

実を図れる検討組織、運営団体・実施主体、

部活動のニーズ調査等について協議を始めて

いるところです。

議員おただしのとおり、指導者や場所の確

保、教職員の副業扱い、大会運営や学校の協

力、各家庭での送迎や自己負担額、進学に関

する推薦等、解決すべき課題や問題点が数多

く考えられます。

教育委員会としては、国・県及び伊都地方

部活動方針に基づき、令和７年度にニーズ調

査や研究を行い、様々な課題や調整事項を学

校教職員や関係者と協議し、令和８年度に地

域移行に関する本市の基本方針を作成したい

と考えています。

現段階で決定事項はありませんが、県や県

教育委員会への要求や近隣市町との連絡調整

を行いながら、生徒の豊かな学校生活の実現

に向けて課題解決に取り組んでまいります。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。

８番 田中君。

○８番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。何でこの質問をしたかと言うたら、や

はり保護者から聞かれるんですよね。もう来

年から部活動って地域移行するんかいという

のを聞かれたので、その辺、実際進んでない

んやという答弁やったんで、それはこれから

いろいろとやっていってもらったらいいと思

います。

どうしても近隣自治体なんかで進んでいる

ところもあるというところから保護者の不安

が出たのかなというふうに思っております。

ただ、国とか県が言うように、団体スポーツ

ができるようになるとか言うけれども、相手

なくなるやんという話も正直あって、ほんま

にこれを進めていくのがええんかなというの

は私も疑問に思っております。

答弁の中で、今、課内で検討委員会をやっ

ているということなんやけど、そこには専門

的な知識を有する人がいてるんかどうか、そ

こを答弁もらえますか。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

地域移行の専門的知識の定義にもよります

が、先日、教育委員会事務局内で検討会を発

足したばかりですので、まずは国や県から示

された部活動地域移行のガイドラインに沿っ

て、関係課内で地域移行への在り方や情報共

有、課題認識に努めたいと考えています。

この検討会のメンバーの中には学校教育課

の主任指導主事、中学校勤務経験者もおりま

す。今後、学校現場から体育系・文科系の顧

問にも入ってもらい、市内公立中学校の現状

把握から地域移行の必要性など検討する項目

を洗い出して、議論に入りたいと考えていま

す。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）お願いします。できて

いないことなので、あんまりいろいろ言うて

もあれだけど、気になるところだけ言うとく

ので、また今後、課内で、課内というか検討



－57－

委員会でもんでほしいということをご理解く

ださい。

次、けがとお金の話をします。やはり気に

なるのはまず責任の所在。けがしたときに委

託先に責任の所在があるのかとか、いやいや、

学校施設を使っていたからどうやとかという

のはきっと出てくると思う、のがまず一点。

もう一点がお金の問題。個人負担が増える

こともあるし、もしかしたら、先生は副業扱

いになるので、仮に来てもらったら、その先

生に給料払わんなん。その給料は委託先から

払うのかどうか、場合によっては市の予算を

充当せんなんかもしれへんけれども、そうい

うところもちゃんと検討していってほしいん

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）双方とも大事な部

分と考えております。

まず、けがについてなんですけども、事故

等もなんですが、責任の所在の基準等を前も

って押さえなければならないと考えます。学

校の管理下における日本スポーツ振興センタ

ーの災害共済給付制度が適用される適用され

ないなどの条件面などを、様々な場面や状況

を想定して議論する必要があると考えていま

す。

それと保護者負担の件についてなんですけ

れども、経費につきましては先進地域におき

ましても大きな課題となっておりまして、市

が事業主体となって民間団体や個人に委託す

る場合、あるいは民間団体が実施主体となる

場合など、事業主体によって指導者に支払う

報酬の形も変わってきます。また、保護者負

担のことも当然ございます。

移行する部活動の分野も多種多様になる可

能性もありますので、非常に複雑になってく

ると予測していますので、その部分をしっか

りと内部で協議したいと考えております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。

それともう一個気になるのが、どこに今後

委託していくか。例えば、近隣自治体でもも

うやっているけれども、その個人の方ができ

やんなったらどうするんかなという議論をほ

んまにされとるかどうかという情報もまだな

いし、そんな中で、今後、答弁の中では、ニ

ーズ調査を行っていろいろ解決していくとい

うことをおっしゃってくれています。

もちろん、その中には推薦とかどうするん

やろうとか、学校が書けへんで団体が書いた

らまたいろいろ問題ないかなとかというのも

気になるんやけれども、そこで、関係者の協

議という答弁を頂いたんやけど、例えば総合

型スポーツの関係者とか、将来ですけど、入

ってもらって、もっと地域の実情であったり

現状の子どもら、教育委員会で把握している

ことと民間で把握していることって違うと思

うので、そういった部分も含めて協議をして

いってもらったほうが、この地域移行はどう

してももうやっていかんなんとなってるから、

そこへうまいこと進んでいくんちゃうんかな

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

議員おただしのとおりと考えております。

まだ検討会を発足したばかりですので、まず

は教育委員会事務局や学校教職員間で情報共

有や認識に努めていくところですけども、状

況を見まして、指導者経験のある方に、次の

段階でご協力は頂きたいと考えております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、人

口減少がもたらす影響、人口ビジョンについ

てに対する答弁を求めます。
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総合政策部長。

〔総合政策部長（井上稔章君）登壇〕

○総合政策部長（井上稔章君）人口減少がも

たらす影響、人口ビジョンについてお答えし

ます。

一点目の今日までの長期総合計画主要項目

のＫＰＩ進捗についてですが、現在の第２次

長期総合計画は平成30年度から令和９年度ま

での10年間の計画であり、まちの将来像や目

標人口を掲げて各施策を実施しています。

令和５年度からの後期基本計画においては、

目標人口に近づけるため、重点プロジェクト

として、出生数の改善、ファミリー層の転入

促進、転出超過の抑制を設定しています。

ＫＰＩ指標の進捗状況についてですが、ま

ず出生の関係指数として、市の期間合計特殊

出生率は2018年の1.18から2023年の1.14と低

下しており、和歌山県は1.33、国は1.20であ

り、これらの数値と比較しても低い状況とな

っています。

次に、自然動態においては、出生数は2018

年から2022年の５年間では300人台を維持し

ておりましたが、2023年では285人と300人を

割り、減少傾向が継続しています。また、死

亡数は2023年で900人を超え、人口減少の大き

な要因となっています。

次に、社会動態においては、住民基本台帳

人口移動報告によると、転入促進のターゲッ

ト層である０歳から14歳及び25歳から44歳ま

での転入者数は、2021年では677人、2023年で

は769人と増加傾向で、一定、ファミリー層の

転入が促進されています。

また、転出抑制のターゲット層である15歳

から24歳の転出者数は、2021年では421人、

2023年では391人と減少していますが、転出超

過が続いている状況であるため、課題である

と認識しています。

ほかに、まちづくりアンケートにおける「橋

本市に住み続けたい」と感じている割合は、

2018年では78.7ポイント、2022年では71.4ポ

イントと減少傾向となっています。

二点目の本市人口予測について国立社会保

障・人口問題研究所の統計を参考としている

が、人口予測の低位層を基準にし、計画を立

てることが望ましいと考えるが、本市の見解

はについてですが、本市の人口推計について

は、国立社会保障・人口問題研究所の人口推

計の中位に準拠し、設定しています。

人口減少が続いている中、議員ご指摘のと

おり、国立社会保障・人口問題研究所で公表

している高位・中位・低位の推計パターンを

参考にし、本市においても今後は複数の条件

でシミュレーションを行い検討し、人口の将

来展望を定めていきたいと考えています。

三点目の小・中学校の再配置についてお答

えします。

人口減少に伴う少子化の流れは今後も継続

すると考えられ、第２期橋本市立小中学校適

正規模・適正配置基本方針における児童生徒

の推計では、令和11年度の市立小学校の児童

数は2,165人、令和17年度の市立中学校の生徒

数は841人と推計されています。第２期基本方

針では、小学校の学校再編を進めることとし

ており、中学校については再編統合を行わな

いとしていますが、長期的には４校が望まし

いとする考えの見直しは行っていません。

現時点では、第２期基本方針で示す、めざ

す学校づくりに向けて取り組むとともに、小

学校の学校再編に取り組んでいきますが、児

童生徒数の推計の見直しを概ね10年ごとに実

施することとしていることから、その時点で

の教育状況も踏まえ、次の段階へ進むための

学校再編の議論をすべきと考えています。

併せて、次期長期総合計画の策定において

は、策定の基礎となる将来の人口予測も踏ま

え、子どもたちにとって最適な教育環境を提
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供できるよう、学校の適正規模・適正配置に

も留意しながら取り組んでまいります。

次に、四点目のタブレットを駆使した買物

支援や移動投票所など移動型モバイルサービ

スの導入やオンラインでの行政サービス提供

などデジタル技術の活用についての考え方に

ついてですが、本市ＤＸ推進計画に基づき、

暮らしのＤＸ、行政経営のＤＸ、分野別のＤ

Ｘ、この三つの視点を基本方針としており、

現在は行政サービスのオンライン化、ＬＩＮ

Ｅによる情報発信、電子黒板やデジタル教科

書、デジタル地域通貨の導入等の取組みを行

っているところです。

タブレットを駆使した買物支援や移動投票

所などのデジタル技術の活用については、今

後、人口減少や高齢化に対応するために必要

な取組みの一つと考えますので、本市の状況

や他自治体の取組み事例に注視し、調査研究

してまいります。

五点目のインフラの維持のためにＩｏＴや

ＡＩを利用したインフラ管理についてお答え

します。

まず、道路橋やトンネルなどの施設では、

定期点検や路上性状調査などでＩｏＴやＡＩ

が活用されつつありますが、本市がこれまで

実施したいずれの点検調査においても活用す

るには至っていません。

次に、上下水道では、市内に点在する配水

池や中継ポンプ場及びマンホールポンプ場等

の施設において、ＩｏＴを活用した監視シス

テムを利用し、日常管理を行うとともに故障

などの異常警報による緊急対応に役立ててい

ます。

今後、職員の負担軽減や効率化、更新コス

トの縮減が必要と考えますので、ＩｏＴやＡ

Ｉの情報収集を行いつつ、活用したいと考え

ています。

最後に、六点目の新市役所や新たな学校配

置を含めた立地適正化計画の策定についてで

すが、本市においても人口の急激な減少と高

齢化を背景として、高齢者や子育て世代にと

って安心できる健康で快適な生活環境を実現

することや、財政面及び経済面において持続

可能な都市経営を可能とすることが大きな課

題です。

こうした中、医療・福祉施設、商業施設や

住居等の立地を誘導し、都市全体の構造を見

直すことが重要であると考えます。

市役所は市民の生活を支える行政機関であ

り、また、学校は地域における最も身近な公

共施設の一つで、子どもたちにとって最適な

教育環境を提供する場であるとともに、地域

活性化を促進する場でもあると考えます。こ

のため、立地適正化計画は重要かつ必要であ

り、関係部署、関係機関と情報共有しながら

策定したいと考えます。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。

８番 田中君。

○８番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。多分、僕がしゃべるより大分長くしゃ

べってくれて、何かごめんねと言わなあかん

のかなという気がしてきました。

今回の質問の趣旨というのは、まず、第３

期長期基本計画の策定準備期間が来年度後半

ぐらいから準備していくのかなということを

受けて、やはり市の目標とか市以外の置かれ

ている現実を明確化して、市民にとってより

よい計画になる、また、市職員の皆さんがそ

の目標に向かって動きやすくなればいいなと

いう趣旨で質問をしています。

だから、こうやってくれとかじゃなくて、

答えも出ないのはよく分かっています。ただ、

人口が大きく今までより減っていっているん

やでというのを認識した上で計画を策定して

いかんと、もう全然違うものができてくる可



－60－

能性があるという点を踏まえた質問です。

ちょっと順番入れ替えてごめん、６番から

先に行きます。

立地適正化計画については、もう人口減少

が始まっているので。早くつくって市の方向

性を決めらなあかんのかなという気がしてい

ます。新橋本市役所を橋本駅から徒歩数分圏

内に造ると仮定した場合、その付近に都市機

能誘導区域とか居住誘導区域を設定するかと

思います。

病院は無理やけど、銀行とか郵便局の商業

施設がもしその近隣に配置できたら、市役所

を利用される方は徒歩数分でいろんなところ

に移動できる。電車、橋本の場合はＪＲと南

海が交差する橋本駅とか、今のコミュニティ

バスの誘導方法もすごい変わってくるし、そ

こへ病院への交通手段も一本化できると。

ただ、反面、やはり立地適正化計画をつく

ることによって一定の規制、縛りをかけてし

まうというのはあるんですけれども、立地適

正化計画というのは、何というんやろう、ま

ちづくりの羅針盤みたいなもので、人口減少

も加味しながらの策定になることから、やは

り長期基本計画とリンク、長期総合計画とか、

あと学校の適正規模・適正配置と連動する必

要があって、お互い単体でばらばらにするも

のではないというふうに考えています。

答弁でも、関係部署・機関と情報共有しな

がら策定したいということやったんですけれ

ども、長期基本計画の関連も含めて、だいた

いいつぐらいをめどにという具体的な時期が

あれば、答弁よろしくお願いします。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）お答えします。

立地適正化計画の策定予定と時期に関して

ですが、先ほど議員からのお話もございまし

たとおり、今後、新庁舎の整備が予定されて

いることもありまして、建設の場所ですとか

手法などの方向性を検討していく必要があり

ます。また、橋本駅前の事業化についても検

討を進めているというようなこともあること

から、遅くとも令和８年度からは立地適正化

計画の策定作業に入りたいと考えています。

また、次期長期総合計画につきましては令

和10年度から新たな計画期間に入るため、令

和８年から９年の間で計画策定作業を行う予

定としています。計画策定におきましては関

連計画との整合性も図る必要があるため、立

地適正化計画の検討内容ですとか策定状況を

関係課と共有した上で、しっかり反映するよ

うに取り組んでいきたいと考えています。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。これからつくっていくものなので、今

から準備していってもらえたらいいものがで

きるのかなというふうには思っております。

次の質問に入るんですけれども、事務事業

評価って僕ら、よう見ます、市の。こういう

事業をしてきて、それを基準に来年の予算と

かを考えるのかなと思っていた頃もあったけ

ど、ようよう見てみたら丸々中身が何年も一

緒というのもあります。コピペ、そのままか

なと。

きっと長期基本計画の策定計画も事務事業

評価とかを参考にして考えていくのかなとい

うのは思っていたんですけども、内容、もの

によったら全然使えれへんわなという、何や

ろ、もう事務事業評価つくること自体が形骸

化というか儀式化というのか、ちょっとそう

いうのもあるんちゃうんかなという気もして

います。

施策評価というのもあると聞いたので、そ

っちがメインになってくるし、事務事業評価

はもうあんまりやっていけへんみたいなこと

も聞いたので、それはそれでどうやったのか

なという。本来であれば事務事業評価に来年
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の計画とかも入っているのかなと思っとった

んやけど、評価だけで、次にあんまり生かせ

てなかったのかなというのは、これは私個人

的には思っています。

まず、長期総合計画、次、今から第３期、

今からというか来年、再来年か、から策定準

備に入りますけれども、まずそれが、長期基

本計画というのは目標なのか、何かつくるこ

とが目的なのかというのが正直分からへん。

長期基本計画に基づいてみたいな答弁される

ことって今までもあったし、今日も多分、７

番議員のときも実際、総務部長は長期基本計

画にというようなお話をされていましたけれ

ども、長期基本計画というのは目標なの、目

的なの、どっちというところなんですけれど

も、いかがですか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）長期総合計画

を、もちろんつくることが目的というわけで

はありません。長期総合計画は住民全体で共

有する自治体の将来目標ですとか目標を達成

するために実施すべき施策、それらを盛り込

んだ、全ての住民ですとか事業者、行政が行

動するための基本的な指針となるものです。

つくることが目的ではなくて、予算編成、

行政改革とも連動できる実効性のある計画で

あるというふうに認識しています。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）そうですよね。

２次計画、昔からもそうやったんですけれ

ども、人口の部分についてはいろんな議論は

あったと思います。多分、議長が長期基本計

画の特別委員会の委員長やった頃でしたか、

僕も副委員長でおったんですけれども、その

ときも人口問題については市といろいろ、ほ

んまにこの人口を維持できるのというような

話があった。すごい、市側、当局側も、この

計画やったらできるんやというようなことを

熱弁していたという、何か遠い記憶があるん

ですけれども、じゃ、実際、長期総合計画、

６万人を維持するということで、2027年の人

口を維持するための重点プロジェクトという

のを掲げられています。

出生数の改善、ファミリー層の転入、転出

超過の抑制、これは先ほど壇上でも答弁いた

だきましたけれども、じゃ、2027年度６万人

を維持するために、この取組みの現在の途中

経過、数字的なもの、民間視点やったら売上

げのようなもの、そういうのというのを年次

計画的にまず設定しているのかどうかについ

て質問いたします。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）長期総合計画

の中の実効的なプログラムとして実施計画と

いうのがございます。これは37の基本計画の

中にうたっております施策項目を達成するた

めのものでありますので、その実施計画に基

づいて目的を達成するという形になっており

ますので、答えとしては、事業計画を立てて

おります。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）事業計画は立てられて

いる。ということでも、じゃ、2027年度まで

に６万人を維持しようと頑張っていってるの

は分かる。実際、亡くなる方の数であったり

出生数の極端な低下ということで、現実的に

は厳しいのはすごい分かっている。ただ、い

ろんな課を回ったら、実は実数を見ていると

こもありますよね。長期基本計画ではこうや

っているけれども、実は実数で考えていって

いるというのがあります。

そこで、でも、今の答弁やったらどうして

も、どうやろ、人口維持って正直難しいと思

うんです。そこをもう一回お願いできますか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）重要プロジェ
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クトに関する具体的な対策というところだと

思うんですが、出生数の改善の取組みについ

ては、子育てしやすい環境づくりのために、

本年度ですと紀見こども園の整備ですとか、

たんぽぽ園で実施している延長保育を実施す

る、それから、家庭教育支援チーム「ヘステ

ィア」を充実させたり、先ほどのご答弁の中

でもありましたが、乳幼児医療ですとか子ど

も医療の所得制限の撤廃、これら子育て支援

の体制を充実させることで子育て家庭の経済

的負担を軽減することによって、子どもを産

みやすい環境をつくっているというような取

組みを行っています。

出生数の現在の状況なんですけれども、令

和５年度が285人であるのに対して、令和６年

度では、10月末時点ではありますが、220人と

なっておりまして、月平均として計算します

と、約１人程度少ない状況となっております。

それから、転入促進の取組みにつきまして

は、先ほど申し上げたとおりの、子育て環境

の充実等を実施しておることに対して、市外

に対してプロモーションを行うですとか、移

住コンシェルジュにおけます移住相談会など

の実施、それから支援、これらによって転入

を促進する取組みを実施しています。

社会動態については、令和４年度以降は、

答弁でも申し上げましたが、増加に転じてお

りまして、転入者数は2023年で1,347人、2024

年10月末時点では1,129人と、月平均すると同

程度もしくは少し多いというところになって

おります。

転出超過の抑制の取組みについては、企業

誘致ですとか市内で働く場の確保、それから、

新商品開発の支援補助、ふるさと便などの産

業支援、これらによって稼ぐ力を創出する。

それから、ＬＩＮＥ等による情報発信をしっ

かりすることでインナープロモーションをす

るというような取組みを行っています。

転出者数につきましては、2023年で1,615

人、2024年10月末では1,291人と、月平均５人

程度改善はしていますが、引き続き転出者数

は多い状況となっております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）結局それでいったら、

やっぱり、じゃ、今の段階ではその６万人維

持というのは目標でそこに進んでいくべきも

のだと考えた場合に、ロジックツリー的なも

のを用意して、この施策で、例えば毎年目標

人口。

さっきも言うたけど、出生数と、あと亡く

なる方、自然減の数というのがどうしても難

しいところがあるのは分かっているんですけ

れども、ある程度数値目標を立てて、じゃ、

この方法が間違っていったら来年こっち向い

て変えようかというような進捗管理というの

があるのかなと思うねんやけど、その辺りと

いうのは、もし可能な範囲で紹介してもらえ

たらありがたいです。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）今言った三つ

の重点プロジェクトをしっかり実施していく

というのが、今の我々が取り組んでおる状況

ではあります。

６万人の維持というところを達成するため

の目標として年次目標を持って管理している

かという点ではありますが、具体的な各年度

における目標というのは設定してはおりませ

ん。最終的には６万人を達成できるように、

しっかり取り組んでいくべき姿勢を見せると

いうところを目標に頑張っているところであ

ります。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）でも、実際ほんま、現

実は難しい。難しいという言い方はあれです

けど、頑張っているのも分かるし、逆にもっ
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ともっと情報発信せなあかんと思とるんです。

僕、前の一般質問で、子育て政策とかでも

明石市と変わらんことやってるやんとかとい

う話もしたことがあります。でも、そこの一

番の問題は、それが市民であったり、例えば

近隣市、もしかしたら将来、橋本市で住んで

くれるかもしれない方々に行き届いていない

というのが一番の問題なのかなと。

それも事務事業評価を見たら、「はぴもと」

の閲覧数が増えましたと。で、どうなるのか

という踏み込んだところが本来要るのかなと

いうので、今の質問をしています。

企業誘致とかでもそうですけれども、今、

転入者は増えている。でも、今から次の工事

とかが始まって、どうしても一定数埋まった

後というのはそこが鈍化してくる、転入数も

減ってくるというのもあります。転出超過の

関係で企業誘致ができたおかげで高校生たち

がまあまあ県内にとどまってくれているとい

うのは現実問題としてあります。

逆にもっともっとアプローチして、もう、

囲い込みという言い方はおかしいけれども、

できるだけ、橋本市は働くところはあるんや

でと。いまだに働くところがあるというのを

知らない高校生たちもおるのが現実なんです。

ホームページに載ってるやろとかという話を

するんですけれども、それを見るところまで

至っていないというのか、そこの誘導をする

のも大事だと思います。

もう一個、ここちょっと聞きたいんですけ

ど、じゃ、大学なり専門学校なりで18歳世代

の子が外へ出て行きましたと。じゃ、次、そ

の４年後にこっちへ帰ってきて仕事はあるの

かなというのが一番の問題。例えば公務員に

なりたい、市役所に勤めたいというのであれ

ば、それはそれであると思うんですけれども、

それ以外のもので、特に専門的な仕事という

のがこの橋本市においては少ない気もしてい

ます。

そういった部分で、今、大学で出ていって

いる、専門学校で出ていっている子どもたち

が将来帰ってこれるような施策的なものとい

うのが何かあるのか、そこ、もしあれば教え

てください。

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。

○経済推進部長（三浦康広君）ご質問にお答

えします。

かなり難しい問題かなというところはあり

ます。何か答えるとすれば、今、企業誘致を

していまして、当然、誘致企業はまだ、あや

の台北部用地なんかは埋まっていない状況で

すけども、今の企業誘致の状況からいいまし

ても、例えば研究職とか、大学で専門知識を

積んだ方が研究職とか専門職に就く。例えば

開発とか化学的な研究とか、そういうところ

というのは今も、実はそういう企業は来てい

ます。

何があかんかといえば、それをＰＲできて

いないところかなというところもありますの

で、これをＰＲしつつ、あと一つ言えるのは、

本社機能を移してもらうことで、例えば研究

開発とか企画部門とかというのを持ってくる

ことができますので、その辺にもちょっと力

を入れたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。

ごめん、分かって聞いてたんやけど、正直

しんどいのって分かるんです。薬品会社とか

もあって研究職も募集しているけど、どうし

ても枠が少なくて、橋本市から大学とかで出

ていっている数よりも圧倒的に枠が少ないと

いうのもあるし、部長おっしゃられたように、

そのＰＲができていないということで、いま

だに埋まらないという企業もあるのは事実な

ので、そこについては今後ともいろんな、特
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に、相手は学生なので、ＳＮＳを駆使して、

橋本市こんなんあんねんでというのを発信し

ていってもらえたらなと思います。よろしく

お願いいたします。

次、学校へ行きます。

答弁はずっともらっていて、第２期の基本

方針で示す、学校づくりに向けて取り組むと

いうような答弁やったんですけれども、今の

第２期橋本市立小中学校適正規模・適正配置

基本方針、これに向けて進んでいくというの

でオーケーなのかなというのが質問なんです。

まず、そこだけ答弁もらえますか。

何というんやろう、学校の統合については

一旦ペンディングしたのかなという気もあっ

たので、その辺りも含めて答弁いただけたら

ありがたいです。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

現在、当初の２期方針の再編時期を見直し

ているところなんですけども、変更後は市と

しての新しい学校づくり推進計画を策定して、

具体的に再編に取り組んでいくことになりま

す。

その中で、現在の長期総合計画の後期計画

で学校教育の施策の内容の中に「よりよい学

びの場のための教育環境の充実」というのが

ありまして、その中で「学校の配置や施設の

維持管理、学校間の連携の在り方を検討しま

す」とあります。この部分を頭に入れまして、

新しい中学校区単位での９年間を見守りなが

ら、一定期間ということで児童生徒数の推移

も考えまして、概ね10年ということで進めて

いきたいと考えています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）その概ね10年のところ

なんですけど、今もう既に、先ほど総合政策

部長からも答弁もらったけど、実際、去年生

まれた人数が285人かな。令和になってから約

50人減っています。令和元年から毎年10人ず

つぐらい単純計算で出生数が減っています。

一定、壇上でも言うたけど、下げ止まりは

あるにせよ、だいたい200人前後なのかなとい

う推計が、私ら調べたらそう思ってくるんで

すけども、それを考えた場合に、もう既に実

は将来の学校像って見えてきているんじゃな

いかなというふうに私は考えています。

となったら、今からつくる第３期の長期総

合計画、例えばですよ、これは。入れる、入

れれへん。私は入れたほうがいいと思ってい

るので質問するんですけれども、さらなる再

編もある可能性があるというのを一旦市民に

向けて出していく、もう今、橋本市の現状は

こんなんなんや、実は年間これぐらいしか子

ども生まれてへんのやでというのが要るのか

なというふうに思います。

部長の答弁で10年という、先ほどお言葉を

頂きましたけれども、今の答弁を聞いとった

ら、10年したら考えるというふうに私には聞

こえてしまいました。でも、考えたら分かる

んですけれども、学校再編というのはそんな

簡単なものじゃなくて、例えば今から準備し

ても５年ぐらいはどうしてもかかる。それが

もう今の段階で、結構人数が見えてきている

段階で、先ほどの答弁、10年というのはいか

がなものかなと思うんです。

これ私の個人的な考えですよ。ほかの自治

体も見ていたら結構あるんですけれども、同

じ敷地内に、小学校と中学校が同じ敷地内に

あって、体育館とか運動場を共有していくと

いう義務教育学校的なものが実際できつつあ

るし、ここから10年したら、それがどんどん

進んでいくと思います。

今の橋本市の人口減少のペース、特に子ど

もらの出生数を見ていったら、可能性って実

は高いのかなと。もちろん地域性はあります。
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全ての学校をなくすなくさないじゃなくて、

あくまで可能性の話なんですけれども、それ

を早めに市民の皆さんに知らしめていくとい

うのは大切なのかなと。

これを長期基本計画に入れるのか違う形に

なるのかは分からんのやけれども、そういっ

た部分というのは予定されていないんですか。

どうしてもちょっと10年というのが引っかか

ったので、ここを聞きます。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

今行っている２期方針を見直して、その後、

市としての推進計画をしっかりつくってから

の話になるんですけども、議員おただしのと

おり、今のままでは子育ての減少傾向は加速

すると思います。ですので、将来を見据えて

次の長期基本計画にどう示していくかという

のを総合政策部と協議していきたいと考えて

います。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。

次はＤＸのほうへ行くんですけれども、ま

ず、過去も私、ＤＸの質問をしているので、

ＤＸは手段であって目標ではないということ

です。人口減少に伴って職員の数も減ってき

ています。そやのに自治体の役割、仕事量は

増えとるんです。ということはＤＸそのもの

に頼っていかなならん現状になっている。こ

れが事実です。

例えば、自治体にしかできれへん仕事、都

市計画とかＤＶの対応とかというのは、やは

り人がおらんとできない仕事なんですけれど

も、一定のプログラムは必要ですけれども、

例えば保育の入所児童の選考とか税、課税額

とかはプログラムがちゃんとあったらＡＩで

もやっていけるのかなと。実際やっていって

いる自治体もあるし、できると思っています。

また、データ入力とか施設の予約、これは

うちもやっていますけれども、外注でもでき

るしＤＸでもできる。

買物支援については、過去の一般質問で先

輩議員がされていたので、案外来ているのか

なと思ったら、まだやったというか、民間が

やっているからと言うんやけど、それもタブ

レットに慣れるとか行政がする安心感という

のはあったのかなというふうに思っています

し、また、モバイル予約の移動投票所なんか

も先進事例があるので、そういったものは研

究しておいてほしいなと思います。

答弁の中にあった暮らしのＤＸ、行政経営

のＤＸ、分野別のＤＸというのを答弁もらっ

たんですけれども、具体的に代表的なものを

一度示してもらってもいいですか。

○議長（森下伸吾君）政策企画課長。

○政策企画課長（辻本真吾君）お答えいたし

ます。

壇上答弁と重複する部分もございますが、

まず、暮らしのＤＸでは、自治体用電子申請

サービスＬｏＧｏフォームやＬＩＮＥを通じ

た申請手続きのオンライン化、書かない窓口

サービスの導入による窓口のデジタル化を進

め、市民の利便性の向上を図っております。

また、ライフイベントの際に必要となる市

役所での手続きで何が必要か確認できる「手

続きガイド」もホームページ上で公開してお

ります。

次に、行政経営のＤＸでは、ＲＰＡやＡＩ

－ＯＣＲツールの活用、また、電子決裁シス

テム、電子契約システムの導入等により事務

効率化を図っております。ほかにも、樋門に

ＡＩカメラ、水位計を設置し、職員が現地に

行かなくても水位情報を取得し、災害対応が

できるシステムも導入しております。

最後に、分野別のＤＸでは、デジタル地域
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通貨の導入やタブレットを用いた介護認定業

務のデジタル化、ＱＲコードが読み取られる

と家族等にメールが通知される高齢者見守り

サービス、また、ＬＩＮＥで様々な暮らしの

情報を発信するなど、各分野でのデジタル化

を図っています。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。

今、答弁の中で、書かないＤＸという言葉

が出てきたんですけれども、実際、導入して

まだそんなに日がたっていないんですけど、

職員の仕事の作業効率とか時間とかは減った

のかなとか、もしかしたら、それを導入した

ことでこんなワークシェアができたよという

のが、事例があったら教えてもらっていいで

すか。

○議長（森下伸吾君）財政課長。

○財政課長（三嶋信史君）書かない窓口です

けども、今年の５月８日から始まっています。

10月末までで、利用者の半分以上が外国籍の

方となっています。外国の方で漢字の記入と

いうのが十分でない方もおられて、そういう

方にとっては職員とやり取りしながら申請が

できるということが、書かない窓口のメリッ

トとして感じていただけているのかなと考え

ています。

そのほか、外国籍以外の方、全ての方にと

っての時間短縮や、それから職員にとっての

時間短縮ということですけども、そのための

対策としては、今、書かない窓口で入力した

内容を実際に住民異動のシステムに反映させ

るためには手入力ということでなっています。

そこの部分で時間というのがロスしています

ので、そこを自動化する、ＲＰＡによって自

動入力する仕組みというのを、住民異動が多

くなる３月までに、来年の２月末までに導入

できるように対応しているところで、それに

よって利便性の向上と職員負担の軽減という

のを進めていきたいと考えています。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）やはり、最初、導入年

度なので具体的なこと、大きな答えは出えへ

んかもしれんけど、やはりもうそっちへ頼ら

ざるを得んからＲＰＡでやってくれるという

ことなので、そこは期待しています。また聞

きます、そのうち。

今、３月までにということだったんやけど、

予算のこともあるので詳しくは聞きにくいん

やけど、今後のＤＸの展開、新事業とか新シ

ステムの導入とかというのは考えているのか。

ちょっとお金、予算のこともあるので、言い

にくいのは百も承知しています。

○議長（森下伸吾君）政策企画課長。

○政策企画課長（辻本真吾君）今後ですが、

現在のところ、生成ＡＩ、チャットＧＰＴの

ツールの活用による行政事務の効率化、また、

引き続き教育分野でのＤＸ化を検討し、本市

のＤＸを推進していきたいと思っております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）そこで問題になってく

るのが、今、ＤＸのシステムを導入していく

というのが、結構、自治体が支払う経費が右

肩上がりというのか、全ての自治体がそれを

求めていっているということがあります。よ

く聞くのが、標準システムというのを導入し

たら結果使いにくくて、後からこれとこれと

これを入れて、例えば橋本市仕様にしたら、

アップデートしたら、とんでもない請求が来

るというのがあります。

これ大学の研究所とかＩＴストラテジスト

の話なんですけれども、どうしても自治体と

いうのは、ＤＸ導入について一定、国の補助

金が入っているので、どこまで本気で対策し

ているのかが見えないとか、業者に投げたら
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甘い汁を吸われまくっているとかという話も

目にすることがあります。

大きい自治体やったらまだしも、橋本市み

たいな小さい自治体やったら法務担当者とか

ＩＴ担当っておれへんし、何が言いたいかと

いったら、システムの運用費の査定ができる

職員がいてへんと。どんな契約か分からずに

契約した結果、後から大きな請求、大きな請

求という言い方は変やな。やってもらうから、

後からアップデートすることによって大きな

請求が来ることがあると。税率とか年号が変

わる可能性が高いし、もっといえば、最初か

ら西暦とかを使ったらそのまま行けるのに、

そこすらチェックできていないこともあると

いうことがあります。

職員の負担軽減のためにＩｏＴとかＡＩの

情報をという答弁も頂いておったんですけれ

ども、専門員がいてない状況でどなたが判断

するのかなという。ＤＸの専門員の育成が必

要な時期なんちゃうんかなというのを思うん

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）そういった部

分が非常に悩ましい部分ではあります。今回、

大きな取組みとしてシステムの標準化、これ

は全国的なものなんですけれども、それにつ

いて大きなシステム発注というのを行ってい

ます。それらについては、他市の先進事例で

すとか、全国的にも同じような内容というと

ころで、そこら辺を参考にしながら、実際、

実施に向かって動いていたというところでは

あります。

しかしながら、今後デジタル化をどんどん

推進していかにゃいかんというところの認識

はございますので、現状ではＤＸにおける専

門職員というの配置はできていないというと

ころでございます。県の市町村ＤＸ、行政Ｄ

Ｘ推進事業のアドバイザー派遣制度というも

のがあるようですので、それらを活用したり、

ＤＸに係る適正な費用把握などについては、

必要に応じて、議員おっしゃられたように、

外部人材ですとか委託の検討というのを今後

行っていきたいと考えております。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。

やっぱり人材の確保というのが一番大事に

なってきて、結局、いいものを入れたのに、

もっともっと高い金を払うというのは、市民

サービスのマイナスにつながってしまうとい

うのがあります。でも、やっぱり市職員の負

担軽減化もこれから絶対必要なので、そこを

考えたらＤＸ化というのは避けて通れやんと

いうことです。

人材育成が難しい、先ほど部長おっしゃら

れて、外部もということを言われたんですけ

れども、地方公共団体のデジタル人材の確保

に係る地方財政措置という、外部人材の確保

にあたっては一定、交付税措置が来年度まで

あるんですけれども、そういったものも活用

されたらどうなのかなと。

期間が短いので今からで間に合うのかとい

うのもあるんやけど、そういったのもありま

すので、ぜひ活用していって、橋本市のＤＸ

化、多分、来年の今頃また同じことを聞くと

思うんですけれども、そういった部分も考え

てもらってはどうかと思うんですけど、いか

がですか。

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。

○総合政策部長（井上稔章君）財源も確認し

ながら、外部人材の活用については検討して

まいりたいと、調査検討してまいりたいと思

っています。

○８番（田中博晃君）終わります。

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の一般質

問は終わりました。
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この際、４時５分まで休憩をいたします。

（午後３時54分 休憩）

（午後４時５分 再開）

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。

この際、議長より申し上げます。

本日の会議時間は、議事の都合により、あ

らかじめこれを延長いたします。

日程に従い、一般質問を行います。

順番７、９番 堀内君。

〔９番（堀内和久君）登壇〕

○９番（堀内和久君）よろしくお願います。

延長していただいて、ありがとうございま

す。管理者が来ていただいたので、多分、今

日来るなと思っておりました。構えておりま

した。ありがとうございます。

壇上から少し、二つほどお話しします。

12月議会なので、いつも流行語大賞の話を

するんですけど、今年はあんまり、大谷翔平

ですか、フィフティー・フィフティーとか、

あんまり、いい話より、献金であったりとか

ちょっとあんまりマイナスのイメージがある

ので、今年はこの流行語の話は控えさせてい

ただきたいと思います。

代わりにちょっと二つ、光が差した話があ

るんですけど、いつも、いつもと言うたらち

ょっと当局に語弊があるんですけど、たまに

市民から電話がかかってきて、「どこどこの担

当課のこんな人にこんな扱いを受けた、こう

なんじゃ」というふうに怒られることは事実

あります。市議会議員の皆さんも経験あるか

と思います。でも、中にはやっぱりすばらし

い職員もいらっしゃいます。橋本市は光っと

る職員はいらっしゃいます。

そんなんで、また怒られるのかなと思って

電話かかってきたのが２件。一つは、あえて

申し上げます、税、固定資産の係かな。割と

体の大きな、名前とかちょっと僕分からない

ですけど、すごく丁寧に接していただいて、

すごく、税の係といったら褒めることってあ

んまりないんです。ただ、対応がうれしかっ

たと。

基本、市役所に来る人というのは、何か聞

きに来るか、怒っとる人もたまにいらっしゃ

います。そんな中で、税の係でこれを聞いた

というのはすごい、すばらしい人材がおるん

だなと、僕の知らん人でおるんだなと。

もう一人は、この人すごく、電話がかかっ

てきた人がすごく感謝しとって、「伝えといて

くれ」まで言われたのでここで言うんですけ

ど、市民課、女性の若い方で、理解をするま

で長いこと時間をかけて膝を突き合わせて丁

寧に接してくれて、全てが解決したと電話が

かかってきて、怒られるのかなと思ったら、

もう神対応やったと。こういう職員がおった

ら橋本市どえらいええやろうというふうに。

だから、僕が言いたいのは、こういう人た

ちが同じ鎌で刈られないように、偉い部課長

の人らが人材を育ててくれとんやなという感

謝と同時に、誤解を招いとるところもあるの

で、足して２で割ってマイナスにならんよう

に、その辺はお願いしたいと思います。

すごいすばらしい意見で、私、全然関係な

いのに褒めてもらえた。ほんで「市長に伝え

ます」と言うたので、この場で申し上げまし

た。ちゃんとしたってください。平木さんの

缶バッチをあげてください。よろしくお願い

します。

ほんで質問なんですが、もう一つはちょっ

とつらい話なんですけど、皆さんは一般質問

というのはどうやって考えとるんかなと。私

は十数年やっとるんですけど、４年に１回の

選挙があって、自分のテーマ、マニフェスト

といったらちょっと大層な言い方なんですけ

ど、目標に向かって自分が提案していきたい
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こと、当局がやっていることに対して「んっ」

と思ったことに対してちょっと突っ込むよう

な話をたださせていただいたり、こういうこ

とをやったらどうやという提案をさせていた

だいたり、職員の方には大変お世話になって、

いろいろかんかんがくがくするんですけども。

一般質問というのはやっぱり、先ほど、す

り合わせというワードが出るんですけど、当

局の考えていること、手前どもが考えている

こと、これ考えとることと考えとることが違

うからすり合わせをするのであって、お互い

に橋本市がよくなるようにという思いの到達

点は同じなはずなんだけども、ちょっと歯車

がかみ合わない、理論が合わない、形が違う、

この辺でかんかんがくがくするので、それは

是々非々で、党とか派閥とか考え方もあろう

かと思うんですけども、それは答え、終わり

よければ全てよし、市民が最大の幸せを、市

長のマニフェストというんですか、最大の幸

福があれば僕はそれでいいと思うので、答え

は別にどっちでもいいんです。

ただ、そこのすり合わせの時点で、まさか

と思うんですけど、この一般質問というのは、

例えばゴーストライターがおったりとか、自

分の考えとることにやっぱり誇りとプライド

を持って私はやっています。こんなことあっ

てはいかんと思うんですけど、ないと思うん

ですけども、何かやっぱり自分のことを上げ

ていくという。粗削りな私ではありますが、

やっぱりこれをやるということは、市民から

４年間の１票ずつを貸していただいて、議決

権と調査権に基づいてこの場所に立っている

ということを改めて私は思いました。

ちょっときついことを言うんですけど、こ

れは私に誹謗中傷を言えるのは市民と、その

とき闘った当局の担当課だけです。議会事務

局とかは私のスタンスに言う法律義務はない

ということ、これはこの壇上で申し上げてお

きます。

それでは、通告に従いまして、二つの項目

を述べさせていただきます。

一つ目、市民病院の経営状況と改善策につ

いて。

令和５年度決算より、脱コロナから今日ま

での経営状況と問題点について伺います。ま

た、令和６年度半ばを経過し、概ね数年先の

数字的根拠も予測してしまう部分もあります

が、今回の全員協議会の説明での目標到達点

に対し、３年後の市民病院、６年後の市民病

院の在り方をお示しいただきたい。

二つ目、これちょっとタイトルは変わった

りしているんですけど、実質５回ぐらい質問

しています。５回目やと思います。旧学文路

中学校、私の卒業した学校ですけど、跡地利

用について。

過去数回質問していますし、水害の観点か

らも数回協議していますが、前進することが

感じられない状況で、橋本中央中学校設立か

ら今日に至るまでの経過と今後を伺います。

さらに、地域住民と区長から要望が出てい

ると思うんですけども、それに対してきちん

と議論と答えを出せているのかをお伺いいた

します。

明確な答弁よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の質問項

目１、市民病院の経営状況と改善策に対する

答弁を求めます。

病院事務局長。

〔病院事務局長（池之内正行君）登壇〕

○病院事務局長（池之内正行君）市民病院経

営状況と改善策についてお答えいたします。

新型コロナウイルス感染症の５類引下げ後

初めての決算となる令和５年度決算は、本年

10月18日開催の決算特別委員会においても報

告していますが、約９億円の赤字となってい

ます。
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令和５年度当初から当該感染症の５類引下

げ後、どのような経営方針で今後の病院経営

を進めていくのか、院内協議を重ね、まだ当

該感染症が完全に終息した状況ではありませ

んでしたが、当該感染症専用病棟として運用

していた５階西病棟を当該感染症が感染拡大

する前の病床運用に戻し、これまでのように

安心して治療ができる療養環境を整えるとい

う方針を病院として打ち出しました。

しかしながら、令和５年11月の全員協議会

においても報告したところですが、診療控え

等による影響で入院患者数が減少し、また、

短時間勤務等の看護師が増加したことにより

夜勤ができる看護師が不足し、看護師は一人

当たりの夜勤時間が月平均72時間以内を求め

られているため、この基準を満たさなければ

診療報酬における入院基本料が減算され、ま

た、この状況が続くと病院経営に大きな影響

を与えることから、やむを得ず１病棟（５階

西病棟）を一時的に休床し、他の病棟に看護

師を集約するに至りました。

その後も入院患者に減少が続き、前年度比

で延べ入院患者数が約5,000人減少、利用率が

７割以下に低下したため、令和５年11月に報

告させていただいた時点よりもさらに赤字幅

を拡大する結果となりました。

その後、入院患者もやや回復傾向の兆しが

見えてきましたが、現在もこの厳しい状況が

継続しており、令和６年度においても大幅な

赤字を見込んでいます。

次に、問題点についてですが、入院患者の

減少、看護師の不足が最大の要因です。なぜ

入院患者が増えないのか、なぜ看護師が不足

しているのか、その原因を掘り下げ、この二

つだけが原因ではありませんが、市民病院と

して様々な対策、取組みを行い、収益改善に

取り組んでいます。

特に看護師確保については、離職防止も含

め、看護部において精力的な取組みの企画が

出されるなど、少しずつではありますが、そ

の効果は着実に出てきていると実感していま

す。

目標到達点については、令和６年６月28日

に開催の全員協議会において説明しましたと

おり、現在の急性期一般入院料４、10対１看

護配置基準から急性期一般入院料１、７対１

看護配置基準への移行をめざし、その他の病

棟運用も含め、万一、看護師が必要人数確保

できなかった場合の病床運用の案も含め、最

終的には令和７年２月当初には病院の政策決

定をしていく必要があると考えています。

３年後、６年後の市民病院の在り方につい

ては、市民病院として現時点での目標をしっ

かりと達成し、まずは現在の経営状態を立て

直し、持続可能な医療提供体制を確保するこ

とにあります。その上で、地域から求められ

る医療を今後も安定して提供していくことが

市民病院の役割であると考えています。

もちろん、病院経営は理想を述べるだけで

は成り立ちません。今後も引き続き、市・県

とも協議し、これからの超高齢化社会と生産

労働人口の減少に対し、いかに医療に対する

需要と供給のバランスを図り、かつ、物価高

騰、人件費高騰の対策と併せ、持続可能な医

療提供体制の実現をめざしていくのか検討し

ていきたいと考えていますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。

９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）前議会でも病院に質問

はあったので、まあまあと思ったんですけど、

やっぱり、同僚の同じ会派の議員みたいに理

にかなった話もできないし、数字の計算も私

できないし、結局は情の部分で質問しとると

ころは、出来の悪い議員なのでお許しいただ
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きたいと思います。

また、管理者まで出てきていただいて、大

変恐縮です。ありがとうございます。本気度

を感じております。

ただ、やっぱり敵ではないので、私、突っ

込んで病院をどないかしたろうとか、おまえ

ら、これおかしいやないかとか、そういうこ

とで質問しとるのでは今回ないんです。教育

委員会とは違うんです。だから、そこは誤解

のないように。

ちょっといきなり厳しいことを言うんです

けど、日々のやっぱり命の現場で尽力してい

ただいていることはすごく感謝しています。

結論から言います。答弁はすばらしいもので

本気度を感じるんですが、やっぱり次のビジ

ョンと目標設定というのをぱっと示せないと

いうのは、やっぱりちょっとどうなのかなと

思う。だから、そこに令和７年、８年、９年、

10年と、また10億円ぐらい赤字が行くんやろ

なというふうに思ってしまったのは私だけな

んでしょうかというのなんです。そこについ

てはいかがですか。

○議長（森下伸吾君）病院事業管理者。

○病院事業管理者（古川健一君）堀内議員か

ら橋本市民病院の経営状況に関する質問を頂

きました。

お答えするに先に先立ちまして、橋本市民

病院の経営について、市民の皆さま、議員の

皆さまに多大なご心配をおかけしていること、

深くおわび申し上げます。橋本市民病院は職

員一同、この病院の危機的な状況を共有し、

収益増加、費用削減に向かって、今、努力し

ているところです。よろしくご理解のほどお

願いしたいと思います。

答弁については、事務局長のほうから答弁

させます。

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしですけども、次のビジョン、３年後、

６年後というところのお話ですが、今現在、

来年度、令和７年度の事業計画を策定してい

るところでございます。それと併せまして、

次の３月議会文教厚生委員会におきまして、

経営強化プランの見直した分と併せましてそ

の部分を報告させていただきたいと思います。

内容につきましては、今、策定しています

強化プランのような内容ではなくて、本当に

厳しい内容になってこようかとは思いますが、

そういったところで説明させていただいた中

で、ご支援を賜りたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）どうも。おっしゃると

おりで、経営プラン、どんな数字が来るのか、

期待じゃなくて、もう真摯に受け止めようと

思っています。

だから、市長も前におっしゃったと思うん

ですけど、市民病院はやっぱりなくてはなら

ない、潰せない、置いとかなあかんとこやと

いうことと、アキレス腱が切れるまでどこま

で行くんか、そこが生命線になろうかと僕は

個人的に思うのは、私らというのは、やっぱ

り政治に携わらせてもろとる者というのは、

４年任期なので、次の人、次の人というのが

また誰かが出て誰かが入ってくる。

職員もまた３年ぐらいで退職者、部長が入

れ替わりってあるので、なかなか継続という

のはなかなか、思いの理念を次の人に渡すと

いうのはなかなか難しいのかなと思うんです

けど、病院で働く人たちをファーストに考え

たときに、当然、病院なので患者さんファー

スト、税金投入しとるんで市民ファーストに

なるんですけども、逆の観点からいえば、そ

こで働いとる人がそこでご飯食べていくため

に、就職をしてくれた人。勤めてくれとる人

の観点でいうと、これもまた潰せない。会社
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として潰せない、企業会計として。

ほんで問うていくんですけど、何というん

ですか、数字で表せない、表すことのできな

い改革、私は情の部分で訴えるんですけど、

ちょっと何というんか、医業収益確保とか治

療のポイントというのに今まで着目してきて、

医事課長なんかもすごく優秀やし、いろんな

ことを議論してきて、やれることはもう現場

の人たちは大分やっとると思うんです。

そこから医業収益を上げて何かを切り詰め

てと、もう言うたら悪いですけど、限界のと

ころに来とるでしょう。これ以上することひ

ょっとしたらないんちゃうんかなというぐら

い頑張ってくれとるのは一定の理解をしとる。

ただ、私言いたいのは、何というんですか、

今回、文教厚生建設委員会で視察に行きまし

たよね。事務局長がついててくれて。あれを

感じて、市民病院と、事務局長のレベルとか

事務局長の能力というのはうちは負けてない

と思うんです。よいしょしとるわけじゃない

んです。ここに本市民病院の欠陥しとる部分

のヒントがあるのではないのかなというのを

私は感じたんです。局長、いかがですか。

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。

○病院事務局長（池之内正行君）春日井市民

病院のほうに訪問させていただきまして、率

直に私感じたところですけども、事務局の人

数的にいきますと、たしか春日井市民病院は

40名余りだったかと思います。当院は正職員

で二十四、五名というふうなところで体制を

組んでおるところですが、局長に関しては、

春日井市民病院の局長というのは本当にすば

らしい方だったと私自身も感じておるところ

です。

その中で、今回、行政視察のほうに私、随

行させていただいた一つの理由といたしまし

て、これは今後、事務局職員のほうにもしっ

かりと伝えていきたいというふうには思って

おるわけなんですが、どうしても役所の中で

仕事をしておりますと定期的に異動がござい

ます。その中で仕事に対して自分に対してリ

セットして、新たに仕事に向き合って、市民

のためにサービスを提供していくということ

ができるわけなんですが、病院の中でいいま

すと、なかなかこれが、異動というのが少な

い状況にございます。

そうすると、そういった判断基準というの

が自分中心になってしまうということで、今

回、私、随行に同席させていただいたという

のも、常に私自身が今どの立ち位置にいるの

か、病院のほうに勤務させていただいて13年

目になりますが、常にやはりモチベーション

を保ちながら、患者さんのために、市民のた

めにどうやって医療サービスを提供していく

のかということを考え続けていくことが必要

だというふうに考えております。

そういったところを同じように事務局の職

員にも学んでいただきたいというところで、

来年、和歌山県で大きな学会がございます。

そこに事務局職員として学会発表をするよう

にということで指示のほうを出しておるとこ

ろでございます。そうすることによって、ほ

かの病院で、ほかの職員がどんな考えを持っ

て病院経営をやっているのかということがや

はり分かってくるようになります。

もう本当に病院の中でいると、病院のこと

だけしか、橋本市民病院のことだけしか分か

らなくなってくるので、そうではなくて、や

はり外に出ていった中でいろんなものを見て、

いろんなことを感じて、いろんなことを考え

ていただきたいと、そういうふうな場を今後

しっかりと提供しながら職員育成のほうに努

めていきたいなというふうに思いました。

春日井市民病院の局長の説明がありました。

私はあの局長を拝見させていただいて、恐ら

くその下で働く職員はすばらしい職員なんだ
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ろうなというふうに思いましたので、そうい

ったところで、今後、まだまだのところはあ

りますが、しっかりそういったところで職員

教育のほうをやっていきたいというふうに、

この間の視察では感じたところでございます。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）言いにくいことを言わ

せてすみません。ありがとうございます。十

二分に、90％感じていただいておるなと思い

ます。同僚議員の皆さんも、何というんです

か、病院の説明というよりどっちかといった

ら笑いのセンスのほうがありましたよね、向

こうの事務局長。

まさしくそこなんですよね。こんな、議場

で笑いとか言うたらあかんのかもしれないで

すけど、管理者もやっぱりお医者さまですば

らしい方でいらっしゃいます。市民病院で働

く方も優秀な、事務的に優秀な方やと思うん

です。

私、いつも市民病院に行って思うことがあ

ります。上下水道部とは真逆なんですね。言

いたいことは何かというと、やっぱり明るい

んです。上下水道部は職員じゃなくて委託先

がすばらしいということで。職員もすばらし

いんですよ。だから、そういった意味で、そ

れで連鎖で上下水道部もみんな明るくなって

きとるんでいいことやと思うんです。

逆ですよね。市民病院も企業会計で、医業

なのであれなんですけど、職員と委託、市民

病院の社員と委託業者と三つ四つ連携しとる

と思うんですけど、ここの絆というんかな、

暗いですね。プラスの連鎖って働かないんで

すよね。上下水道部はたまたま明るい、いい

会社が来てくれて、その連鎖で上下水道部、

部長もすばらしい方でいらっしゃいますし、

前任も前々任もすばらしい上下水道部長やっ

て明るかった。

でも、市民病院に、何というんですか、医

療に来とるところに明るさなんか必要ないよ

と言われたらそれまでなんですけど、私の道

徳と理念に基づくと、いろんな病院に今まで

かかってきました。自分、入院したこともあ

ります。やっぱり職員同士が明るい。市の職

員にも言えることやと思うんです。もうハラ

スメントすれすれで、厳しいことを言うて健

全化じゃなくて。

教育委員会にも言えることなんですよ。や

っぱりチーム橋本市、平木哲朗市長のチーム

橋本というのが、やっぱり明るく楽しく仕事

ができて、黒字であらなあかんので、地方公

共団体なので黒字で決算を打たなあかんので

すけども、職員同士の絆とか横のつながり、

飲みニケーションとか、コロナでできなかっ

た部分はあるんですけど、この部分が市民病

院に一番欠けとるのではないかなと。

管理者も誠実過ぎる。病院事務局長、誠実、

厳し過ぎるのではないかなと。指導するんや

じゃなくて、そこが唯一、橋本市民病院が劣

っているところなのではないかなと思うんで

すけど、いかがでしょうか。

○議長（森下伸吾君）病院事務局長。

○病院事務局長（池之内正行君）ただ今のお

ただしでですけども、確かにコミュニケーシ

ョンというところでは、コロナを境にといい

ますか、飲みニケーション、そういったとこ

ろでの親睦を深める場というのが昔に比べて

非常に少なくなったかなというふうに、そこ

の部分はすごく感じているところではござい

ます。

そういった中で、なかなか仕事以外のこと

で職員のほうと話する機会が少なくなったな

というところで、そこを何とか改善していか

ないといけないというふうには私自身も深く

反省しているところではございますが、市民

病院、３月に入りますと退職される方を送り

出すイベントとして送別会を大きくやってい



－74－

く予定ではおります。

そういった中で、日頃あまり話せていない

ことをお酒を飲みながら、飲まれない方に関

しましても、ざっくばらんにいろんなことを

お話ししていただけるような環境づくりをし

ていきたいなというふうに考えております。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）感情論のところは最後

にするんですけど、そこの職員同士の絆とい

うのはやっぱりどうしても感じる。やっぱり

ちょっと、局長、優秀やから真面目過ぎるん

ですよ。僕としゃべるとき結構面白いのに、

そういう、何というんかな、厳しさと面白さ

をうまいこと兼ね合わせて、自分の下を育て

ていくというのも一つのこういうガス抜きに

なるのかなと。

病院は切り詰めとると思うんです。そうい

う点では、上下水道部とか消防とか、もう客

観的に見るとすごいなと。最近は財政なんか

もすごいコミュニケーション取れてるなと、

そういうのを思うんです。だから、そこがま

ずやっぱり絆になるものかなと。

厳しいことを言うんですけど、事務局長は

じめ、やっぱり優秀な職員が多いんですけど、

今までは事務局長、市の職員。市の職員が何

名か出向しています。もうあなた方は立派な

方なんやから、市民病院に取られやんと帰し

てくれよと。つい最近も、かわいらしいとい

うか、いい職員、明るい職員が取られたとい

うイメージを持っとるんです。

片やどこかの、一般質問したら年度途中で

は替えれれへんとか当局は言うといて、市民

病院やったら行くんやと。あれ、ちょっとお

かしいなと、ずっとちょっと被害妄想が入っ

とったんですけど、それはそれで置いておい

て、逆に、春日井の病院を見たときに、局長

の明るさ、チームワーク、逆に市の職員がも

う８人も９人もそっちへ行っとるんです、入

れ替わり立ち替わりで。ほな人事交流ができ

とるんです。これは逆のパターンで、僕の概

念にはなかったんです。

だから、市民病院は市民病院のことでけじ

めつけろよというような今までのイメージが、

みんなで、どうせ赤字出したら、こっちの財

政課長が補填するんです、市長の命を受けて。

ここなんですよね。だったら、もっと人事交

流して。

市民病院の職員を減らせと言うとるんちゃ

うんですよ。いずれ退職の機にちょっと枠を

どないかして、こっちの職員を増やすことが

仮にできるのであれば、こっちに市の職員が

５人、６人、７人と、定年組じゃなくて。そ

ういうのもありなのかなと。片や部署で民間

委託できるところも探せばあると思う。だか

ら、今までの固定概念、こうやって駄目だっ

たら逆のほうへ行ってみようという発想も。

今回、僕が一番勉強になったのは、やはり

その絆的なところと、市の職員との人事交流

がある。前は税務課やった、前は職員課やっ

たとか、たしかそんなふうに言うとったと思

います。だからそれを、難しく考えらんと、

明るくまねてみたらどうですか。数字に表れ

てくると思いますよ。

みんなでちょっとずつ改善策を、現場職員

でしか見えない、何というんかな、細かいお

金の積み上げというか、もったいない、これ

を彼らに任すしか、てっぺんの２人が言うて

も厳しいだけなんです。だから、そういった

ことで何とかこの９億円、10億円を、６億円、

５億円ぐらいに赤字を改善したら、市長が守

ってくれるんとちゃうんですか、交付金で可

能な範囲内。財政課長は優秀やし。

これ、ちょっと話が変わるんですけど、財

政課長の名前、僕が勝手に出したんですけど、

９億円、10億円ってこれいったときに、令和

７年、８年、９年と、これどこまで耐えられ
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ますか。

○議長（森下伸吾君）財政課長。

○財政課長（三嶋信史君）橋本市民病院につ

いては、総務省の繰出基準に基づいて、一般

会計から毎年、今年度も約９億円繰り出して

います。

今のは経営健全化というふうな趣旨かと思

うんですけど、経営健全化を目的とした基準

外の繰り出しというのはこれまでも行ってい

ませんでして、そういったことをするという

のは難しいのかなと考えています。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）分かるんですけど、７

年、８年耐えたってくれるんですね、そした

ら。というふうな感じで聞いておきます。ア

ドリブやったと思うので申し訳ないです。

ただ、やっぱり実際は、市民の税金を繰り

入れてもいいお金と、どうしてもやっぱり補

填に回す、本来、市民サービスせなあかんお

金というのがやっぱり色分け、いつかはどこ

かで出てくると思うんです。

だから、そこに来る前に、今のうちにお話

ししましょうという話で、市民病院だけで抱

えずに、我々議会も共有して、勝手に走られ

ても困るけど、議会議員、議長を筆頭に18人

の議員と対話して、市長を筆頭に当局、財政

部局は厳しい、でも、こうやってみんなで対

話して乗り切ろうじゃありませんかというよ

うな話をするのが市民病院と市長と議長の間

の話であるべきやと僕は考えているんです。

だから、一度、打てば響くでそういうふう

に考え方をちょっと柔らかくシフトチェンジ

していったら、何かしら見えてくる隙間、景

色ってあるんじゃないかなと。難し過ぎるん

ですよ、今まで。60億円、70億円と使うとっ

たら。

だから、失礼ながら決算で思ったのが、あ

っせん委託料ですか、１億2,000万円かかっと

って、機構改革して職員課がどうの広報部が

どうの医事課がどうのと言うとって、即答で

きへんとか、もうこんなんになれへんために

は、厳しく指導するじゃないんです。

だから、池之内局長をお支えする課長級、

補佐級の人たちが明るく楽しく仕事できる環

境になったら、勝手に後ろからぴっと紙が出

てくるんちゃうんですか。そういうふうな形

を、ピラミッドの上の人が受皿の仕事をちゃ

んとしてあげたら。

市民病院はこの間からお世話になったんで

すけど、もう財政とか赤字の話はもうしませ

ん。すばらしい中堅、若手のドクターがいら

っしゃいます、神対応で。命を救う現場にふ

さわしい職員が、あそこにはおるんですよ。

僕、結構、内部調査しとるんです。看護師、

どうやとか聞きに行ったり、医師にどうやと

か聞きに行っとるんです、スパイのように。

でも、いい人いっぱいおるんです。その人ら

を、働く職場を守るという観点から、これか

ら変えていこうじゃないですかという。だか

ら、協力し合いましょうという話。

これ以上はもう、厳しい意見も考えとった

んですけど、今日は何か、管理者が来てくれ

たのでちょっと言いにくくなったので、最後

に管理者のお言葉を頂いて、25分、教育委員

会に残したいので、答弁くれたら終わります。

○議長（森下伸吾君）病院事業管理者。

○病院事業管理者（古川健一君）議員から温

かいお言葉を頂きまして、ありがとうござい

ます。僕も橋本市民病院に赴任してもう20年

になります。当初は離れたところへ来て慣れ

ないところがありましたけれども、やっぱり

20年おると、橋本市民病院愛はやっぱり生ま

れてきています。

この市民病院はやっぱりよその病院に比べ

て遜色ない。本当に医師は優秀やし、スタッ

フも本当に優秀、優しい。事務局もしっかり
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して、こんなすごい病院は僕はないと思って

います。だから、可能性は十分あると僕は思

っています。

病院の経営が低迷している原因は、まず医

業収入が減っていること。その原因は手術件

数が減っているということと、延べ入院患者

が減っているという、その二点につきます。

だから、それに対する対策を打っていく。こ

れはこつこつやっていくしかないですけれど

も、やって手術件数を増やしていって、延べ

入院患者数を増やしていって、できるだけ市

に負担をかけないように僕たちでいろいろ努

力をしていくと、もうそのつもりでおります。

またこれからも議員の皆さんにはいろんな

意見を頂くことになると思います。これから

もご指導のほどよろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、旧

学文路中学校跡地利用と周辺整備について、

ナンバー５に対する答弁を求めます。

教育部長。

〔教育部長（岡 一行君）登壇〕

○教育部長（岡 一行君）旧学文路中学校跡

地利用と周辺整備についてお答えします。

旧学文路中学校跡地については、橋本中央

中学校の開校後、令和元年４月に公私連携に

よる民設民営の学文路さつきこども園が開園

し、その年の９月には新しい学文路地区公民

館が開館しました。

旧中学校体育館であった現在の学文路東体

育館は、社会体育施設、地震災害等の防災拠

点として位置づけています。また、グラウン

ド西側の旧自転車置場とブロック塀は、一部

を撤去してネットフェンスを設置しています。

周辺整備については、浸水対策としまして、

令和２年度から水路の整備を順次進めていま

す。

旧学文路中学校グラウンド等の跡地につい

ては、新しい地域交流と生涯学習の中心的な

エリアと考えており、令和４年２月には地元

区長会からも要望を頂いています。主な要望

内容として、休憩所、遊具、屋外トイレの設

置、グラウンド西側の市道拡幅及び排水路の

整備、グラウンドの土壌改良、防球ネット等

の撤去があります。

これを受けて、教育委員会は建設部局と要

望内容について協議しており、その進捗状況

を令和５年９月の地元区長会、令和６年５月

に地区区長会長に報告していますが、現在も

計画化に向けて内部協議、検討を図っていま

す。

旧学文路中学校跡地利用と周辺整備につい

ては、令和７年度に財源の確保や関係者との

調整を進め、令和８年度からの事業化をめざ

したいと考えています。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。

９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

いつもの堀内に戻ります。結論から申し上

げますけど、これさっき答弁を聞いとったら、

区長会には地区区長会長を通して何らかの返

事しとるみたいなことを言うけど、一般質問

４回も５回もしとる私には一言もないんかい

という話ですよね。そこについては答弁は結

構です。

中学校統廃合からのスタートというのが一

定の基準やと思うんです。学文路中学校を西

部とひっつけて、そこに空いた校舎をどうし

ていくかということで跡地利用委員会とかい

ろんなことが始まって、かんかんがくがくや

ってきて、市長に感謝しとる部分は公私連携

のこども園を作ってくれたということ、これ

はもうどえらい感謝しとる。ほんで、地域の

要望である公民館ができとる。ちょっと小さ

いけどなと思うんですけど、それはそれでい
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いでしょう。

この統廃合からのスタートやと思うんです

けど、平成29年の決算ぐらいからお金という

のが、これ当時、こども課から出とるんです

よね。こども課から出とるやつを、ちょっと

コンパクトに、１期生の議員も２期生の議員

も知らんことなので、ちょっとコンパクトに

この経緯を。学文路中学校建て替え、ほんで、

こども課の予算を何で使っとるかという簡単

な経緯だけ、金額はざっくりでいいので、ち

ょっと説明したってもらえますか。僕にも説

明ください。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）まず、予算の

ご質問がありましたので、その点から説明さ

せていただきます。

予算については、市から法人に、その当時、

（仮称）学文路こども園の施設整備費補助金

を支出しており、当該整備に係る費用という

のが平成29年度に１億5,271万1,000円の予算

を計上し、そのうち１億1,271万1,000円を平

成30年度に繰り越した上で、工事の完了精算

後に支払った金額として7,796万9,000円、こ

のように予算を計上しております。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）これちょっと最初に、

冒頭で議事録に残しておきたかったので、ほ

かのところを聞いていきます。

最後の答弁のほうに先に行くんですけど、

令和８年をめざすと言いましたけど、教育委

員会って何でも急ピッチで何でも早めて、議

会の意見も振り切って自分の事業をしていく

のに、なぜその答弁になるんですか。令和８

年に完成してくれないんですか。お願いしま

す。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）グラウンド跡地に

つきましては、周辺整備と一体ということで

内部で協議を行っております。その中で、目

標として令和７年度から設計等に取りかかっ

ていきたかったんですけども、調整等が大分

残っておりましたので、７年度につきまして

はその調整業務に入りたい、そして、目標と

して８年度から計画のほうに置きたいという

ふうに考えております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）この案件は、議論して

どうのと今言うてますけど、令和７年に議論

して令和８年をめざす、令和８年の約束はで

きないと。ほな、令和６年は何しとったんよ

という話のもっともっと前に、平成29年とい

うことは平成27年、28年、ちょうど和歌山国

体があったぐらいのときから統廃合の話があ

り、高野山1,200年祭があり、あのときは何か

と忙しかった。おもてなしトイレもできて、

何かとハードのお金が出た。

このときに、こういう形になるというビジ

ョン、工程表を描いとったはずやのに、そこ

から６月２日の災害が２回も来とって、あそ

こはもともと貯水場やって、僕、何回も一般

質問してますよね。そこから何年の時間が流

れとんやという話なんです。10年の歴史、こ

ども園計画、幼保一元化整備計画とちゃうん

ですよ。こういうときに、年に何回議論した

んですか、この10年間で。議事録ないんです

か。端的に答えてください。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）協議した経緯につ

きましては、残せる部分は残しております。

回数につきましては、年度によって変わりま

すが、数回ということで、今、回数について

は申し上げられません。

以上です。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）数回と言うんやったら、
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最低、年に一、二回はやっとるということで、

10年に一、二回やっとって、人事異動して引

継ぎして、ほんでこの程度の答弁ですか。適

正規模・適正配置やったら早いのに、それは

すみません、通告からずれるので、失礼しま

した。ただの嫌みです。

解体、新公民館、公私連携こども園、駐車

場整備、この辺、土の広場、これ土を入れる

話をさせていただきたいんですけど、どんな

タイムスケジュールやったんかなという話な

んです、当時。

ここで、見ていただきたい写真があるんで

す。議長のお許しを頂いたので、写真のほう

をお願いいたします。あんまり私、写真とか、

久しぶりなんですけど。

これが２年前の水害。６月２日、２回目の

ほうかな。これの水害です。これが盛っとる

土の部分です。道路を入って。失礼、こっち

からですね、すみません。車はちゃんと、ワ

イパーは動いてますけど、車を止めて写真撮

っています。シートベルトもしています。

ここから門を入って、こうですか、右側が。

これがこども園の駐車場と、こども園の遊ぶ

ところです。結構えぐいでしょう。これ貯水

場やったのに、土を入れるからこんだけ水か

さが上がるんです。

これがこども園の職員駐車場です。私、中

学校は野球部やったので、この辺にファース

トベースがあったんです。

これが、私の守ったホームベースがこの辺

にあるんです。

この壁、バックネットの壁があって、三塁

側、駐輪場。三塁側の水がこれもう漏れてい

ます。

このブロック塀がさっき答弁したところで

す。当時、子どもがブロック塀で倒れて亡く

なった。地方自治体は一斉にブロック塀の補

助金を出してカットにかかったんですよね。

でも、全部どければいいのに、３段残っとる

んですよね。これ何でやろうという話。水が

漏れるから残したんでしょう。これもおかし

いんです。過去の答弁と整合性が取れない。

ほんで、このフェンスつけると。このフェ

ンス、何に要るんですか。これ税金の無駄遣

いでしょう。思いませんか。

ちょっと見えますけど、土のう。最初は１

段やったけど、だんだん土のうが増えてきて、

ほんで、水がオーバーフローして、ここから

あふれてきとる。水かさ分かりますか。漏れ

ていますよね。お風呂の、私が入ったら。が

ーっと漏れるみたいなもので。

ほんで、両サイドです。あふれていますよ

ね。

ほんで、これは晴れとるときです。ほな、

このＵ字溝中というのはこれ機能しとるんで

すか。この駐輪場の、何というのか、鉄板が

入っとる小さいのと違うて、この上の草とこ

の間、このＵ字溝というのはこのブロック塀

より低いでしょう。これ機能しとるんですか。

これは当時のこども課なのか、今、健康福

祉部長は何も悪いんじゃないですよ。当時の

こども課なのか、公民館なのか、学校教育課

なのか、教育総務課なのか、市民からしたら

市役所なんです、地元からしたら。

これ、私の母校をこんなふうにしておいて、

どういう目的でこの土を入れたんですか。お

答えいただけますか。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）お答えいたします。

令和元年６月議会の前部長の答弁にもある

んですけども、こども園が当初、建設される

際の地元説明会で、教育委員会も同席をいた

しました。その際に近隣住民の方から、臨時

的にも排水をグラウンドから直接道路側、市

道側に流れないようにというご要望がありま

して、ある程度グラウンド内に傾斜をつけて
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グラウンドの西側から東側に雨水が流れるよ

うに、また、一旦、西側のグラウンドのほう

に流れる雨水についてはＵ字溝を入れて、そ

れをまたさらに、東西に走っております排水

工からぐるっと迂回する形で従来の排水工に

流す計画を進めたと回答させていただきまし

た。

この学文路こども園計画を教育委員会も同

席して説明をしたときに、地元の方から賛同

を頂こうと思えば、やはりグラウンド内の雨

水が家の側にあふれてくる、そこをやはり何

らかの改善をしたいというのがありましたの

で、当時、教育委員会のほうで予算を持って

おりませんでしたので、こども園と新しい学

文路地区公民館を合同施工する形で、予算と

してはこども課の分をお世話いただいて、グ

ラウンドの水を西側に流れないように傾斜を

つけさせていただくために土を入れたという

次第でございます。

ただ、そのあふれる部分についてはＵ字溝

で拾いたかったというのが正直なところです。

以上です。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）あふれるところはＵ字

溝で拾いたかったということは、この工事は

失敗やったというふうに聞こえるんです。

そのこども課、つい最近も経済推進部と教

育委員会で、黒河道のマップ、部の垣根を越

えて、お金を足してできへんかという議論を

ちょっと最近したんですけども、難しいみた

いで、こういうのはいけるんですね。

こども課、健康福祉部のお金を流用して、

年度をまたいで、ほんでここを入れて、ほん

で土を入れて、傾斜を造って、ほんなら、地

域住民から西側にちょっとでも流れてけえへ

んように、前よりもよくなるお願いを聞いた

結果、現在は前よりよくなっとるんですか。

お答えください。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）土を入れたことで

応急的な排水対策は講じられたと思いますが、

令和元年６月議会の前建設部長の答弁で、こ

の施工に関しては決して望ましい施工ではな

かったとあるように、最善策ではなかったと

認識しております。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）そうしたら税金の無駄

遣いしたんですね。ということですね。

建設部長にお伺いいたします。

前建設部長の答弁と、いろいろすり合わせ

で話をしたことなので、議事録上に残っとる

残ってないはあると思うんですけども、割と

はっきりした、いかつい部長やったので、し

っかり答弁と話をしてくれとるんですけど、

さっきの写真見てくれたと思うんですけど、

こんなＵ字溝、必要ないと思うんです。

ほな今度、緊急防災・減災事業債を使うて、

周辺の大谷川へちょっとでも行くようにと、

周りのところを数年前から、お金あるないに

かかわらず、こつこつやってくれていますよ

ね。ほんで、ここ数年止まっていますよね。

ほんなら、教育委員会と連携して、そのＵ

字溝が間に合えへんと前建設部長が言うとっ

て、税金の無駄遣いしたんやったら、税金で

カバーして、早く排水路を造ったらなあかん

のと違うんですか。なぜ、この数年止まっと

るんですか。お答えください。

○議長（森下伸吾君）建設部長。

○建設部長（西前克彦君）お答えします。

グラウンドの西側にある道路が市道清水南

馬場線というんですけど、グラウンドの南西

から国道370号にかけての水路改修について

は、実施に向けて地元調整に入った経緯がご

ざいます。

そのときに関係者との協議がその時点では

まとまらなかったこともあり、当該区域の排
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水の改善のために、ちょっと区域はずれとる

んですが、下流の排水能力の低い箇所や当該

区域へ流入する雨水を減少するための水路工

事を、令和２年と令和３年、令和４年、令和

５年も実施しております。

令和６年は市の内部の協議が整わず実施は

いたしませんでしたが、令和７年も実施する

箇所を予定しております。

以上となります。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）こつこつ来とるのは小

さい工事です。令和６年に止まったところと

いうのは大きいところでしょう、はっきり言

うて。最後の仕上げみたいなところ。そこか

らまだ西へ向いて排水を逃がさなあかんとい

う、この軸的な工事のところが止まっとると

いう解釈なんです。

だから、当時の建設部長でいうたら、答弁

を書いとる人、すなわち都市整備課長に当た

るのは現建設部長じゃないんですか。その辺

が、協議、協議とあなた方は言いますけど、

信憑性がないんです。緊急防災・減災事業債

は終わっちゃいますよ、国土強靱化。

財政難なんですよ。ちょっとでも軽減して、

歳入確保に市長が尽力しとるんやったら、最

大限の努力して、安価で市長に上げたらええ

んちゃうんですか。その辺が言葉が出てこな

い。悔しい。

橋本市内、全部地元、18人の議員がそれぞ

れ張りついとる、それなりの思いのある場所

というのはそれぞれあります。私は特にここ

に関しては、中学校がなくなるのも悲しかっ

たけど、野球部も９人そろえへんし、もう中

学校が１クラスになったらかわいそうやなと。

いずれは橋本中学校へ行くんやろなと。苦渋

の決断です。

自分の母校がなくなるって、それぞれみん

なあると思うんですけど、少子化やから仕方

ない。仕方ない現実を受けとんやったら、も

っとデリケートに、もっと真剣にやれよとい

う話なんです。ほんで税金の無駄遣い。

後で怒られるのであれなんですけど、言葉

が、要らん言葉を言うとまた怒られるんです

けど、もうちょっと市民の税金を大事に使う。

考えてみてください。自分の家が、自分が

施主で、注文した工事と違うようにされたら、

金払うんですか。その辺をもうちょっと考え

れと言うとるんです。

建設部長にもう一個だけ聞いておきたいの

が、これ令和７年という言葉が出たんやけど、

もうほんまに起債のタイミングあろうがなか

ろうが、どんな補助金があるのかないのか、

それは市単でやれとはさすがに僕も言えませ

ん。財政難なのは分かっとるし、ほかのとこ

ろもいっぱいいろんなところがあるのは分か

っているから。

これ起債とか補助金が可能であれば、これ

早急にちゃんと建設部で責任持って、水路と

いうのはちゃんと、教育委員会のケツ叩いて

やってくれるんですか。いかがですか。

○議長（森下伸吾君）建設部長。

○建設部長（西前克彦君）水路の排水の整備

というのは必要と感じております。それは以

前、令和４年の一般質問の回答でもご回答さ

せていただいておるところですが、今回の整

備につきましては令和７年度で関係の調整、

関係といいますと関係区長、近隣の住民、土

地の所有者、もし拡幅となりますと国道370

号との交差点協議等も必要になりますし、警

察との協議も必要になりますので、そういっ

たところの調整を行った上、令和８年度の事

業化をめざすというところでございます。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）もう、きついことを言

うてすみません。もう頼りにしていますので、

よろしくお願いします。助けたってください。
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もう次いつ危機管理監が忙しいなるか分から

へん状況が毎年来るんですから、よろしくお

願いします。

排水がしっかりしていれば、やっぱり大分、

陳情に行ってくれて、国土交通省へ行ってく

れて、紀の川の底を下げるということをやっ

たこととリンクできるんです。その辺がやっ

ていなかったら、途中で血管が詰まっとるの

と一緒なんですから、その辺は建設部が責任

を持ってやっていただきたい。

教育に戻ります。

この水はけの悪い話とか、税金の無駄遣い

を認めたわけなんですけど、別にそんなん、

俺は別にどっちゃでもいいんですけども、水

はけが悪いというのは今度、入れた土の話、

土の色ですね。これ土というのは、僕らは、

当時、テニスコートと野球部のグラウンドが

あって、砂利があって層になっていますよね、

グラウンドというのは。ほんでこれ、真砂土

の一番ベストな状態で、さらに良好な土を入

れとるんですよね。同じ土を入れるんやった

ら、何でもうちょっとちゃんと掘って砂利と

か層をやってくれへんだんかなと。

このコロナの間に、それを払拭するために

芝生を植えようよとか桜を植えようよとかい

ろんな話をしたけど、打っても響けへんだ。

ほんで今日に至っとる。これってどうしても

納得いけへんのです。

教育委員会って何、適正規模・適正配置っ

てそんなに大事なんですか。そんなに、何と

いうんかな、私の意見とか議論とかに耳を傾

けるのが嫌なんですか、というふうに思われ

ますよ。

何やっとるんですか。統廃合したら跡地利

用というのはちゃんと責任を持ってやってく

ださいよ。いかがですか。この土の質のこと

について、いかがですか、ちゃんとした土が

入っとるんですか。

○議長（森下伸吾君）健康福祉部長。

○健康福祉部長（久保雅裕君）土の件につき

まして報告させていただきます。

こども園の整備における法人からの報告で

は、土のほうは600立方メートルということに

なっておりまして、そこについては、当時の

こども課長と、それから生涯学習課長の立会

いの下で確認をしております。

以上です。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）すみません、健康福祉

部長、入ってきたらやけどするので入ってこ

ないでください。

土の質がいいのは分かっとるんです。土の

層の話なんです。ちゃんと、そんな変なガラ

が入っとるとか言うてないんです。表面の土

の層を取って、ちゃんとそういう層にしてあ

るのかということを言うとるんです。

お答えできますか、それ。やけどしません

か。どうですか。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）議員おっしゃると

おりで、当時のグラウンドの表面はすいてお

りません。真砂土を転圧をかけて整地させて

いただいている次第でございます。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）ほんで、その結果、水

はけの悪いワカメになるんです。ほんなら西

に流れないように流れないようと言うけど、

Ｕ字溝もあかんと。ほんなら、建設部と教育

委員会、当時の建設部長と当時の教育部長は

どんな議論をしたんよという話なんです、税

金を投入するのに。

だから、反省をまずしてくれと。責任を取

れと言うてないです。取れれへんでしょう。

結局、市長にごめんなさいと言うてもうて終

わりなんやから。後をどうするかという議論

を今日詰めたいんです。
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伺うんですけど、私が土の検査をさせてく

れと頭を下げに行ったですよね、中央公民館

に。ほんで、半年ぐらい待たされて、返って

きた答えが「検査したら駄目や」という教育

委員会。

これ市民の財産でしょう。私ら調査権ある

んでしょう。なぜ拒んだんですかという話が

さっきの答弁になるんですよね。隠すとかも

具合悪い。教育委員会ってどないなっとるん

ですか。

質問しとる側がしんどい。そんなはずじゃ

ないでしょう。個々の能力はみんな高いし、

いい人おるのに、何でこんな歯車になるんで

すか。一つうそを言うたら、ずっとこうなっ

ていくということです。責任は問いませんけ

ど、せめて令和８年にきちんとしていただけ

ますか。いかがですか。

○議長（森下伸吾君）市長。

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えします。

実は、先日協議をしています。水路につい

ては緊急防災・減災事業債が使えるので財源

の確保はできるんですけど、公園とか、防球

ネットを取ったり市道の拡幅というのが約２

億円ぐらい単費でやる必要があります。これ

については補助金がついてけえへんので、単

費で、先ほども答弁しましたように、どうや

って財源の確保をしていくのかというところ

を今、調査させています。

本当に地主さんが全てオーケー言うてくれ

ているのか、ちょっと道路も西のほうへずら

さんと、倉庫があるので難しいなということ

で、これはまた県、振興局と警察と協議をし

て、道を広げるのであれば、より安全にして

いくというところで、今までの違うところと

の整合性も取っていくということになってい

まして、それで、令和７年度中にしっかりと

全てのところの問題をクリアして、解決して、

８年度に向けてやっていこうというふうにし

ています。

やっぱり２億円というのはかなり、一般財

源でやっていかなあかんという、起債は使え

るとは思うんですけど、２億円の借金ができ

ることも事実なので、例えば公園だけ先やっ

て、後から道路を拡幅して水路もやるのか、

水路を単独で先に緊急防災・減災事業債を使

ってやってしまうのかという方法はあると思

うので、そこについてはちょっともう少し議

論をさせていただいた中で事業化を決定して

いきたいと思っていますので、いろいろ分か

るんですけど、理解をしていただきたいと思

います。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。

○９番（堀内和久君）これなんです。多分、

市長が助け舟を出すなと思っとって、５分残

せれんで申し訳ない、おわびします。

そこなんです。市長が絶対助けに来るなと

思っとって、こういう僕は演出をしとるわけ

なんですけども、僕、そこでまた教育委員会

に腹が立つんです。何か伝えることが抜けて

いませんか。

恥かきませんか。過去に提案してあるでし

ょう、こんな補助金あるとか。そういうとこ

ろが、親方にケツ持ってもらうんやったら全

部伝えろよという話なんです。全部、もう時

間ないから言えれへんけど。

建設部もそうです。土地の無償提供は地元

議員にさせて、全部承諾取れる状態まで持っ

ていって、ほんで補助金もこんなんあるよ、

観光の補助金あるよと、当時の観光課長とい

ろいろ協議して、使える使えれへんの議論。

どこかに議事録ないんですか。

これ今、市長が言うとるのは、政策調整会

議か一般質問の部長調整会議でこういう答弁

にしようねということを言うとるから市長は

うそを言うてない。あなた方、市長にちゃん
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と情報を与えらなあかんやん。過去にこうい

うトスをもろたけど、スルーした上で、緊急

防災・減災事業債もなくなるし有利な補助金

もないし、どうしましょうと、ちゃんと言っ

たってくださいよ。

僕も何回も何回も教育委員会にはかまされ

とると思っとるんで、それぐらい熟知してい

ます、この展開を。もうちょっと、何という

んかな、橋本市民を愛したってほしいんです。

もうこれ以上言うたら、もうあれなんです

けど、令和８年できっちりやっていただきた

い。調整とあれは協力します。補助金も、あ

の補助金が使えるんか、もう分かれへんけど、

コロナの前なので。失われた時間を取り戻す

というのは大変なことなんです。適正規模ら

やっとる場合ちゃいますわ、はっきり言うて。

もっとゆっくり緩やかな時間かけて、あな

た方のオーバーワークを制御して、学校の先

生らと緩やかにいった上で、この事業もこの

事業もこの事業も、ちゃんと工程どおりに行

って、子どもファースト、地域ファーストで

おっていただきたい。

教育部長、答弁ください。もう終わります。

○議長（森下伸吾君）教育部長。

○教育部長（岡 一行君）反論はいたしませ

ん。

以上です。

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の一般質

問は終わりました。

○議長（森下伸吾君）お諮りいたします。

本日の会議は、この程度にとどめ延会し、

明12月３日午前９時30分から会議を開くこと

にいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（森下伸吾君）ご異議がありませんの

で、そのように決しました。

本日はこれにて延会いたします。

（午後５時６分 延会）

地方自治法第123条第３項の規定により、ここに署名する。

議 長 森 下 伸 吾

３ 番 議 員 岡 本 喜 好

1 7 番 議 員 石 橋 英 和
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